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午前１０時３０分開会 

○嶋崎委員長 おはようございます。環境まちづくり委員会を始めさせていただきます。

開会いたします。座らせて進めさせていただきます。 

 欠席届が出ております。柳清掃事務所長、２時３０分からの欠席届でございます。 

 それで、傍聴者の方に申し上げます。ご案内のように、当委員会は、撮影、録音、パソ

コンの使用は認められておりませんので、ご了解のほどよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、本日の日程及び資料を事前に配付してございます。本日の進め方でございま

すけど、まず請願審査を行い、次に陳情審査、報告事項、その他と進めてまいりたいと存

じますけれども、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 はい。また、陳情審査では、全部で１９件の陳情が当委員会に送付されて

いますが、まず、外神田一丁目南部地区のまちづくり関係である送付５－１４、１５、１

６、２７から３０の７件が関連をするため、一括で審査をさせていただきます。次に、神

田警察通り街路樹関係の送付５－１３、２０の２件は、関連するため一括で審査し、次に

送付５－１７、六番町偶数番地建築物等の高さ制限を含む地区計画（素案）に反対及び策

定方法に関する陳情の審査、最後に、二番町地区まちづくりの関係である送付５－１８、

１９、２１から２６、３１の９件を、関連するため一括で審査することで進めたいと思い

ますけども、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 はい。ありがとうございます。 

 それでは、早速、日程１、請願審査に入ります。外神田一丁目計画の委員会集約の遵守

を求める請願でございます。前回の委員会で確認したとおり、正副委員長にて請願者５名

と面談をさせていただきました。委員の皆さんには事前に概要を情報提供させていただき

ましたが、ここで休憩をいたします。 

午前１０時３２分休憩 

午前１０時４０分再開 

○嶋崎委員長 それでは委員会を再開します。 

 休憩中に改めて、各委員の皆さんには正副から請願者との面談についても共有をさせて

いただいたと存じます。この件はそういう状況でございますので、よろしくお願いを致す

とともに、執行機関から何か情報提供があれば、下さい。 

○加島まちづくり担当部長 請願に対してということであれば、執行機関のほうから特に

ございません。 

○嶋崎委員長 ない。ということで、執行機関からはないということでございますので、

委員の皆さんからご意見を頂きたいと存じます。 

○岩田委員 まず、請願は、１６条に対して皆さん請願されているんですけど、結局１６

条はそのまま過ぎてしまって、１７条に入ってしまった。でもこれ、１７条に入るための

条件というのは五つあったじゃないですか。それで、大方の同意のところで前言いました。

それでちょっと調べたら、やはり委員会の中で、区ではそれは大方の同意というのは決め

られないというような話があった。それで、そのときには、いつの委員会か分からないか

らちょっとあれだという話でしたけども、それ、確かに部長がおっしゃっています。区で
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は決められないというふうに。それで、それは委員会のほうで決めてくださいというよう

なことだったんですけども、結局それも、大方の同意というのはここで決められるわけで

もなく、報告されるわけでもなく、何もなく１７条に入っちゃったということ自体は、ま

ず、これが適正なのかどうか。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 岩田委員のほうから本会議でも同じようなご質問を

頂いたかと思います。我々、部長として答弁したとおり、委員会集約で指摘された都市計

画審議会等の専門的な知見を得るために、庁内の適正手続を得て１７条の手続を進めたと

いうことでございます。我々といたしましては、大方の同意という、その５条件を含めて

委員会の議論をしていただいて、取りまとめいただいたと思っております。そういった意

味で手続を進めるところでございます。 

○岩田委員 いや、そうではなく、１７条に入るんでしたら、まずその前に委員会に報告

なり、こういうふうに１７条に入りますよみたいな話があってしかるべきなのに、何もな

く、ぽんといきなり入っちゃったというのは、それはおかしくないですかというところを

言っているんです。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 我々としては、一般的に意見集約ということにつき

ましては、やはりこれらの議論を総括し取りまとめるということだと考えております。も

しご指摘のように、大方の同意についてまだ判断してというようなことがございますれば、

集約にその旨記載があるものでないかと思いますけども、今回ちょっとそういったところ

はなかったというところでございまして、やはり都市計画審議会の知見を得るというとこ

ろが、我々としては議会からの言われた意見なのかなというところで、手続を進めたとこ

ろでございます。 

○岩田委員 同じようなことをちょっと何度も言っちゃってすみませんけども、それは矛

盾していますよ。だって、区では大方の同意って決められないと言っているのに、この条

件の中に入っている大方の同意、それを踏まえて適正に判断しましたと、判断しちゃって

いるんですよ。それはおかしくないですかということを言っているんです、さっきから。 

○嶋崎委員長 多分同じことの繰り返しなんだけど、部長、もう一回そこのところはきち

っと整理してください。 

○加島まちづくり担当部長 委員長、すみません。まちづくり担当部長です。 

 前回、６月の請願は、６月１２日にご審議いただいているかなと。それで、そのときも

同じようなご質問を頂いてきたといったようなところです。我々としては、特別委員会の

中でいろいろと議論があって、学識の方々もお呼びいただいて、参考の意見というものを

聞いていただいて、委員会が集約されたと。その中に、最終的に前回の環境まちづくり部

資料、６月１２日の分なのでちょっとお手元にないかもしれませんけれども、その中で、

委員会の集約の中では、千代田区がこれら責任を認識し、都市計画審議会等の専門家の的

確な知見を得て、判断すべきことを当委員会として確認し、執行機関に申し入れるという

ような、３月３日に集約されたといったようなところです。それを踏まえまして、３月３

０日の都市計画審議会に、手続を進めていきますというご報告もさせていただいたといっ

たようなところでございます。その後、５月、区の内部の決定機関である首脳会議等を踏

まえて、区として手続を進めていったというところで、これも前回ご説明させていただい

たとおりで、そのような形で、この件に関しては委員会集約のとおり今進めているといっ
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たような認識でございます。 

○岩田委員 もう、じゃあ、結局区では決められない、判断できないといった大方の同意

を、結局は区が判断して１７条に進めちゃったということになります。 

 じゃあ、何を言っても、そういうふうに言うんでしょう、じゃあ、それ以外に、委員会

で集約したものがありましたよね、三つ。その中で、２番目のところで、公共性、公益性

のところで、区有施設を含むことの公共性、公益性について、区民との共有が不十分と述

べている。今回の意見書の中で、清掃事務所や万世会館、区道の権利変換についてどのよ

うに述べられているか、特徴的な内容を教えてください。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 我々としては、公共性、公益性につきましては、議

会からのご質問であったり、公聴会のご意見であったり、説明会でのご質問あったり、そ

ういったところで都度説明しているところでございますが、区有施設に関しましては、

我々はこの再開発事業で、少なくとも区有施設について事業継続を行いながら、現地での

再整備を行うことは可能な手段であるというところ。それから、施設の使い勝手が著しく

改善すること。それから、今後、権利変換を策定していくに当たって、公平、公正な手段

が法令で定められておりまして、再整備が可能であるということがあります。そういった

ことを踏まえて、公共・公益性については、この事業として持ち得ているというふうに話

しております。 

○岩田委員 その意見書の内容で、区有施設を再開発事業に含むことの公共性について、

区民と共有ができたと言えるのかが問われていますけども、区はどのように考えているん

でしょう。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 繰り返しになってしまいますけれども、我々として

は、議会、それから公聴会、それから説明会その他の中で、公共性については都度問われ

てきたものと考えております。その中で、区有施設に関することの公共性、この再整備す

ることについてのメリットというところについては、都度ご説明していると思っておりま

す。それが、区民にとってちょっとご理解いただいているかどうかというところがござい

ますけども、我々としては手段を尽くして説明してきたという認識でございます。 

○嶋崎委員長 岩田委員ね、あくまでもこの、これに沿ってやっていただかないと、内容

じゃないから。 

○岩田委員 そうですね。すみません。 

○嶋崎委員長 この手順・手続はどうなんですかということのやり取りをしていただかな

いと、内容は逆にこの後の陳情のほうで出てくる部分もあるんで。 

○岩田委員 陳情の。そうですね。すみません。失礼しました。 

○嶋崎委員長 この今は請願の、委員会集約の遵守を求める請願ということなんで、ここ

のところを逸脱しないようにご発言ください。 

○岩田委員 すみません。失礼いたしました。 

○嶋崎委員長 ほか。関連かな。 

○はやお委員 関連で。 

○嶋崎委員長 関連する。中身に入らないでね。 

 はやお委員。 

○はやお委員 中身に入らない。手続ということですので、そこのところが一番確認した
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いのが、専門的知見というところで、都市計画審議会のほうでは、この大方というのはど

のように、専門的知見の中で何％とか、そういうことを言っていたのかが一つ。 

 そして、都市計画の決定等の提案ということについては、提案ですね、第２１条のとこ

ろに、決定または変更することを提案することができるということで、第３項のところに、

区域内の土地所有等の３分の２以上の同意を得ていること。つまり提案者ですら３分の２

は必要だよという話に、手続ですよ。それが、区が提案しているからということで、その

３分の２を満たしていないということに関しては、どういうこと、区としてはどう考えて

いるか。つまり、手続ですから、どういうふうに考えているのか、その２点、お答えいた

だきたいと。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 都市計画審議会につきまして、同意率の数字が幾つ

以上であればよいかというような議論は、なされていないと認識してございます。我々は

都市計画を決めていくに当たって、その同意率の考え方でございますけれども、当然、同

意率については考慮すべきことでございますが、我々としては、このまちづくりを進めて

いくべきかどうかというところの観点から、この都市計画手続を進めていくかというとこ

ろでございますので、同意率の数字について条件としてあるということは考えてございま

せん。 

○嶋崎委員長 小枝委員。 

○小枝委員 ただいまのやり取りが請願の趣旨そのものだと思うんですね。学者さんの意

見は正直二つに分かれましたよね。一方の学者さんは、同意率というのは進めていけばど

うにもなるんですということ、公共の福祉のために、というふうにおっしゃいましたね。

もう一方の学者さんは、ほかの区も見てくださいと。港区だって中央区だって、９割、８

割、そういうレベルでしっかり決めているのであって、３分の２の同意でも十分じゃない

ですよと。基本、国土交通省の通知は１００％近い同意を求めてきたんだけれども、そう

いう１００％は過度だということで、１人の反対もとは言わないということだったと思う

んですね。 

 ２人の意見、学者の学識経験者の意見を聞いた中で、一方の意見だけを都合よく区の見

解としたということでよろしいですか。委員会の申合せはそこのところは触れていません

ので、だから、そこを判断するために、都市計画案をちゃんと事前に示してくれというふ

うになっているわけですから。 

○加島まちづくり担当部長 一方の意見を尊重してというよりも、あそこの外神田一丁目

のまちづくり、それを都市計画としてどう考えるべきかということだと思います。区とし

ては、今提案させていただいている都市計画を進めるべきだという認識で、１６条の頃か

らそういった認識は変わっていないんですけれども、それを進めてきたと。それに対して

のご意見がいろいろあったのかなといったようなところで、そういった先ほどから出てい

る３分の２の同意だとか、その率だとかというのはあるんですけれども、最終的にあそこ

のまちの将来像を踏まえて、どう都市計画をするべきかというところの判断を、都市計画

審議会でご審議いただきたいといったのが、今の区の考え方でございます。 

 先ほど、はやお委員の都市計画提案のお話、ちょっと答弁が漏れていたので、基本的に

都市計画は、やはり国だとか公共が決めていくものといったようなところです。そこに同

意率だとか、そういったところというのは、基本的にはないといったようなところなんで
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すけれども、公共だけではなくて、都市計画の法律で提案制度というものがございます。

これは民間の方々が提案できると。その民間の方々が提案する際に、たしか土地が５,０

００平米以上で、そこの地域の３分の２以上の同意が必要だといったような制度になって

おりますので、若干ちょっと趣旨が違うところはあるんですけど、今回はもう区が、公共

が、こういった都市計画を進めていくべきではないですかといったことをお示ししている

といったようなところでございます。 

○嶋崎委員長 はやお委員。 

○はやお委員 区だからこそ、より同意率を上げる必要があるんじゃないかというのは私

の意見なんです。というのは、提案をするのが３分の２というふうに出しているだけです

から、それ以上超えていくということが必要でしょうと。 

 それで私、いろいろと、これだけ同意率が低ければ、さらに公共性の高いものを提案し

ていかないと難しいんじゃないかと。低くていいということではないですよ。だけど、そ

ういうところからしたときに、足りないんではないかということを、るる今までも言って

きたわけですよ。それが、親水性というのは個人的なものだと言うかもしれないですけれ

ども、公共性をこれだけ、６、４の中での賛成、反対があったときに、特別な公共性、高

い公共性というものを説明して、地域に、そしてまた地権者に説明する必要があるんでは

ないのかということを言っていた。それはなぜかと言ったらば、私有財産の問題での憲法

論にまでなるから、この辺のところは丁寧に、そしてまた行司役である行政が、より自分

に対しては襟を正して、しっかりとした同意率を求めていくというのが普通なんじゃない

んですかということ言っているんですよ。 

 自分たちが行司役だからルールを勝手に変えていいとか、ルールはないんだというよう

にしても、必ず頓挫しますよ、反対がこれだけのパーセンテージだったら。それでやって

いったときに、また説明がしづらいんですよ。じゃあいいじゃねえかと我々が議会で言っ

ても、またじゃあ頓挫しましたと言ったときに、誰が責任を取る。だから、この前のとき

は、誰かと言ったらば、樋口さんが決定権者だからやるということになったということも

分かりました。だけど、今後のこの進み方からしたときに、今、何度も言いますけれども、

何度も言いますけれども、この３分の２というのは僕は最低だと思っています。それがい

っていないということに関して、もう一度、行政としてどう考えているのか。これで進ん

で必ず見事にやっていきますと言えるのかというところをお答えいただきたい。 

○加島まちづくり担当部長 今の都市計画の手続の中では、国交省の指針にもあるとおり、

むやみに同意率というところは考えていないというところなんです。それは区もそういっ

た認識でございます。実際に進んでいくときには、やはり組合の設立認可というものが出

てきますので、そこで３分の２以上の参加がないと、これはもう事業として進んでいきま

せんので、それはしっかりやっていくというところを、区としてももちろん、公共が、国、

都、区も入っておりますので、そこはしっかりやっていくといったところで、そういった

認識で進めていきたいというふうに考えております。 

○はやお委員 じゃあ、最後。じゃあ、３分の２は必ず、竣工に当たっての、計画を進め

ていく中では、行政が責任を持って３分の２はキープするということでよろしいですね。

もう一度。 

○加島まちづくり担当部長 キープというか、３分の２以上ないと次のステップに進めな
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いといったようなところですので、都市計画決定を踏まえた上でそれを進めていくという

ような認識でございます。 

○嶋崎委員長 そこは大事なところだよね。 

 桜井委員。 

○桜井委員 先ほど部長から答弁があったことに重なります。大切なことなので、もう一

度答弁をお願いしたいと思っておるんですけども、１６条、１７条を経て、現在、都市計

画案というものを、区としての考え方を示して、あくまでも今回のこの事業に対する区と

しての考え方を示すんだと。それに対してきちっとジャッジをしていただくということが

必要なわけで、その手続をお願いしているわけなんですけども、賛成だとか、請願の中に

は賛成、反対の双方の意見も入れてもらいたいとかいうようなこともございましたけども、

公聴会の意見への対応だとか反映というものも、今まで報告を頂く中で、反映をされてい

るということも私もよく分かりました。 

 都市計画を進めていく上において、執行機関の権限として、この都市計画図書というん

ですか、考え方というものを作成して、それに対する判断をしていただくという、そうい

う区としての考え方なんだということについて、きちっとしたご判断を頂きたいと思いま

すので、お願いしたいと思います。 

○加島まちづくり担当部長 前段で、請願書に書いてある、１６条１項の公聴会でのご意

見、それをどう反映されたかといったようなところで、それに関しましては、前回も資料

でお示しさせていただいたとおり、趣旨として反映をしているもの。都市計画の記載には

ちょっと当たらないので、反映できないもの。都市計画の意見であるんですけれども、

我々としてそういった形で都市計画を進めるべきではないといったところで、反映できな

いもの。三つをご説明させていただいたといったようなところでございます。そういった

公聴会並びに、もう既に１７条の縦覧は終わりましたけれども、そこの意見を踏まえて、

区として、先ほどはやお委員もおっしゃられましたけれども、区として責任を持ってこの

都市計画の手続を進めていくという形で考えておりまして、それを踏まえて次回の都市計

画審議会にはご審議賜りたいなというふうな認識でございます。 

○桜井委員 はい。 

○嶋崎委員長 小枝委員。 

○小枝委員 先ほどのやり取りの中で、行政はこのことを、この間も私言って、ちゃんと

答えてもらっていないんですけども、ご存じなのかなというふうに思うんですけども。私

が持っているエビデンスでは、例えばワテラス、ワテラスにおいては、当初９２％の割合

で提案されたんですけれども、認可時は８５％。７％下がっているんですね。もう少し直

近で言うと、かなりもめた、あの小川町三丁目計画。あれは７５％で提案して、いや、も

うあれは都市計画をかけちゃえばみんな賛成するんだ、みたいになっていたのが、実際は

まだ７５％止まりなんですよ。それで認可しちゃいましたね。でも、ここは３分の２を超

えていたから、同じだって、下がったって認可できたんだけれども。この事実はご存じで

すか。実際、千代田区で起きていることというのは、ほぼそうなんですよ。私もそのとき

は分からなかった。行政があんまりそう言うから、そういうものなのかなと思いましたけ

れども、そうなっていないんですよ。どうなんですか。 

○加島まちづくり担当部長 過去のそこら辺、細かく私もちょっと認識はしているところ
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ではございません。外神田一丁目に関しては、前にも資料出させていただいているとおり、

３分の２に今はいっていないというような状況は、それは事実でございます。 

 先ほどはやお委員にご案内したとおり、都市計画を決定した後の様々な調整の中で、組

合設立を３分の２以上の同意がなければ進めていくことはできないので、それをしっかり

やっていくというような認識でございます。 

○小枝委員 だから答えていないんですよ。そういう過去の事例からいくと、いかない可

能性も十分にあるということは頭に入っているんですかということを言っているんです。

そこははっきり答えてください。 

○加島まちづくり担当部長 いかないというのは、頭には入っておりません。 

○小枝委員 そうしますと、現在、これもちゃんと頭に入っているのかなと思うんですけ

れども、皆さん何か、確かにここは４分の１が公共の土地ですから。国も東京都も入れれ

ばね。その４分の１を入れればいくんじゃないかみたいな淡い幻想を持っているんだけど、

全部、全部全部足し合わせたって６４なんですよ。そうすると、どんな裏技で数字を区が

上げていこうとしているんですか。というのは、地権者の方が、いや、もうここは８割合

意なんだという、推進の方が結構おっしゃっていて、ずれがあるんですよ。 

 いろんなテクニックはあると思うんですけれども、テクニックでやっていいのかという

こと、一体どういう、何を、ちゃんと誠実に、人の土地、区民の土地、まちがかかってい

ることなので、誠実に見通しを語ってもらわないと、「考えていません」とかそういう言

葉では何も説明になっていない。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 同意率の考え方でございますけれども、同意してい

ない人の同意していない理由というのが、全てが事業に反対しているというわけでござい

ません。１人の地権者のご意見では、都市計画の手続が進んだら同意しますと言っている

方もいらっしゃいます。それから、やっぱり生活再建がどうなるかということが分からな

いと、ちょっと態度を明確にできないという方もいらっしゃいます。そういったことを踏

まえまして、この手続を進めることによって数字が明らかになってくることで、同意とい

うのも十分取れるという見込みもあるのではないかと考えたところでございます。 

○小枝委員 小川町のときも同じこと言ったんですよ。私はその先のストーリーは分から

ないから、そうなのかなと思いましたけど。実際、先ほど言ったように、７０が７０．５、

コンマ５上がりましたけどね。そのまま組合設立しちゃったんですよ。それは３分の２以

上いっていたからそれで済んだけれども、今回の場合は、区民レベルでは６割で、公共を

入れたって６４にしかならないということも言っています。それがどうして変わるんです

か。説明になっていないと思うんですよ。 

 小川町でも同じだったんですよ。みんな何が不安だ、何が不安だ。実際ワテラスでそう

であったように、詰めていけば詰めていくほど合意できなくなっちゃうんですよ。なぜな

らばおいしい話だけ進めているから。実際はそうじゃないから。そのときに誰が責任を取

るんですかということは明確に答えてください。誰が。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 委員長、神田地域まちづくり担当課長。 

○嶋崎委員長 担当課長。 

○小枝委員 何で課長なの。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 責任と申し上げますと、先ほどはやお委員のほうか
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らのご質問がありましたとおり、区長のほうで責任を取るのかなと思っております。 

 同意に関しましては、当然数字について区のほうで、今、この３分の２以上断言できる

というものではございませんけど、先ほども申し上げたとおり、我々としてはまだまだお

話し合いできる余地というのは当然残っていると思っております。それを目指して区とし

ても事業者と一緒に対応していくということでございます。 

○小枝委員 区長が責任取るという話は確認しました。 

 それで、その都市計画決定権者である区長は、この議会の集約というのを本当に読んで

いないと思うんですよね。読んでないと思うんですけれども、読んでください、ちゃんと。

ここには四つの役割があると書いてあるんですよ。区長には都市計画決定権者の役割、そ

してまちづくりの総合調整者としての役割、それから準備組合を指導する立場である役割、

それから区民の財産を預かる地権者という、この四つの役割があると言っているんですよ。

この中身を読みましたか。それを、１点目の決定権者、そういう権力を持っているんです、

私は。ということ以外何も言っていないんですよ。それに対して区民は、「不安だ」「も

っと丁寧にやってくれ」「みんなの財産とまちがかかっているんだ」「これまでもつまず

いてきただろう」「これからもつまずくでしょう」と言っているんですよ。そういう、丁

寧にやらないと。 

 現に１６条に入ったとき大きくつまずきましたよね。八十数％賛成だと言って都市計画

を入れて、開けてみたら５割だったんですよ。最初は４割反対、まずいですという情報が

流れて。つまり提案者の準備組合の言っているままに動いているだけで、行政としては、

ただ、権者です、決定権者です、権力が私にあります、だから何か問題が。というやり方

だとうまくいかないよということをこの議会は述べているんです。その議会が述べている

不安に対して、行政は議会の言っていることをちゃんとわきまえてください、聞いてくだ

さいよと、５月１９日に出てきた。そういう中身なんですよ。そういう中身だということ

はちゃんと読んでいますか、課長は。課長、部長は読んでいますか。ちゃんと答弁してく

ださい。 

○加島まちづくり担当部長 まちづくり担当部長。 

○嶋崎委員長 俺がやる。 

○加島まちづくり担当部長 すみません。 

○嶋崎委員長 担当部長。 

○加島まちづくり担当部長 すみません。今ちょっと何を読めと言われたのかが、ちょっ

とよく分からなかったんですけど。最初に区長に読んだんですかと言われたのは、委員会

集約、３月３日の。それはちゃんと、５月９日だったかな、首脳会議の中でも資料として

出させていただいて、ご説明もさせていただいておりますので、そういうことがあるねと

いうことは認識はしているといったようなところです。 

 あと我々に読めと言われるのが、この請願書の中のことということであれば、これはし

っかり読まさせていただいているというようなところでございます。 

○小枝委員 そしたら、権者である、権力者である区長は、これまでのワテラスの事例で

あるとか、そういう９２％が、何度も言いますが８５％に下がっている。ほかだってみん

な言えますよ。そういう、現実に都市計画を、これを圧力に使っちゃいけないんだけど、

都市計画をもって地権者を、何というか、ひれ伏させるみたいな圧力に使っちゃいけない
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んだけれども、現実に今までそういうことで、嫌だよという人がいても、前へ進みましょ

うとやってきた。でも、実際、皆さん、進むんだ進むんだと、上がるんだと言うんだけれ

ども、過去のデータは下がっている。特に直近の小川は横引きなんですよ。そう考えると、

今回の場合、相当やばくないですかというふうに思う区民がいても当たり前だと思うし、

それに対しての説明責任をしていないし、現に権者である区長はそういうことをご存じな

のかと。 

 そして今、国や東京都を入れても、まだ６４。普通、国や東京都は入れません。入れて

もだよ。入れなかったら６１。そういう現実である。つまり、先行きが極めて苦しいよと

いうことを言っているのか。それで推進の方も苦しい思いをしてしまう。もうこの後、

我々だって地権者として清掃事務所が動かなくなる可能性だってあるわけですよ。そうい

う状況に、苦しみの先にさらしてしまうような可能性があるという、そういう、いいこと

と悪いことと両方をお耳に入れてこれを動かしていますかということ言っているんですよ。 

○嶋崎委員長 あのね、小枝委員ね、いろいろと思いは分かるんだけれども、さっきも岩

田委員に申し上げたとおり、請願の審査なんで、ましてや紹介議員でありますから、後ほ

どのところで中身については、いろいろと陳情のところでもやり取りができるんで、今、

何回か多くのやり取りを聞いていると、多分ずっとこのままなんだろうなということなん

で、もしここでご意見があるんであれば、しっかりとご意見は言っていただく。そこは委

員長としてお願いをしたい。いかがでしょう。 

○小枝委員 意見というか、今の。 

○嶋崎委員長 はい、どうぞ、小枝委員。 

○小枝委員 そうですね。これについてはもう、この論点についてはもう最後なので。 

○嶋崎委員長 じゃあ、それは指摘してくださいよ。指摘するんだったら指摘してくださ

いよ。 

○小枝委員 うん。いや、ご存じですということなんで。 

○嶋崎委員長 いや、さっきから分かっていると言っているんだから、それはもうそれで、

また繰り返したって同じ答弁しか出てこないんだから、私はこういうふうに思うんですよ

ということをきちっと言ってくださいよ。 

○小枝委員 じゃあ、前提論についても当然区長は理解をしているというふうに、私とし

ては、この封じられてしまうと。 

○嶋崎委員長 俺じゃねえよ。 

○小枝委員 そういうふうに言われてしまうと、そうであるというふうに踏まえて、次に

行くしかないですね。 

○嶋崎委員長 そうですよ、もちろん。それはご理解ください。 

○小枝委員 そういうふうに理解しますね。はい。 

○嶋崎委員長 岩田委員。 

○岩田委員 この請願は、結局１６条に基づく公述内容を反映してほしいということだっ

たんですけど、でも、実際、もう１６条は終わってしまった。でも、この趣旨というのは、

区民が、再開発事業を通して、区の施設の整備に対しての公共性とか公益性、そういうも

のを見いだす上での一致点とか、その場所とか時間を保障しているか、議会にチェックし

てほしいというようなことを言っているんだと思うので、その趣旨をちょっと踏まえてい
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ただきたいなと思います。 

○加島まちづくり担当部長 すみません。我々は、この請願書で書かれているのは、１６

条１項に基づく公聴会での意見、これに対して反映されているかどうか確認してください

というのが請願書だというふうな認識でございます。それが趣旨なんじゃないかなと。そ

れを踏まえると、前回も資料でご説明したとおり、先ほどもご説明したとおり、三つの点

がありますと。そういった形で反映できるものだとか、趣旨として反映しているものだと

か、そういったものでご説明させていただいていますので、そういったような理解でござ

います。 

○岩田委員 この請願が一番最初に出たときというのは、まだ１７条には行っていなかっ

た。ということは、この内容も変わるわけですよね。結局、１７条に行っちゃったという

のは、議会の日程とかそういうので、１７条に行く前にこの委員会が開かれなかったとい

うことで、こういうことに今現在に至るわけなんで、それだったら、この趣旨というのは

ちょっと今部長がおっしゃったようなことではなく、私が言ったようなことが趣旨なんで

はないかなと。だったらその趣旨をちょっと踏まえて、もし今後ちょっと採択というんだ

ったら、その趣旨を考えて採択をしていただきたいと思っております。 

○嶋崎委員長 それは、取扱いはまだしていないからね。（発言する者あり） 

○岩田委員 すみません。 

○嶋崎委員長 やり取りだから。 

○岩田委員 ごめんなさい。すみません。今のは、なしにして、そういうのを、趣旨を踏

まえていただきたいというふうに考えております。 

○嶋崎委員長 それは意見、じゃあ、今のはご意見として伺っておいてください。 

 ほかにありますか。 

○はやお委員 ６月１２日の環境まちづくり委員会のところでやり取りをしました。それ

で、議事録のところ、１９ページから２０ページのところなんですが、担当課長が、私が

抵当権者について確認をしているのかと言ったときに、一つ、していないということだっ

たんで、私も記憶、委員長をやったことがありますので、たしかこれ、抵当権者も入って

いたなと思っていたんで、調べました。抵当権者を調べていないということは事実かどう

かを答えていただくのが一つと。 

 もう一つは、結局は都市計画法の施行令ということで、第１０条の４、つまり地区計画

等の案を作成するに当たっての意見を求める者、つまり同意者をどうするかということだ

と思うんですが。違ったら違ったと言ってくださいね。こう書いてある。法第１６条第２

項の政令で定める利害関係者を有する者は、地区計画等の案に係る区域内の土地について

の対抗要件を備えた地上権もしくは賃借権または登記した、これは先取特権というのかね、

それとあと、質権もしくは抵当権者を有する者及びその土地もしくはこれらの権利に関す

る仮登記、その土地もしくはこれらの権利に関する差押えの登記またはその土地に関する

買戻しの特約の登記の登記名義人とすると、こう書いてある。つまり、これが、抵当権者

を入れていなかったということについては裁量権でやれることなのか。法律ではこれ、求

められると書いてあるんだけれども、入れていないということをおっしゃったんで、これ

はどういうふうに解する。執行機関としては、これはいいんですよという話にしたのか。

そこをお答えいただきたい。 
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 ２点ね。抵当権者を有するということではやっていないと言ったことを、もう一度確認。

それで、抵当権者を有する者も調べなくちゃいけないよと言っているのに、調べていない

んだったら、これについてはどういうふうに考えているのか。お答えいただきたい。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 ちょっとすみません。事実を確認いたしますので、

少しお時間を頂ければありがたいんですけども。 

○嶋崎委員長 はい。じゃあ、休憩します。 

午前１１時１７分休憩 

午前１１時２７分再開 

○嶋崎委員長 委員会を再開します。 

 先ほどのはやお委員の質疑の答弁から行います。部長。 

○加島まちづくり担当部長 すみません。貴重なお時間を頂いて申し訳ありませんでした。 

 前回、はやお委員から、１６条第２項のところに、結局は利害関係というところで、抵

当権者については確認したのかというご質問で、担当課長のほうから、抵当権者に今のと

ころ話はしていないという認識という答弁をさせていただいたといったところでございま

す。これは１６条２項、要するに地区計画と再開発のほうの権利者関係が、少し混同して

いたといったようなところだったというところでございます。 

 地区計画に関しましては、この外神田だけに限らず、ほかの地区計画をかけるときには、

登記簿を全て取って、そこの権利者を把握して、そこの方々に全て送っているという形で

すので、外神田一丁目もそのような形でございます。大変申し訳ないんですけども、そう

いった形で答弁のほうを修正させていただければというふうに思います。 

○はやお委員 分かりました。これは委員会での答弁ですから、非常にここについては

軽々に答弁されたら困るわけですよ。というのは、もしこのことが事実であれば、この法

令の中に従っていないということを言わざるを得なくなっちゃうんで。じゃあ、やってあ

りますよと。 

 じゃあ、確認します。何件ぐらいの確認をしたのかお答えいただきたい。だって、当然

それは、この辺の同意率にも…… 

○嶋崎委員長 休憩します。 

午前１１時２９分休憩 

午前１１時３６分再開 

○嶋崎委員長 委員会を再開します。それでは、今の件数を含めてご答弁ください。 

 答弁から入ります。担当課長。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 お時間を頂いて申し訳ございませんでした。実際、

法律上の公告の手法といいますと、公告という形で、区役所の下の掲示板に１６条の案を

かける旨を掲示するというのが正式な方法なんですけれども、それだとちょっとやっぱり

地権者さんにとって知らないということもございますので、丁寧にやるやり方として、通

知を送っているというところでございます。総数としては、ちょっと今、下で確認したと

ころ、１２１件というところでございましたけども、ちょっと抵当権なのか所有権なのか

というところの、ちょっと区分まで指定はございませんで、総数としてその数を送ってい

るというところでございました。 

○嶋崎委員長 はやお委員。 
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○はやお委員 そういうことからしたら、甲のほうの地権者には確認している。で、乙区

のほうについて分かりませんとなると、じゃあ甲が誰で乙がどうだったのかという意見っ

て、どういうふうに整理したんですか。今の答弁で余計、１２１件というところに、甲の

権者と乙の権者が分かれていなかったら、分からないでしょう、誰がそこに送ったかとい

うのは。だって一番大切なのは、地権者であったり、そういうところなんだから。そうす

ると、今の答弁からすると、ちょっと矛盾を生じるよ。お答えください。 

○加島まちづくり担当部長 やはり今回は、地区計画と市街地再開発事業という二つ、２

本立てになっているかなと。例えば市街地再開発事業が今回なくて、ただの地区計画、

「ただの」って、すみません。ただじゃないんですけど。地区計画ということであれば、

今言われたような方々に、権利者に送って、意見を提出してもらうという形で、その意見

に伴って１７条をどういうふうにするかだとかという形になってくるといったところです。 

 今回は市街地再開発事業が関わってきますので、市街地再開発事業に関しては、一般的

には準備組合を設立して、その中で、今度は権利者の方、土地の所有者だとか建物の所有

者、それと借地の方、この方々にお声かけをして、どうですかといったような話になって

くるので、全体の先ほどの地区計画と市街地再開発事業のメンバーというか人数だとかと

いうのは、若干変わってくるといったようなところですので、先ほどいろいろ３分の２だ

とか数字が出ているというのは、その後の再開発事業の中の数字という形なので、はやお

委員が言われる地区計画全体のお話ということになると、じゃあ、そこの抵当権者が何人

で何％とかと、そういった取り方というのは、ほかの地区も含めてしていないというのが

事実でございます。 

○嶋崎委員長 ほかにありますか。 

○岩田委員 この１７条の結果というのは、どういう感じになったんですかね。本当は１

６条でやるはずだった斎場とか清掃事務所って、これは都市計画事項ですよね。何か都市

計画素案、これが案になって出ているんですけど。だったら、これってどういうふうな感

じになっているんですか。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 １７条の意見書につきましては、今後、都市計画審

議会にご審議いただく際に、ご意見としてどういったことがあったのかというところで、

ご判断いただく材料となるものでございますので、ちょっと委員会の要請というところと

しましても、ちょっとこの場で内容についてはちょっとお答えすることは、ちょっとご勘

弁いただきたいというところでございます。それらの意見についてはただいま処理してい

るところでございます。 

○嶋崎委員長 小枝委員。 

○小枝委員 今、ご勘弁をという話がありましたけれども、この請願のほうに立ち返ると、

１６条の案の段階で議会に示してくださいよというふうに申し上げたわけですよね。それ

はいろいろな理由がありますけれども、なぜかというと、今、岩田委員の話で言うと、例

えば斎場とか清掃事務所については都市計画素案の中にしっかり書き込まれていて、むし

ろそれを整備するために、目的ぐらいの話で、これは番町で清掃事務所と書いてあっても、

それは都市計画事項じゃないけれども、この外神田一丁目地区計画もしくは再開発促進区

においては、まさしく都市計画事項もうそのものなんですよね。このために、これを建て

替える公益目的のために、再開発をさせてくださいということになっているわけですから、
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そこを、この間のまとめの一覧を見ると、都市計画事項除外という、これは都市計画事項

じゃありませんというふうに答えちゃっているわけです。 

 そうであるかどうかということは、また専門家の意見の違いもあるでしょうけれども、

そういうことを一つ一つ、議会、委員会でしっかりと区民の意見と照合しながら、次の案

にどうしていくかを議論するために、手順・手続として都市計画案を議会に示してくださ

いよということになっていたわけで、今そして時を、事実経過として１７条をやっちゃい

ましたと。皆さんが選挙をやっているうちにやっちゃいましたよという、議会ができない

うちにやってしまったんですよというんであれば、じゃあ、１７条の結果がどうなってい

るのかここで示して、皆さんのご意見を頂きたいというのが普通じゃないかと思うんです

よ。それが、「ご勘弁いただきたい」と、区民の代表である議会がそれはご勘弁できない

んじゃないかなというふうに思うんですけど。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 都市計画におきまして、公共施設の再整備を行うと

記載されておりますのはまさにそのとおりで、整備を行うということのみを位置づけるも

のでございまして、その整備手法の具体的内容がどうなのかというところまで計画で定め

るものではございません。そのことにつきましては、今まで議会でもいろいろな資料を出

してご説明してまいりましたけども、それはあくまでも、もう概算の事業イメージを用い

て作ったものでございまして、今後それが決まってくるのが都市計画の手続を進めて、建

物設計を行って、具体的な数字を出してからというところが決まってくるところになりま

すので、その段階では当然我々としては、区民の方にも、議会にも当然お示しするもので

ございますけれども、現段階ではこの内容については我々として分かり得ないというとこ

ろで、お示しできないというところは事実でございます。 

○小枝委員 再開発で整備するやり方の話ではなくて、再開発の中でこの二つの施設を整

備するということについての意見が住民からたくさん出されたわけですよね。そして１７

条もその意見を取っているわけですよね。それについてどうであるかということは、区民

の代表である議会のまさしく審議事項なんですよね。もう都計審に丸投げするなら議会は

要らない。ましてや最後に議会は議決をしなきゃいけない。その前提となることをここで

お示しできないということは、やっぱりそれはあってはならないというふうに思います。

そういう答弁を議員として許してしまったら、議員そのものが不要だということになって

しまいますから。 

○嶋崎委員長 担当部長。 

○加島まちづくり担当部長 外神田一丁目に限らず、過去において、１６条の手続に入り

ますとか１７条の手続に入りますだとか、そういった報告はさせていただいておりますけ

ど、具体的な１７条に入って、その後に都市計画審議会で審議を受けるに際しまして、具

体的に委員会に、こうこうこうでしたというようなところはご報告はしていないといった

ようなところでございます。これに関しましては、たしか陳情のほうにも、陳情の５－２

９にも関わってきますので、そのときにも、都市計画審議会での資料となっていくので、

区としては事前にその内容を公表することだとかは、審議会での公平な審議を阻害するお

それ、事前にこうこうこうだったといったようなところがあるとどうなのかということで、

慎重な対応が求められるというふうな考え方でございます。 

○小枝委員 これ、過去どうだったということは、この件については言えないわけですよ。
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過去、じゃあ、この１６条の手続に入った後に、特別委員会でこれだけ議論せねばならな

くなり、で、こんな事態はなかったわけで、しかも同意率がここまで低い事態も過去に一

つもなかったです。これだけ低い状態のまま、議会が全く関与しなければ、これはもうも

っと深刻な事態になっていた。 

 当時、令和３年の５月、６月の時点で都市計画手続に入ったときには、部長だけは替わ

っていないので、替わっていないと思いますけれども、実際は８割以上の合意があると思

って入ったけれども、そうでなかったことに関しては、１６条そのものを詳細な調査とい

うふうに捉えてやりますから勘弁してください、やらせてくださいということで、１回延

期したけどやったんですよ。で、詳細な調査、簡易書留で調査をしたところ、実際その段

階では３２地権者のうちの１６人、つまり５割であったということが明らかになって、や

はりそのとおりというか、もっと状況は厳しかったということが明らかになった。そのと

きは非常に反省したんだけれども、２年もたつとすっかり忘れて、全くほかではやってい

ませんからそれでいいんですというふうに言われたんでは、じゃあ何のためにこの委員会

集約をしたのかということになってしまう。思い出していただきたいんですよ、１６条の

つまずきを。この１７条で同じつまずきをしてはいけないので、議会側にしっかりとした

情報提供、区民代表である議会に出していただきたい。 

 ちなみに何件意見が出ているんですか。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 数字については精査しているところでございますけ

れども、要は無効票とかも結構ございまして、それを一つ一つの意見を精査しているとこ

ろでございます。総数だけについてはちょっと申し上げたいと思いますけども、総数は大

体４,２００件ほど、トータルで来ております。 

○小枝委員 ほかの案件では、それについて、住民あるいは在勤の別、賛否の別というの

が委員会のほうに報告があって、都市計画審議会に入っております。それについてはどの

ようになっていますか。 

○嶋崎委員長 手順・手続はどうなっている。 

○加島まちづくり担当部長 先ほどご説明したとおり、１７条の結果については報告はし

ておりませんので、今回もそういったご報告はする予定はございません。 

○嶋崎委員長 これまでの間もなかったということで確認していいんだよね。 

 小枝委員。 

○小枝委員 ほかの案件というのは、二番町ですけど、二番町については、事前に報告さ

れていましたよね。その内訳、質疑もしたという記憶がありますね。（発言する者あり）

うん。その上で、この案件は、委員会集約をかけて都市計画案を示してくれと言っている

案件ですからね。それはもう、もう議会は関係ありませんと、区長一本、あとは審議会一

本で行きますと言うんだったら、本当に議会は責任を果たせないですよね。１６条を示さ

ないだけじゃなくて、１７条も示さないで、それ、じゃあ行っちゃうという、そういうご

答弁なんですか。そういうご答弁だとすると、議会は本当に要らないということになっち

ゃうので。説明責任を果たす。丁寧にやる。住民に情報公開をする。その情報公開の場が

この公式の場ですから。それをちゃんとやってもらわないと先へ進めないと思いますよ。 

○嶋崎委員長 ちょっと１６条と１７条のことも含めて、ちょっとちゃんと答弁して。 

○加島まちづくり担当部長 今確認したところ、二番町についても１７条での報告はして
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おりません。１６条のときの報告という形だと思います。外神田一丁目に関しても、もち

ろん１６条に関して報告させていただいて、それから結構期間がかかりましたけど、今こ

ういう状況だといったようなところでございます。 

○嶋崎委員長 はい。 

○小枝委員 おかしいな。 

○嶋崎委員長 ほかにありますか。 

○林委員 今のところで、その１７条のいろんな４,２００件というのは、開示請求の対

象になる。行政文書に当たるんですか。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 行政が所有している文書ですので、開示対象になる

と考えております。実際、今、開示請求のほうも実は頂いてございまして、我々としては、

先ほど申し上げたとおり、都市計画審議会での公平、公正な審議を頂くための資料という

ところで、審議会が終わるまでは非公開に該当するものなのかなと考えているところでご

ざいます。 

○林委員 そうすると、都市計画審議会で、この中にもメンバーの方がおられて、事前に

配付すると。要は公平性の担保が、リリースですよね、手渡すところで。都市計画審議会

のメンバーの方に全員に資料をお渡した時点で開示しても、特に問題はあるのかないのか。

ここは大事なところで、前例とともになんですよ。これ１個やったら、今後も全部、１７

条も意見も含めて、４,２００件のも全部すべからく公開するという形になるのかどうな

のかというのは、内部でやっぱり確認を取った上で、慎重の上にも慎重にやらないといけ

ないと思いますので、そこはどうなっているんですか。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 実際の手続といたしましては、審議会委員へ事前に

１７条意見の要旨というところで取りまとめを送っているというところでございますが、

当然それについては審議会で審議するものでございますので、委員会の委員限りというと

ころでお送りしているというところでございます。 

○林委員 要は情報公開の開示請求があったら、そこは黒塗りでも出す。出さない。要は、

１７条の意見のこの４,２００件を見せてくださいよと情報公開の公開請求があったら、

これは塗って出す資料なんですかね。それとも要約で出せる。どういう位置づけに、関係

になっているのかというところを、委員限りで確認はそれぞれ会議体でするんでしょう。

非公開ですよ、非公開資料ですとか。議会だってそういうのをできないこともないから。

そこは、基準というのかな、どこか１６条と１７条のこの開示の仕方、情報公開の仕方と

いうのは、線引きというのは内部でどういうふうに統制を取られているのか。ないんだっ

たら、ないでいいですよ。今の時点で、過去の例も含めてお答えしていただきたい。 

○加島まちづくり担当部長 都市計画審議会の委員の方へは、あくまでも事前送付という

形で、審議の際の事前に、こういう情報ですということで情報提供させていただくと。実

際に都市計画審議会の日に正式なやつをお渡しするという形なので、若干そこら辺でぶれ

る可能性もなくはないのかなといったところでございます。 

 先ほど４,０００件以上という形の数字を報告させていただきましたけれども、都市計

画審議会に出させていただく資料については、そこの要約とかという形になりますので、

もちろん名前だとかそういったものは出ないという形のものなので、それはその後、都市

計画審議会が終了すれば、素直に公表することは可能だというふうに考えております。一
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方、４,０００件出ている一枚一枚を公表しろというようなところもあるかなと思います

ので、そこに関しましては、個人情報だとかいろんな情報がありますので、そこは黒く塗

ったりだとかをして、都市計画審議会にお出しした資料とまた別の資料を、大本の資料で

すよね、それを要望されるということであれば、それは都市計画審議会が終わった後に、

そういった対応をさせていただくという形になるというふうな認識でございます。 

○林委員 分かりました。４,２００件のそれぞれ個人情報が入っている元のペーパー、

紙なりメールなり、これを出すと、個人情報の保護していない形になってしまいますので、

これはできないだろうと。 

 次、二つあって、一つが都市計画審議会で、今言われた出された資料、これも行政文書

に当たるわけですよね。行政の内部会議体で、審議会でやっている。これは、都市計画審

議会が終わった後、議会には提出しても何ら問題がないと。それ以上もっと細かい、例え

ばさっきの分類別ですとかになってくると、またここは要相談になってくると。そういう

受け止めでよろしいですかね。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 委員ご指摘のとおりかと考えております。 

○林委員 ここから先が、これまでの違いと、この案件ので、一つがこれまで１６条、１

７条と都市計画でいろんな様々な手続をやってきたと思うんですけれども、外神田一丁目

って、すごく、まず普通の素人目に見ると違和感があるのが、万世橋出張所だけくり抜か

れて除外されている、非常にいびつな形の計画ですよね。公共用地と言えば全部含めてや

ったほうが、遥かに効果的、公共性が高まるんだと思うんですけども、出張所だけは聖域

にして外していると。で、清掃事務所と万世会館のところを、それぞれこの都市計画のと

ころにはめ込むと。 

 普通に考えると、出張所も入れて三つでシャッフルしたほうがいいものができそうだな

と思うけど、それはあえてやらない形なわけですよね。となってくると、１７条のところ

のご意見、例えば、計画では川のところを大切にしようねと言っても、実際には葬祭場が

計画されていたりするわけで。すると、川のにぎやかさと葬祭場って、かなりミスマッチ

だなと思う方の意見も出てきているのかもしれない。そういった意見というのを確認しな

がらやっていかないと、幾ら建ててくれますとか貸してくれますと言っていても、千代田

区はお金があるんで、いやいや、もうちょっと何かできないかねという意見の、その１７

条の個別具体的な意見というのは、これは議会側に出てくるんですかね。 

 もっと分かりやすく言うと、万世会館と清掃事務所の事案だけは、都市計画審議会に提

出されたものよりも、もっと詳細な意見のものを出してもらえる。清掃事務所は多分ここ

の所管の委員会なんですが、万世会館は別の委員会になる、お隣になるんでしょうけれど

も、どんな意見が出たのかというのは、都市計画審議会でも、より詳細な意見というのを

あったほうが、よりいい設備のリクエストの項目ができるんではないのかなと思うんです

けども、そこはどうなの。難しいのかな。やっぱり都市計画審議会で出た資料、出された

資料以上のものは情報提供も厳しいんですかね。 

○加島まちづくり担当部長 今、都市計画の決定に向けた手続になっているので、その都

市計画決定の手続に大きな支障になるような意見に関しては、なかなか難しいところもあ

るかなというふうには思います。例えば万世会館はここの地区じゃなくてとか、ほかにと

か、そういった意見は多分我々としてもちょっと受け入れられないといったようなところ
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になるかなと。今の案の中で、今後このような形にしてもらいたい、こういう機能を入れ

てもらいたいだとか、こういったことを工夫してほしいだとかというような意見があれば、

そこら辺は今後の都市計画決定後の話になってくるかなと思いますので、そういったもの

に関しては、反映できるものは積極的に反映をしていくべきだなというふうなのは思って

おりますので。 

 今細かいところ、清掃事務所だとか万世会館に対する、１７条でどんな意見が出てきた

かというのは、我々もちょっと、私も全部把握しているわけではございませんので、その

中で、こういった意見があって、都市計画ではちょっとこうでしたけど、都市計画後に反

映できるのはこういう形だとか、ご意見がありましたよというのは、お示しすることも可

能なのかなというふうには思っていますので、ちょっと参考にさせていただいて、検討さ

せていただければなというふうに思います。 

○林委員 要は、都市計画決定後というと、かなり決定した形になって、何も、場所も含

めて何も住民がもう意見が言えなくなってしまっている。最後の機会が１７条だったのか

もしれないんで、ここの詳細をどんなもんなのかなというのを知りたいというのは、多分

悪くない話だと思うんですよ。委員会に提出するということは、これ、ネットで公開する

んで住民にも公開することになるんで、別に行政の方にとっても、苦しい、なぜ隠すんだ

という疑いの疑念の目で見られることも減るんで。一つは都市計画審議会の資料送付の後

で、ぜひ出てきたほうが、より公平性で透明性の高い形の、開かれた議会と口だけで言っ

ているんじゃなくて、そういう実働のところが大切だと思うのと。 

 もう一つが、やっぱり区民が使う施設が再開発の中に入るというのは、繰り返しなので、

出張所だけそこは出しているんですよね。普通、葬祭場だけ出して、出張所と何とかとか

というんだったら、ああなるほどねとなるかもしれないけど、出張所だけあえて外に出し

て、エリアから出しているんで、ますます違和感がないような形で、これが妥当性がある

んだよという形だったら、やっぱりある程度の意見のものも、本当にこの場所で適切なの

かどうか、外神田でいいのか悪いのかというご意見もあるのかどうか分からないんで、妥

当性があって、そうだよねと。葬祭場というのはあの外神田一丁目のところに必然性があ

るんだよねという形のものを、確認できるだけの材料提供をしてもらいたいんですよね、

判断材料を。伝わりますかね、それって。 

 やっぱり出張所だけ外している、ここまで相当違和感が出てくると思うんですよ。なぜ

中にというのと、分離になっちゃうわけですよね。片方は大きなビルの中で、片方は川っ

縁になってしまうんで。ここのところの整合性が、しっかりと、そうだよねという確認を

取れるような意見だったよという情報提供ができるのかどうかなんですよ。 

○加島まちづくり担当部長 先ほど申し上げたように、都市計画審議会の前になかなか情

報提供は難しいといったようなのは、先ほど答弁させていただいたとおりです。その後、

都市計画審議会後に、こういう意見があって、こういったところは受け入れられるだとか、

ここはこうです、今言った出張所に関しての考え方だとか、そういったものも含めた意見

というか確認だとか、そういったものは、審議会後であれば、我々はそれは可能なのかな

というふうな認識でございます。 

○林委員 二つ。 

○嶋崎委員長 はい。いいですか。 
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○林委員 二つ。都計審と別のものもと、何度も聞いているんだけど。都計審とは別資料

の、公共施設の万世会館と清掃事務所だけは集約した形でできるんですかと。 

○加島まちづくり担当部長 すみません。都計審で提出した資料とは別に、１７条の意見

で、清掃事務所だとか万世会館での意見がこういったものが出たといったところに関して

は、どのぐらい出ているかというのはちょっとありますので、ちょっと検討させていただ

きたいんですけども、お出ししてご議論いただくというのは可能なのかなというふうに思

っております。 

○嶋崎委員長 はい。ほかにありますか。 

○小枝委員 ただいまの清掃事務所と万世会館、葬祭場が都市計画事項なのかどうかとい

うことは、ずっと議論がありますね。行政のほうは、区民への紙での説明では、これは都

市計画じゃありませんというふうに言っています。でも実際、都市計画図書、これを見れ

ば、都市計画の中に書いています。非常に矛盾があるんですね。都市計画事項でないなら、

まさしく区議会事項なんですよ。区議会事項でありながら、その情報について何ら頂けな

いまま、外枠だけ固定してしまうということになると、これは都市計画だからこそ都市計

画案を議会と議論させてほしい。もちろん委員の中で考え方は異なるかもしれない。この

行政の考えていることが全くマッチしていると思っている方もいるでしょう。でも、いや、

もっとこうしたほうがいいと思っている人もいます。 

 我々としては、我々としては受けられないと、さっきそういう言葉をお使いになったん

だけれども、それは行政の我々であって、議会は別なんですよ。だから議会は、区民の声

を聞いて、この清掃事務所と葬祭場についてどうするかということを、１６条の案の段階

でしっかりと示してくださいよという集約になっているわけ。でもそこが過ぎてしまって

いる。それについて、１７条をもう一回やれというふうには今は言えないんでしょうから、

１７条においてしっかりと議会に示した中で、示して議論をしてから、都市計画審議会に

かけていくということができないのか。 

 そして、これは委員長への質問ですけれども、請願者とやり取りする中に、そういうご

意見があったかなかったか。そこもちょっと答えていただきたい。 

○嶋崎委員長 じゃあ、ちょっと休憩します。 

午後０時０６分休憩 

午後０時０８分再開 

○嶋崎委員長 それでは、委員会を再開いたします。 

 まず、じゃあ、理事者に対しての答弁は下さい。 

 それから、私に対して、さっき質問とおっしゃったんだけれども、委員会なんで、質問

ではなくて、ちょっと言い方を変えていただいて、もう一度ご発言を頂ければ、私のほう

から発言ができることはいたします。 

 まずは、答弁からお願いします。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 １７条の意見書の概要につきましては、議会に提出

をというご質問でございますけども、先ほど申し上げたとおり、今後、都市計画審議会の

ちょっと審議で公平性を阻害するおそれがございますので、ちょっとご提示することは難

しいというところでございます。 

 それとあと、今、委員のほうからご意見がございました、区有施設のことが都市計画の
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事項というところで、先ほど申し上げたとおり、これについては整備するというところを

決めているもののみにすぎません。今後の使い勝手ですとか機能性ですとか、そういった

ところにつきましては、当然決定後に、建物設計に着手段階で、そういったことを初めて

検討できるということになりますので、そういったことにつきましては当然議会のほうに

も情報提供して、ご議論いただくものなのかなと考えてございます。 

○嶋崎委員長 はい。ということです。 

 小枝委員。 

○小枝委員 今の答弁については、ちょっと今ここでやり取りいたしませんが、納得はし

ませんけど、やり取りはちょっとしません。 

 委員長のほうにと言ったのは、前回の委員会で、請願者の皆様の意見を聞いてきていた

だくという段取りになっておりましたから、その内容の中で、そうした１６条、今のが、

提案時点では、５月１９日の時点では、まだ１７条に入る前でしたけれども、委員会段取

り、様々な点、今を現に終わってしまっているという状況にあって、１７条の中で、先ほ

どの公共施設を含めたやり取りについて、１６条ではできなかったことを１７条の現段階

で委員会としてしっかりと確認をして、区民代表の議会として確認をして、都市計画のほ

うに進んでほしいという意見があったかなかったかということについて、確認をしていた

だきたい。 

 この点で、行ったり来たりするといけないので、もう一点あります。あと、そういった

意見があったかなかったか。もう一点は、直接新しい議会で意見を聞いていただきたいと

いう意見があったかなかったか。この２点について、あったかなかったかということにつ

いてご確認を頂きたいと思います。 

○嶋崎委員長 はい。具体的な場所の指定をされて、例えば葬祭場とか、それから清掃事

務所とかというところの名称ではなくて、全体的なところの部分で言えば、そういうとこ

ろも含まれたお話をされたのかなというふうな仄聞はします。 

 それから、新しい委員さんというか、議会に対しての直接の話ができればみたいな話は、

これもなかったわけじゃないというふうにも認識をいたしております。 

 以上です。 

○小枝委員 はい、分かりました。 

○嶋崎委員長 ほかにありますか。なければ、これで一応質疑は終了させていただいてよ

ろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 はい。では、この請願に関しての質疑を終了します。 

 暫時休憩します。 

午後０時１２分休憩 

午後２時５９分再開 

○嶋崎委員長 委員会を再開いたします。大変お時間を取らせまして、申し訳ございませ

ん。 

 冒頭、小川事務局長でございますけども、企画総務委員長と調整して、議長に申し入れ

まして、本日は環境まちづくり委員会の事務に事務局長として従事いたしておりますので、

ご了解いただきたいと存じます。 
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 質疑は先ほどもう終了させていただきましたが、先般、冒頭にもお話ししましたけども、

正副委員長のほうで請願者の方とご面会をいたし――ごめん。ごめんごめん。失礼しまし

た。まず先に、部長から答弁修正。失礼。 

○加島まちづくり担当部長 すみません。お時間を頂き、申し訳ございません。午前中の

私の答弁、一つ間違いがございました。はやお委員からのご質問の中で、都市計画法の１

６条２項の手続の関係でございます抵当権者の関係です。１６条２項に関しましては、ま

ずは告示をするということで、そこへ全体に周知をさせていただくと。それが基本になっ

ております。区の地区計画の案の作成手順に関する条例、そちらにもそういった形でうた

われております。そういったことを踏まえた上で、やはり土地の所有者の方、建物所有者

の方々にお知らせする意味で、その方々にご案内だとかを送らせていただいているという

形でございます。全庁的に調べた結果、抵当権者の方にそれをお知らせしているという事

実はございませんでしたので、そこに関しましては訂正をさせていただきたいと。ただ、

権限はございますので、意見が出てきた場合には、それは、意見は踏まえるという形にな

っているというものでございます。大変申し訳ございませんでした。 

○嶋崎委員長 はい。 

 はやお委員。 

○はやお委員 私が心配しているのは、手続・手順の質問をずっとしていたわけです。そ

して、先ほどの１０条の４ということで、このところについての、もしくは抵当権者を有

する者というところの意見も聞いてこなくちゃいけないということで、ここで一番心配な

のは、やはりしていませんでしたといったときに、この手続に瑕疵が生じるんではないか

という心配なんです。それをちゃんと法規のほうだとか何かの確認を取ったのか。もし、

今、答弁が二転三転しているわけですよ。まず最初に、抵当権者については確認しており

ません。その次には、千幾つ、１,１２１件についてはしました。中身についての内訳は

分かりません。そしたら、やっぱりしていませんでしたと。一体どっちなんだという話に

なっちゃうんで、この辺のところ、一番大切な手順・手続がきちっとされている中に、や

はり区民の人たちは安心感、確からしさを感じるので、ここのところはどういうふうに確

認していて、このところについては１０条の４ということについて瑕疵があるのかないの

か。その辺含めて、裁量権があるのかどうなのかを含めてお答えいただきたい。 

○加島まちづくり担当部長 大変申し訳ございませんでした。手続に関して瑕疵はないと

いうような状況でございます。先ほども申し上げたとおり、地区計画の案の作成に関する

条例がございます。その中に、公告し、当該地区計画等の素案を当該公告日から２週間、

公衆の縦覧に供しなければならないという形になっております。それを踏まえまして、説

明会にあるときはというような形で書いてありますので、そういった意味で、今まで、こ

の外一だけではありませんけれども、そのほかの地区計画、いろいろ地区でやっておりま

すけれども、その中の地区計画を定めてきたというところで、特に法律的な瑕疵はないと

いうような状況でございます。 

○はやお委員 最後。繰り返しにはなるんです。ただ、私はこの法解釈が、何度も言うわ

けだけど、地区計画等の案を作成するに当たっての意見を求めるものと書いてあるわけで

すよ。ここは確認しておかなくてはいけないということなんですけれども、そうすると、

今までもこの法令、この法令に従うということからしたときに、瑕疵がないというのが、
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これが裁量権の中なのか。普通に素人が見ると、これはやらなくちゃいけないと思うのが、

文面からするとなるわけですよ。いいというのは、そういう実例でそういうふうになって

いるのかどうなのかが分からない。それをきちっと、そしたら前も遡って瑕疵があったん

じゃねえかという話になるから。ここのところをもう一度、もう一度正確にお答えいただ

きたいと思います。 

○加島まちづくり担当部長 地区計画の素案ですね、素案に関する掲示方法に関しては、

公告をすると。それが大基本です。 

○はやお委員 それだけはやると。 

○加島まちづくり担当部長 はい。それをやっていれば、手続的には瑕疵はないといった

ようなところでございます。 

○嶋崎委員長 はい。よろしいですね。 

 ちょっと戻らせていただきます。冒頭、正副委員長で、この外一の請願者の皆さんと―

―代表者ですね、と委員会で確認を取って、面談をしてまいりました。それで、そのとき

には書記さんもお連れして、間違いのないようにテープ起こしをして、それを資料にさせ

ていただきました。改めて皆さんのお手元に参考の資料としてご配付をしてございます。

この後の取扱いのときにお使いを頂きたいというふうに思いますので、ご了承を頂きたい

と存じます。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 はい。それでは、皆さんからこのご意見を頂いたと思うんですけれども、

本件の請願の取扱いについて、いかがいたしましょう。ご意見があればお聞かせを頂きた

いと思います。 

○岩田委員 この公聴会で公述された内容を都市計画案に反映すると。そのときの都市計

画案の事前説明もなし。また、手順・手続に瑕疵がないとは言いながらも、とても丁寧に

やっていると思いませんので、これは継続するべきではないかなと私は思います。 

○嶋崎委員長 継続。はい。 

 ほかにありますか。 

○小枝委員 ただいまの、これはお配りされた資料ということになるんですかね。面談の

資料。 

○嶋崎委員長 参考にしてください。 

○小枝委員 参考に。参考として配付された資料の中にも、複数、趣旨採択を求めるとい

うことが書かれています。また、請願の意図を新しい委員に直接伝える機会があればさら

にうれしいとも書かれています。この１６条で大きくつまずいたこの案件ですので、１７

条というのは、この判断をするに当たっては非常に重要な局面というふうに思っておりま

す。今回において趣旨採択というようなことができればとは思いますが、この本定例議会

の中での手順・手続のところが、もう、いま一つ整理しなければならないところもあると

思いますので、継続ということでお願いをしたいというふうに。 

○嶋崎委員長 趣旨採択ではなくては、継続。 

○小枝委員 はい。 

○嶋崎委員長 はい。 

 桜井委員。 
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○桜井委員 この請願では、公述意見及び公述申出意見を区の都市計画案の作成に反映す

るようにお願いしますと、そういう記述から始まっております。前段部分では、公聴会に

おける意見が適切に反映されるようにお願いしますとの記載がなされているわけでござい

ますけども、今日も質疑の中での答弁で、区の説明で、意見の趣旨を反映しているもの、

意見が都市計画の内容でないので反映できないもの、そして、都市計画の意見ではあるが

反映はしないものとの、その区分けをきちっとされて説明をされてきたという報告がござ

いました。公聴会の意見への対応ですとか反映は既にもう行われておりまして、都市計画

を進めていく上で、執行機関の権限として、都市計画図書を作成したいという解釈になる

んではないかと。この一方、反映については都市計画審議会の専門家の知見を得ることも、

青山先生の話の中にもこれは出てきております。これは速やかに都市計画審議会で判断を

していただくということが、これは最も重要なことだと私は思っておりまして、この請願

についての採択、不採択について判断をしていただく必要がある。それが最もふさわしい

とそのように思っております。 

○嶋崎委員長 はい。 

 ほかにありますか。 

○岩佐委員 本請願がもうそもそも急施で上げたという事情でスタートしていて、請願の

審査開始から既にこの１７条の手続に入ってしまったという、ちょっと今回が特殊な事案

だと思います。ただ、この審査の中で、請願の中に書いてある、やはりこの反映されてい

る公聴会で公述した内容が反映されたか、どのような反映をされなかったものか、そうい

ったこともいろいろとご報告いただいて、明らかにはなってきているんだと思います。そ

の上で、先ほど正副の委員長の方たちが聞いてきてくださったということもご報告いただ

きましたけれども、急施として上げられたということ、それから１７条の手続は既に終わ

っていて都計審が入るという中で、またこの一つの流れの中で、正副の委員長に聞いてい

ただいた中で、今後の再開発の事業を通してでの意見もいろいろと書いてあるものですか

ら、その中でまたしっかりと意見を大きく反映していく機会があるものと思います。急施

で上げた以上は、一度はしっかりと、この請願という性質上、結論を出すべきだと思って

おります。 

○嶋崎委員長 はい。ほかにありますか。いいですか。 

 それでは、この本件について、まず継続のご意見もありましたので、一つ一つ採決をし

ていきますけど、よろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 はい。それでは、請願５－１、外神田一丁目計画の委員会集約の遵守を求

める請願について、継続すべきという意見の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○嶋崎委員長 はい。林委員、はやお委員、小枝委員、岩田委員が賛成でありますから、

賛成多数ということで、本件は継続という判断をさせていただくことになりました。よろ

しゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 はい。休憩します。 

午後３時１２分休憩 
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午後３時１３分再開 

○嶋崎委員長 委員会を再開します。 

 以上で請願審査を終了します。 

 次に、日程２、陳情審査に入ります。最初に、外神田一丁目南部地区のまちづくりにつ

いて、送付５－１４、１５、１６、２７から３０の７件を、一括して審査いたします。 

 陳情書の朗読は省略させていただいてよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 はい。執行機関から情報提供がありましたら、頂きたいと思います。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 それでは、外神田一丁目南部地区のまちづくりに関

する陳情につきまして、区の見解をご説明いたします。環境まちづくり資料、参考資料１

をご覧ください。この資料に基づきましてご説明いたします。 

 初めに、送付５－１４、外神田一丁目再開発のエリア内の区有施設の情報共有に関する

陳情です。 

○嶋崎委員長 いいよ。ちょっと待って。すみません、傍聴者の方、ちょっと静かにして

いただけますか。聞こえないんで、申し訳ないです。よろしくお願いします。ご協力くだ

さい。 

 どうぞ。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 はい。１７条手続に入る前に情報共有することの陳

情ですが、区は１７条手続に既に入っております。陳情内、個別建替えができないとの前

提に関する情報、これにつきましては、令和３年７月３０日の環境・まちづくり特別委員

会で報告しております。また、令和３年６月１５日に、前特別委員会で定めた１７条手続

きに入るための条件の５番目の項目でございます、委員会設定した条件等を踏まえた上で、

前委員会の中で集約されたところと認識してございます。そしてもう一つの、再開発後の

区有施設の維持管理等に関する情報につきましては、６月１２日の委員会の請願審査のな

かで、建物の詳細な情報については、都市計画決定後に把握できるものである旨を情報提

供しております。 

 次に送付５－１５、外神田一丁目再開発に関する委員会開催を求める陳情です。６月７

日、６月１２日に当委員会が開催され、外神田一丁目のまちづくりに関して請願審査がな

されております。 

 次に送付５－１６、外神田一丁目南部地区の都市計画案、再開発事業は公聴会の意見を

遵守することを求める陳情です。このことにつきましては、６月７日、６月１２日の当委

員会の請願審査の中で、公聴会の意見に対する区の考え方について情報提供をしておりま

す。 

 次に送付５－２７、外神田一丁目南部地区再開発について丁寧な手続きを求める陳情で

す。「事業の見通しが立っていない状況で都市計画決定することはやめて」、これにつき

ましては、前特別委員会の中でも議論がされ、そのようなことも含めて集約がなされたと

ころでございます。「行政が形式的な手続きで、委員会への丁寧な説明、議論もなく、次

の都市計画審議会へ諮問するようなことがないようお願いする」については、委員会集約

で指摘された都市計画審議会等の専門的な知見を得るために、現在手続きを進めておると

ころでございます。 
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 次に送付５－２８、千代田区都市計画マスタープランとの整合性の確認を求める陳情で

す。当該地周辺は、高度機能創造・連携地点のＣ１秋葉原駅周辺に位置づけられており、

電気街、サブカルチャー等、まちの進化の過程で醸成される独自の文化を世界に発信、交

流のための機能や空間を充実させていくことが求められています。さらに、当該地区周辺

は、戦略的先導地域の位置づけもなされており、まちの課題、内外の環境変化を踏まえて、

拠点性の向上や周辺環境との調和など、次世代の都心生活を豊かにする魅力、価値を創造

するまちづくりをけん引していく地域となっており、本都市計画案は都市計画マスタープ

ランと整合するものと考えております。 

 次に送付５－２９、都市計画法１７条手続きに対する意見の速報を求める陳情です。１

７条の意見書につきましては、委員会に賛否の数など速報を示すことの陳情ですが、意見

書については、都市計画審議会の審議を行うための資料であり、事前にその内容を公表す

ることは審議会での公平な審議を阻害する恐れがあり、慎重な対応が求められると考えて

います。 

 送付５－３０、千代田清掃事務所及び千代田万世会館の機能更新等に関する陳情です。

連合審査会等の設置を求める陳情であり、区としての意見は特段ございませんが、我々と

しては、区有施設の建て替えに関する公共性、公益性については、前委員会の中で議論さ

れ集約されたものと認識しております。 

 資料のご説明は以上でございます。 

○嶋崎委員長 はい。資料の説明を頂きました。それぞれの皆さんからご意見を頂きたい

と思いますけれども、できるだけあまり広げないでやり取りをさせていただきたいと思い

ます。一つ一つできればやっていきたいかなとも思いますので。順番はどうでも構いませ

ん。まずはご発言を頂いたところから、そこに関連があるのかないのか含めて、整理しな

がらさせていただきたいと思いますのと、前委員会の中でもかなり集約をかけて、陳情者

の皆さんにもお戻しをしてございます。そこも踏まえた形でやり取りをしていただきたい

と存じます。よろしくお願いいたします。 

 どうぞ。岩田委員。 

○岩田委員 すみません。午前中のところで、請願のところなのにもかかわらず中身に入

っちゃったので、そこで、それは中身だから違うよと言われたところで、そこをちょっと

質問しますが、意見書の内容で、区有施設を再開発事業に含むことの公共性について、区

民と共有ができたと言えるのかが問われているので、区の認識を問いますというところで、

一応区は説明していますというようなご答弁があったと思うんですけど、説明じゃなくて、

それを共有できたのかということです、私の質問は。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 繰り返しになってしまうんですけど、本事業におけ

る公共性、公益性につきましては、我々としてはこの事業の公共性、公益性でございます

けども、貴重な都市資源である川を生かしたまち並みを形成するですとか、良好な水辺空

間である親水広場ですとか、川沿いの歩行者動線の整備、また万世会館ですとか清掃事務

所といった区有施設についても機能拡充を目指していくこと。これら、地域全体のまちづ

くりとして、これが実現すること、これが公共性と考えたところでございます。 

 これまでも、こうした公共性、公益性につきましては、例えば基本構想の策定時ですと

か権利者説明会ですとか、当然議会のほうにも特別委員会を通じて再三ご説明していると
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ころでございまして、我々としては、こうした公共性があることで、この事業を進めてい

きたいというところでご説明しているところでございますが、それがご理解いただけたか

というところでございますけども、当然それについては様々な意見があると思っておりま

すが、我々としてはそういった説明を再三してきたというような認識でございます。 

○岩田委員 繰り返しのところなんで、そこはあんまり言いませんけども、区が一方的に

説明しているじゃなくて、ちゃんと共有ができているかということなんですからね、そこ。

でも、一応一方的には説明している。でも、一方的に説明しているというのは、十分じゃ

ないということだと思うんですよ。で、都市計画決定ありきじゃなくて、区民ともっと共

有を図る努力をするべきなんじゃないかという質問をさせていただきます。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 共有という意味でございますけども、我々、外神田

のまちづくりにつきましては、１６条の後に一旦立ち止まりまして、議会で様々なご議論

いただきながら、また公聴会を例えば開催したりですとか、区民向けの説明を開催したり

ですとか、これまで何度も区民と向かい合って対話を進めてきたと考えてございます。そ

の中で、ご意見として、例えば秋葉原らしくないというご意見ですとか、建物のボリュー

ムに関するご意見ですとか、建物の共同化に関するご意見、再開発事業の同意率に関する

ご意見、そんなようなことがいろいろ出されて、区の考え方をお示ししてきたというとこ

ろでございます。このような状況でございますけども、例えば、今回の陳情におきまして

も、これまでご説明した内容と同じ内容のご質問を再度提出されてございます。これにつ

きましては、当然、区民の方のご意見ということで、我々としても、重く受け止めている

ところでございますけども、今後、それについて、その是非を判断するような、今、時期

で、そういった意味で、我々、都市計画審議会でご判断いただくという手続を進めている

ところでございますので、この事業をやるか、やらないかというところも判断する時期に

なってきているのかなということで、認識しているところでございます。 

○嶋崎委員長 はい。 

 ほかにありますか。 

○小枝委員 ただいまの点で、まず、関連をいたしますと、この公共施設の組合せの在り

方についても、どうあったらいいのか、川沿いの、今、出張所を建て替えるときにも、こ

ちらに早く万世会館のようなものを造れば早いじゃないかとか、いろんな意見があったわ

けです。区は、この外神田一丁目の計画については、全く、ほかの、今日も出てくるほか

の案件では、区民の声を聞いて、区民がそれじゃ困ったよというのは、ちょっと区民の案

を少し変えたりとか、そういう調整しているんだけれども、この外神田一丁目に関しては、

全く事業者が出してきた提案、そのまま全く変えていないんですよ。その調整をしようと

いう気がないんですよ。だから、我々が決めたものに従えというのは、対話でもなければ、

参画でもなくて、聞いたことにならないんじゃないんですか。 

 分かりますか。区民の意見というのは、意外と生活に根差しているので、説得力があっ

たりするんですよ。本当にホテルと合築でいいんですかとか、もっと違うやり方があるん

じゃないんですかとか、ゾーンを変えたほうがいいんじゃないですかとか、そういうこと

を聞きながら調整するのが総合調整者の役割、まさに、委員会集約で集約をしたとおりな

んですよ。聞いて、振り返って、調整する、置き換えてみる、そういう作業を誰がどこで

やっているんですか、もしくは、やっていないんですか。 
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○大木神田地域まちづくり担当課長 今回の区有施設に関しましては、清掃事務所ですと

か、あとは葬祭場というところで、なかなかほかの地域に移転することが難しいというよ

うな中で、条件としても、例えば、清掃事務所については、平置きの駐車場が一定程度必

要になると。非常に厳しい条件の中で、どうやって入るかというところを決めているとこ

ろでございます。その中で、なかなか、もう、それについては、この条件でないと入りま

せんよというところなどもございまして、動かしづらいというところもあるというところ

を、我々としても、これまでも区民の方に丁寧に説明してきていると考えているところで

ございますが、ただ、建物の詳細につきましては、例えば、先ほど林委員からも葬祭場と

ホテルを合築することについてのちょっと心配というところもご意見ございました。そう

いった建物を、今後、どういったしつらえをしていくかというのは、設計で当然決まって

きますので、そこについて、当然、今後、区民の方も含めて、どうしていくかということ

については話し合っていきたいと考えているところでございます。 

○小枝委員 今の答弁をそのまま聞くと、建物の組合せ等については、まだこれから動く

こともあるけれども、区としては、まだ決まっていないけれども、都市計画だけは先行さ

せてもらいたいと、そういう考え方ですね。確認です。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 認識といたしましては、建物については、当然、こ

ういう形、鳥籠という、昔、表現していましたけど、そういった形で決めていきたいとい

う中で、その中で、どういうふうに機能配置していくかというのは、これから事業者と共

に事業計画をつくって、権変計画をつくってという形の中で定まってくるのかなという認

識でございます。 

○嶋崎委員長 はい。 

○岩田委員 関連。 

○嶋崎委員長 岩田委員。 

○岩田委員 これ、先ほどの答弁の中でもありましたけども、葬祭場、しめやかに行われ

る葬祭場、そして、にぎわいを求めるホテル、どっちがどっちなのという話で、やっぱり

それを委員の皆さんもちょっと考えているわけじゃないですか。おかしいよ、それって。

どっちなのよって。それを、今、何、これからやっていって、考えていきます。それ、考

えて、どうにかなるもんなんですか。片方しめやかで、片方にぎやかでって。考えるだけ

で、それが両立できるもんなんですか、それって。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 それにつきましては、今後の設計の中で、例えば、

機能区分をどういうふうに、入り口をどうしていくですとか、財産区分、壁については、

どういう形で設けて、なるべく目線が合わないようにするですとか、そういった工夫で実

現できるんじゃないかなということは考えてございます。 

○岩田委員 じゃあ、それは、清掃事務所も含めて、例えば、臭いであったり、見た目で

あったりとか、そういうのも、全部考えて解決できるということなんですか。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 ご指摘のとおり、それも、清掃事務所のことにつき

ましても、同様に建物計画の中で考えていくものと認識してございます。 

○嶋崎委員長 はい。 

 ほかに。 

○小枝委員 はい。 
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○嶋崎委員長 関連か、小枝さん。 

○小枝委員 関連。今の関連。 

○嶋崎委員長 関連。 

 小枝委員。 

○小枝委員 非常に分かりにくいのは、この土地にこの建物を建てる。よく模型を作って、

５００分の１で模型を作って、それで、こうした２２メーターの道路のところに、２メー

ターセットバックしたところ、２７０メートルの壁が建つような建物であるとか、小さな

人間になったつもりで、こういうふうに動線を歩いてみるであるとか、そういうことを積

み上げながら、本当にこれが生きたまちとして、区民の暮らしがよくなるものかどうかと

いうことをリアルに考えながら物事を進めていかないと、全く机上の線だけを見ても、分

からない。分かろうとする者は一生懸命分かろうとするけれども、行政は、具体に、そう

いうものを見たり、考えたり、作ったり、それを示しながら、自分も感じ、相手にもどう

ですか、そういうふうなことを、作業をしないから、分からないんじゃない。 

 全く言っている話が紋切り型で、全然、言葉が、中身が伝わってこないんですよ。葬祭

場の動線がどっちから入ったらいいんじゃないかとか、千代田区がまちづくりを本気でわ

くわくするまちづくりを考えているんだったら、そういうわくわくする模型を作ってくれ

りゃいいじゃないですか。そういうことは、一切考えていないんですか。そうやって見え

る化して、一緒に考えていったときに、駄目なものは駄目、いいものはこうしたらいい、

そういうふうなことを考えたことはないんですか。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 今、小枝委員おっしゃられたこと、我々もちょっと

理解するところがございまして、ただ、それが都市計画の前なのか、後なのかというとこ

ろでございますけど、我々としては、都市計画の後に、やっぱり建築計画を具体的につく

る段階で、そうしたことをやっていきたいと考えているところでございます。まち並みを

つくる具体的なものとしては、当然、例えば、ビル下の、ビルの足元全体の視線の通し方

ですとか、建物のアプローチの通りですとか、通り抜けの手法ですとか、広場ですとか、

ロビーですとか、店舗の配置ですとか、緑や公園、こうしたものの配置、そういったもの

は考えられるものでございますが、こうしたことを工夫することで、この地域の特色を捉

えたまちづくりをどういうふうに進めていくかというところにつきましては、今後、建物

を検討していく段階で、当然、区民の方も含めて、幅広い議論をしていくものと考えてい

るところでございます。 

○小枝委員 これについては、意見だけど。 

 それは、都市計画を決めた後でつくろうというのは、それは間違いですよね。それでは、

どんなに不快な高さや容積や組合せや不都合なものであったとしても、もう戻れないじゃ

ないですか。戻れる、みんなでわくわくするまちづくりというんだったら、ちゃんと積み

木じゃないけど、ここに木があって、ここに２２メーター道路があって、僅か、セットバ

ックはこのぐらいで、こういうふうになりますということが分からなかったら、鳥籠を作

っちゃった後に、あと、何ができるんですか。線一つ変えられないですよ。駄目だったら、

箱を作ってみて、シミュレーションしたものを作ってみて、駄目だったら、もう一回、リ

セットしてやるというなら、その答弁でいいですよ。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 小枝委員おっしゃるようなデメリット面というのも、
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当然、我々としても踏まえてはいるんですけども、先ほど申し上げたような公共性、公益

性、例えば、オープンスペースをつくるということについては、我々としては、この地域

にとって非常に大きなことだと思っております。そういったものをつくる手法というのが、

やはり再開発事業というところが最も今適しているものなのかなというところで、都市計

画の手続を進めていきたい。そういったまちづくりとしていかがですかということを都市

計画審議会で諮っていきたいというところでございますので、当然、そういったデメリッ

ト面を踏まえても、こうしたまちづくりを進めていくべきだと、我々としては判断したも

のでございます。 

○小枝委員 全然リアルじゃない。 

○嶋崎委員長 はい。 

 ほかにありますか。 

○はやお委員 これは鶏が先か、卵が先かの話なんですね。都市計画が決まる。それがあ

る程度進行しなければ、詳細も決められないのもよく分かります。でも、創意性とか、同

時性とか、パラレルにやるというところだと思います。というのは何かというと、こうい

う箱物、特に公共性のもの、例えば、今回、万世会館については、どんな建物をある程度

建てたいのかという整理、これ、所管じゃないから言いませんよ。でも、今、あんまり万

世会館も使われていないという状況の中で、例えば、どういうふうにやるのかというもの

が常に横にらみをしながら、開発というのも進めるのが普通なんですよ。で、何をそこの

ところでお伝えしたいかというと、例えば、この街区のところでこうやりますよといった

ときに、やはり万世会館については大きさではなくて、ずっと、やっぱり、あり続けたい

ということだったら、移転建て替えを、街区のこの部分で、先に既存のものは使っていた

んだけれども、今度はこっちに移して、たゆまず万世会館を使えるようにしますよとか、

それが初めて公共性のメリットになるわけです。 

 つまり、何かというと、どういう施設を造るかということも、ある程度やっていなけれ

ば、できないはずなんですよ。だから、そういうふうなことが地域貢献につながるわけで

す。それは何かといったら、継続的に、永続的に、例えば、万世会館をできる、じゃあ、

どんな大きさにするかというのを決めていなきゃ、できないじゃないですか。そのために

街区が大きくあるんであれば、移転を建て替えするその中でやるから、切れ目なくできる

とか、そういう検討というのがあるはずなんですよ。それをしているかどうか、お答えい

ただきたい。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 委員ご指摘のとおり、その事業に合わせて、千代田

区全体での区有施設の機能適正が図れるという、こうしたことが望ましいと我々としても

考えてございますけども、ただ、一方、そういった区の事情で事業スケジュールに影響を

与えているというのも、それもまたいかがかというところもございまして、まちづくり担

当といたしましては、当然、現有の機能を維持して、その使い勝手をよくするという観点

から、事業者と調整を行っているものでございます。今後、当然、また設計を行いまして、

当然、権変計画を決めていくんですけども、その中で、例えばですけど、増し床という話

もございます。所管部と当然調整いたしまして、機能の在り方というものについて、その

設計段階の中で対応できるものは対応していきたいという形で考えているところでござい

ます。 
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○はやお委員 あなたはどちらの味方なんですかと言いたくなっちゃうんです。というの

は、僕は、事業は大切です。それをやってくる人たちも、やっぱりビジネスにならなかっ

たら駄目なんですよ。そして、また、とはいいながら、我々は苦渋の選択をしていくわけ

です。千代田区民にとって、どういうふうに公共施設があるべきか。その中にぎりぎりの

選択をしていくんですよ。そういう中であったとき、今、開発ありきの話に聞こえたんで

すね。だから、そのところについては、答弁を修正していただかないと、そうではない。

何かといったらば、ぎりぎりのダイナミックなぐらい、ぎりぎりの判断をしていくといっ

たときに、悩んでいるのかということなんですよ、これだけのことをやるために。という

ことになると、ある程度の万世会館のことというのは、それは、細かいことは決まらない

までも、ある程度、粗筋ができていなかったら、この街区を設定していく、当然のごとく、

簡単に言えば、広場があるからこそ、容積がこれだけボーナスがあって、そうしたら高く

なるに決まっているんですよ。その理論なんですよ。だけども、それをどうやって使って

いくかといったときには、大きいグランドデザインがありながら、その中に、千代田区と

して、メリットがあるようにしていかなくちゃいけないわけです。 

 で、ここの難しい施設、何度も言った、失礼な言い方だけれども、ここの施設が普通の

事務所だけだったらいいんですよ。そうじゃない施設だから、慎重にも慎重にやっていか

なくちゃいけない。そして、５０年後、１００年後になったときに、どれだけ自由度を持

って、建て替えだとか、大規模修繕ができるかということを言っていたわけですよ。その

ときに、一応、加島部長の答弁は協定書を作ると。でも、そのところは紙切れの話なんで

すよね。どういうふうにやって、本当にそのところが実務的にこういうふうに変えられる

といったところに話ができるのかということなんですよ。相手も事業者です。それでいて、

こっちの都合がどこまで反映できるかという話を、どこまで真剣に詰めているかというこ

となんで。決まっちゃってからだったら、それは簡単ですよ。もういただきとなっちゃう

んですから。本来であれば、私は、零細企業のいつも息子だと言いますけれども、永続的

に使うんだったら、シンプルな所有権であるというのが一番簡単なんですよ。何かあった

ら自由に建て替えができるから。特に行政というのは、５０年、１００年のスパンで物事

を考えなくちゃいけないんだから、そうしたときに、本当に共同化するのはいいのだろう

か。悩みに悩んで、共同化してもらいたいわけです。 

 だからこそ、複合施設についての考え方がどう整理されているのか、公共施設の。それ

だって、プライベートスペースになってくる、つまり、住宅が入ってくると難しいとまで、

自分たちでも整理をしているわけです。だから、そこのところを、いま一度、どういうふ

うにやっていくのか。この公共施設の自由度がなくなる、そして、また、ここについては、

横にらみしながら、どうやってやっていくと。否定しているわけじゃないんですよ。こう

いうふうにやってやるからこそということで、安心してくださいということを、今の説明

じゃ全く分からない。お答えいただきたい。 

○加島まちづくり担当部長 今、いろいろとご意見を頂きました。前回ですか、一番最初

の６月７日のときに、外神田一丁目の資料を出させていただきました。その中で、我々、

その再開発の中で、区有施設をやる必要があるのかというところだと思うんですね、今、

言われたところは。区分でちゃんと単独で持てよと、そのほうがということで。そうする

と、この地域では、この資料にも、今、持っていらっしゃらないかもしれませんけど、区
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の土地というのはほとんどないので、再開発の中で、やっぱり創出して、建物の機能更新

をしないと、ここは成り立たないという判断を区のほうでしたというのが事実です。 

 そういった意味で、それは、区だけではなくて、ここ全体を市街地再開発事業の中で、

まちづくりの将来像を描いて、そういったまちにしていきましょうと。その中に、区有施

設もあるというところで、再開発を含めて、整備をしていきましょうといったものが、こ

の外神田一丁目の基本なベースなのかなというふうに思っています。 

 それを外した市街地再開発事業だとか、再開発等促進区を定める地区計画を外した形の

機能更新、区の機能更新というのは、今の区の土地だけではもう必ずできないという形な

ので、我々もこの再開発の中でのっとった形で整備をしていく必要があるよねといったよ

うな形で、今まで進めてきたといったようなところですので、そこはちょっとご理解を頂

きたいなというふうなところでございます。 

 併せて、やはり、我々はまちづくりなので、区有施設だけではなくて、民間の地権者さ

んの方々の権利だとか、そういったものもございますので、いろいろと東京都の街区再編

まちづくり制度だとかを使って、容積率を上げながらやってきたと。そうじゃないと、権

利や補償だとかというところもできないというところなので、そういった形の都市計画を

打っていく必要があるだろうというところで、今言った６月７日の資料にも載せさせてい

ただいておりますけれども、地区計画と市街地再開発事業の立てつけを載せさせていただ

いております。市街地再開発事業については、あくまでも建築面積だとか、延べ面積だと

か、高さだとか、そういったことが書いてありますけど、具体的な建物の詳細というのは、

ここではまだできておりませんので、それは、先ほど担当課長も申し上げたように、都市

計画を決定した後に、ここの川沿いの、例えば、ここの部分はどういうふうにしていきま

しょうよね、また、広場だとかというのはこういった形になったほうがいいよねといった

ようなのは、今後、詰めていくという形を考えております。 

 その上で、そうやっていく上では、やはり都市計画の決定をしていかないと、その先が

進まないといったような状況ですので、そこら辺は、ちょっとご理解いただけると、あり

がたいなというふうに思っております。 

○はやお委員 今るる話したように、土地がないと言いながらも、実際のところは、区道

を廃道にして、それを床にするということなんです。そういうことからしたら、十分、発

言権が出てくるということと、それと、あと、場合によっては、以前ですよ、政経部の部

長は、もし、ここのところの開発については、土地を買ってもいいとまで言っていたとき

もあったんですよ。つまり、何を意味するかといったら、都から借りている借地のところ

である、借地になっているのか、どうなっているか、ちょっとよく分からないですけど、

例の清掃事務所みたいなところは、どうなっているの。じゃあ、そこは、ちょっと答弁し

てね。例えば、そういうように、フレキシブルに考えることもできるんではないか。 

 つまり、何が一番言いたいかというと、普通の民間の地権者だけの、今回の開発ではな

い、こういう開発の中で、区の区道を使い、そしてまた、清掃局の事務所があり、そして、

また、万世会館という斎場がある。この中の方程式を解かなくちゃいけないわけですよ。

どういうふうに最適解を得るかということで。そのところでやったときに、いかんとも、

いや、街区が決まってからですよという話だったら、我々、議員としては、区民代表であ

る区の資産を有効に活用しなくちゃいけないといったときに、これについては、ここまで
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話が進んじゃって、でも、ある程度、こうですよという青写真を提示していただかないと、

そうだねということに言えないわけです。だから、そこのところが、やっぱり言えること

と言えないことがあるでしょう。だけど、そこのところで、ある程度、やはり所管のほう

との話合いがどうなっているのか。そして、またこの進め方については、ある程度言える

ところのぎりぎりのところでの説明をしていただかないと判断ができない。このところに

ついては、どのように考えているか、お答えいただきたい。 

○加島まちづくり担当部長 所管に関しては、まず、万世会館は地域振興部ですので、こ

の間も、首脳会議も含めて、地域振興部ともそのやり取りで、この中でやっていきましょ

うということはもう整理されていると。過去から整理しておりますけれども、それの再確

認を行ったといったようなところです。清掃事務所に関しましても、環境まちづくり部の

中ですので、そこも整理をしてきたといったようなところです。 

 どの政経部長か分かりませんけど、そういったような言葉があったといったところだと

思うんですけれども、東京都さんとは、この都市計画を進める上では、綿密に調整をさせ

ていただいております。やはり、国も含め、東京都も、ここの神田川沿いのまちづくりと

いうものは進めていくべきだという認識ですので、区が単独で都の土地を買って、区だけ

の建物を建てるというところというのは、正直言って、そういった構想はないかなといっ

たようなところでございます。先ほど申し上げたとおり、ここの街区全体で、まちの将来

像を基本構想で掲げておりますので、それに向けて、都市計画の手続を進めていく必要が

あるというふうに、区としては認識をしているといったようなところでございます。 

○はやお委員 最後。 

 普通に考えれば、都もいいよと言うに決まっているんですよ。だけども、この同意率か

ら考えたときに、僕は、普通の常識的な行政マン、執行官だったら、そう簡単にいいとい

うことについては、何をもって判断するかって、これ、難しいと思っているわけです。だ

から、そこはいいですよ。必ず同意率を上げていくということですよね。先ほどの話では

ないけども、３分の２というのはありませんよと。これについては、あくまでもと言いな

がら、そこのところについては、執行機関が責任を持って、課題を整理してやっていく、

自分たちの責任でやる。僕は、こんなことって聞いたことないぐらいに、覚悟して、行政

が何でここまで、何でここまで開発のことについて踏み込むのかと思っているぐらいなん

です。というのは、やはり何度も言うように、その軸足を行政が前に出し過ぎちゃうと、

行司役にならないんですよ。やはり、そういったときについては、どうやってニュートラ

ルに、どうやって区のということを判断していかなくちゃいけない。ということからした

ときに、もう一度お答えください。 

 都は、間違いなく、これについては大いに賛成だと言ったのかどうか。そこだけ言った

なら言ったで、結構です。これは、きちっと議事録に入れておいてもらいますから。お答

えください。 

○加島まちづくり担当部長 言葉で言ったというよりも、都市計画としてこれを定めてい

くとき、都市計画法の１９条で、東京都との協議がございます。その協議の結果を踏まえ

て、１７条の手続に入っているという形ですので、先ほどご説明した地区計画、市街地再

開発事業、そこを踏まえた上でのまちづくりということで、東京都のほうも理解して、進

めていくということは、了解していただいているというふうな認識でございます。 



令和 5年 7月 7日 環境まちづくり委員会（未定稿） 

 ３２ 

○嶋崎委員長 はい。よろしいですか。 

○はやお委員 もう最後。 

 ちょっと、今僕が言ってるのは、これ、進んでいいですよ。だけど、やっぱり、この実

態があるじゃないですか。そこのところで、本当に都がこの実態を踏まえて、きちっと言

及して、言明しているのかというところが確認したいんです。というのは、今後進めると

き、僕は進める、進めないじゃないですよ。進んでいく上で、都のほうからも頓挫して、

いや、そんなことは言っていませんでしたよという話になったら困るから、そこの確認を

しているつもりなんですね。 

 やっぱり何が一番大切かというと、これだけの同意率が低い、そして、同意率が低いか

らということで、より公共性を要求される中に、どういうふうに都か判断しているのかと

僕は聞きたいわけですよ。最後、都も判断をするわけですから。でも、我々も、もう一回、

建築に関しては変更がありますから、議決事項になると以前聞きましたんで、そうなると、

責任を持って、やっていかなくちゃいけないわけです。そのために、都がきちっと下りる

という、そのところについて確認をしたということを確認したいわけです。そこをお答え

いただきたい。 

○加島まちづくり担当部長 先ほどもご説明したように、この都市計画を進める上では、

１９条の協議という形がございます。その中で、東京都のほうに照会をかけ、東京都も進

めるべきだということで、確認をして、進めていっているというところでございます。ま

た、前段のまち並み――あ、街区再編まちづくり制度、街並み再生、街並み再生方針とい

うものがあるんですけども、それは東京都がかけているものなんですね。だから、そこも

含めまして、東京都もこれは進めるべきだというところの認識でございます。また、その

当時から、結構、もう２年ぐらいたっているとは思うんですけれども、その中で、いろい

ろと状況を説明しながら今まで来たといったところで、ようやく、この中で１７条の手続

を進めて、都市計画の手続に今入っているというようなところで、それも、東京都も十分

認識した上で、行っているというようなところでございます。 

○嶋崎委員長 はい。 

○小枝委員 今の件。 

○嶋崎委員長 はい。小枝委員。 

○小枝委員 私も、東京都さんのほうに問合せをかけてきているんですけれども、とりわ

け街並み再生方針のほうは、この当時の時系列でいえば、合意が、地権者レベルでも半分

にしか至っていなかったような状況で、これが出されてきているという認識はなかった。

じゃあ、条例上、法的に都が合意率がどうかということを確認する立場にもない。しかし、

区長が出してきている以上は、当然、大方の合意を得ているというふうな認識に立つから、

非常に、そこは、都が判断しているというよりは、区の判断を踏襲せざるを得ないという

のが、東京都のほうの立場なんですね。 

 今の答弁とは、そこは個別の聞き取りは違っておりまして、区のほうの考えに沿って、

これはノーということができないわけなんですよね。だから、そこは、区のほうの提案と

いうのは、地権者なり、区民の意向を受けて、権限を持っているわけなので、その意向を

受けての権限行使をしなければならないところを、実際は、後づけではありましたけれど

も、当時のレベルでいうと、半分の合意しかない状態であったということが後で分かるわ
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けですよ。令和２年の１０月に提案しているわけですからね。区議会が入って、確認をし

たのは、令和３年の６月ですからね、６、７月。つまり、そういうふうな行き違いがあっ

ての現状であるということを答弁しないと、非常に不誠実、行き違いが生じると思うので、

もう一回、答弁、そこはし直していただきたい。 

○加島まちづくり担当部長 当時の状況に関して、どのぐらいの同意とか、そういったと

ころ、３分の２の同意と同じような形ですけれども、そういったものは特に定めてはいな

いので、街並み再生方針、そこら辺は定められたといったようなところでございます。今

回、特に、ここの外神田一丁目に関しては、東京都の街並み再生方針だとか、ただの地区

計画、市街地再開発事業を都が了承したというようなところだけではなくて、東京都の土

地もこの中に含まれているという部分が大きいかなというふうに思っています。その中で、

やはり東京都も含め、これは進めるべきだといったようなところの認識があるといったよ

うなところでご理解いただけると、ありがたいなと思います。 

○嶋崎委員長 はい。 

 ほかにありますか。 

○小枝委員 委員長。 

○嶋崎委員長 同じことは繰り返さないでくださいね。一応、答弁出ていますからね。そ

れはご意見があるだろうけれども、ご意見だったら、ご意見として言ってください。 

○小枝委員 申し訳ないけれども、皆さん忘れてしまうんですよ。国の了解を得ています、

都の了解を得ていますといつも言うんだけれども、忘れてほしくないのは、出張所を建て

るときにだって、国道事務所の了解を得て、再開発の仮事務所として出張所に入るんです

といって、あれだけ何度も何度もしつこく大見えを切っておいた。ところが、開けてみた

ら、国道事務所が入る気持ちなんかなかった。だから、結局、３フロアも何に使うかとい

うふうに、後でなったじゃないですか。 

 つまり、ここで適当に答弁して、実は、そうではなかったということが、この件に関し

ては、もうたくさん積み重ねてきているので、本当にそう言ってるんですかということは、

私は当てずっぽうで言っているんじゃなくて、何度も経験値を踏まえて、確認しないと行

き違いが必ず後で生じるから、言っているんです。いつ、誰がそういうふうに言ったんで

すかということまで答えてください。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 今回、１７条の手続を再開するという旨につきまし

ては、すみません、日付まで覚えていないんですけど、５月に、東京都の財産を所管する

財務局、それと、あと、実際に土地を利用している住宅、すみません、本部なんですけど

も、そこに、今後、１７条を再開して、手続を進めていく旨をお話ししておりまして、そ

れにつきましては、東京都としても、特段、そういった反対することなく、進めてくださ

いというお話を頂いております。 

○嶋崎委員長 はい。 

 ほかにありますか。 

○小枝委員 別の論点で。 

 １７条の公表、情報公開の件、これ、一番重要なので、そこの確認なんですけども。先

ほど、私の聞き違いじゃなければ、公表してしまうと、公平な審議ができなくなるという

答弁をしたんですよ。なぜ、公表すると、公平な審議ができなくなるのかというのが、ち
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ょっと日本語としてというか、分からない。何でですか。情報公開って、当たり前のこと

だし、客観的な事実に基づいて、みんながそれなりに判断することが望ましいに決まって

いますね。そこのご答弁を頂きたい。 

 それと、いつだったら、先ほどの４,２００の内訳と在住・在勤の別、賛否の別など、

それから、そうした提出の時系列の流れがどうなって、どんな形で受理されてきているの

か。そうしたことが議会のほうに示されるのか。情報公開の在り方について、私は可及的

速やかに今出すべきだというふうに思うんですよ。だって、もう、１週間以上たっている

わけだから。何で出さないんですかと。 

 質問、分かりましたか。公表すると、公平な審査ができなくなるという、その説明を兼

ねて、お願いします。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 今回、都市計画審議会で検討していただくに当たり、

議論の内容には、例えば、都市計画で定める容積率ですとか、高さですとか、そういった

ところで、是非を問うというところがございます。それに関する意見がどういった意見が

あったのかというところにつきまして、やはり、審議会の先生方には、外からのそういっ

た、すみません、言葉は悪いですが、外野からの意見がないニュートラルな状態で…… 

○小枝委員 外野。何が外野。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 要は、外からのそういった、圧力ですとか、そうい

った…… 

○小枝委員 ちょっと待って。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 すみません。うーん、何と言っていいか分からない

ですけど、そういった外からのそういった働きかけがない、そういったニュートラルな形

で、やはり審議会のほうで議論すべきというようなことを、我々は思っておりまして、そ

ういう情報の取扱いについては、慎重であるべきという形で考えているところでございま

す。 

○小枝委員 非常に不適切な表現が続いたと思いますけれども。丁寧にやるという言葉は

一緒だと思います。であれば、午前中の議論でも、都市計画審議会に先行させて、そうし

た詳細情報を出していきたいという考えがありました。議会のほうにも、その後に出して

いくという流れがあるというふうに聞きました。であれば、都市計画審議会に出した後、

議会のほうに可及的速やかにその内容を出していただくということについては、求めたい

と思いますけど、それは大丈夫ですか。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 先ほども部長からご答弁しましたけども、都市計画

審議会後でございましたら、議会のほうにも情報提供したいと考えております。 

○嶋崎委員長 はい。よろしいですか。 

○小枝委員 はい。 

○嶋崎委員長 はい。 

 ほかに。 

○春山副委員長 ６月７日の委員会にて、小枝委員が、資料は配られませんでしたが、最

後にと、国土交通省の都市計画決定手続に係る考え方の３３９ページを読み上げられ、

「都市計画決定に広く住民に参加させ、意見を反映するように」とあるとおっしゃられて

いたんですけれども、他方、国土交通省では、既に平成１５年には次世代住民参加型まち
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づくりの小委員会が設置され、議論が続けられ、取りまとめが行われて、多様な主体が積

極的に参加する横型のまちづくりを進めていく必要があるというふうに取りまとめされて

います。 

 そこで、この外神田一丁目に関する住民の合意率に関して、先ほどのご答弁で、私の聞

き間違いじゃなければ、都市計画決定手続まで、これ以上、合意率を上げることは考えて

いないとおっしゃられたと聞こえたんですけれども、１６条で止まってから、現在までに

合意率の変化はないんでしょうか。合意率は上がっていないんでしょうか。それとも、そ

こは、全然調査されていないんでしょうか。 

 それと、委員会集約の２についてなんですけれども、６月１２日の委員会で、区有施設

を含む再開発における公共貢献性と公益性について、あと、複合化に対する留意点と、建

物の耐用年数、改修や建て替え時の在り方について、詳しい資料をご提示いただきました

が、これは、６月１２日まで、ここまでの詳しい資料は提示されてこなかったということ

でしょうか。もし、そうであれば、本来であれば、再開発の計画が始まったときに、これ

らの方向性を区として開示すべきだったのではないかと思います。意見になります。 

 もちろん計画が固まっていないという段階で、変更になることにちゅうちょ、再開発組

合の中で決定したことによって変更になることにちゅうちょあると思うんですけれども、

より前向きに都市計画決定後に変わる可能性があるということを前提に、区民の皆様に説

明する必要があったのではないかと思いますが、これについて、いかがお考えですか。 

 委員会集約の３に関して、地域貢献性や事業性、まちと整合性が取れるというところま

での、先ほど、はやお委員も少しご質問されていたと思いますけれども、事業者との協議、

例えば、その箱を造って、３階までは商業で、上はオフィスですよというような外形的な

説明だけではなく、区民にとって、どのような再開発であるべきかという内容的な説明に

まで踏み込む必要があったのではないかと思いますが、もしくは、協議されてきたのであ

れば、事業者とそういう協議をしているという説明が必要になったのではないかと思いま

すが、この点について、どうお考えですか。 

 最後に、今後、まだ起きる再開発計画において、先ほど都市計画決定してから、建築を

考えていくというふうにご説明されていたと思いますけれども、早い段階で、委員会集約

２と３に関わることなんですけれども、早い段階で、詳しい情報を開示していくことが必

要だと思いますが、どうお考えですか。 

 先ほど質問されました委員会集約の２の公共性と耐用年数と建て替えの時の在り方につ

いての前回の６月１２日の委員会で頂いた資料は、どういう形で区民の方々に情報公開を

今されているんでしょうか。 

 以上です。 

○嶋崎委員長 ４点あった。 

○春山副委員長 すみません。 

○嶋崎委員長 ４点かどうか。俺も今書いたけど、取りあえず分かるのを先に言って。も

しかしたら、一応、調整するから。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 漏れがあったら、ちょっとまたご指摘いただきたい

と思いますけど。 

 同意率につきましては、前回お示しした数字が最新の数字でございまして、調査当時か
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ら、若干、共有の方々が後から通知があって、少し変動したというのがあったんですけど

も、それはほぼ変わっていないというところでございます。 

○嶋崎委員長 これはいいね。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 それから、二つ目の公共公益性の提示というところ

につきましては、これはもう外神田の基本構想をつくる段階から、こうした内容につきま

しては、都度、お示ししてきてございまして、先ほども答弁したように、例えば、住民向

けの説明会ですとか、あと、その他、議会とかにも、当然、同じ資料としてご説明してき

たものでございます。 

 それから、事業者とまちづくり内容についてどう検討しているかというところにつきま

しては、当然、委員ご指摘のとおり、そういったところについてが区民の方々と共有する

と、まちづくりというのがご理解いただけるのかというところでございますので、それに

ついては、ちょっとその辺の検討は都市計画のほうに先行してきたというところで、当然、

並行して行っていかなければいけないということは、区の人たちも認識してございますの

で、それについては、事業者と共にどうやっていくかということは考えてまいりたいと考

えてございます。 

 それから、最後、最後は…… 

○嶋崎委員長 情報だよね。 

○春山副委員長 そうですね。情報…… 

○嶋崎委員長 情報だよね。 

○春山副委員長 情報をどのように。 

○嶋崎委員長 情報を、どのように情報を…… 

○春山副委員長 新しく出てきている資料を…… 

○嶋崎委員長 そう。出しているかという。 

○春山副委員長 情報を出しているかということ。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 新しい情報。 

○春山副委員長 ６月１２日の委員会…… 

○嶋崎委員長 もう一回言って。もう一回。 

○春山副委員長 ６月１２日の委員会でご提示いただいた複合施設に関する考え方や再開

発後の建て替え、修繕についての資料について、これは、私が、この６月１２日にアップ

デートされた最新版だというふうに認識しているんですけれども、こういったものは、ど

ういうふうに区民の方に情報開示してくれますか。 

○大木神田地域まちづくり担当課長 この資料につきましては、ちょっとはやお委員から

の要求に基づき、作成したものでございまして、詳細につきましては、まだ区民のほうに

は提供しないというような状況でございます。 

○春山副委員長 先ほどもご質問させていただいたんですけれども、このくらい詳しい資

料を早い段階で、もっと、２年前みたいに、１６条で止まったときの段階で、区民の方々

に情報共有を本来であればすべきだったのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○加島まちづくり担当部長 公共施設の入る再開発事業のことのご指摘かなというふうに

思っております。外神田一丁目に関しては、２年前に１６条をやって、いろいろと、その

中で、特別委員会を開いていただいてご議論いただいたといったようなところで、そこら
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辺のやり方、進め方も含めて、いろいろご指摘いただいたというのは事実でございます。

その中で、もう少し公共施設、また、区道の廃道ですね、そういったところに関しても、

公にもっと事前にお知らせするべきだったんじゃないかといったようなご指摘もありまし

た。ただ、外神田一丁目については、そういった形で、今まで進めてきたといったような

事実でございます。 

 じゃあ、そういった教訓をどう生かすのかといったようなご指摘もございまして、今日、

時間があれば、九段南一丁目のまちづくりもご説明できるかなと思っているんですけれど

も、そういった中では、あそこもやはり区有地があり、区道を廃道して、少し整備をして

いかなければならないかなといったようなところがございました。そこに関してのガイド

ラインだとか、そういったものを策定するときに、広くその時点で説明会をやり、パブコ

メをやり、意見を聞き始めたといったようなところでございますので、外神田に関しては、

いろいろご指摘があったんですけれども、それの教訓を生かして、今、その他のまちづく

りに関しては、なるべくそういった情報共有、いろいろな方々から意見を聞くという形で

進めていきたいなというふうに認識しているところでございます。 

○嶋崎委員長 はい。よろしいですね。 

 ほかにありますか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 取扱いなんですけれども、ちょっと休憩しますね。 

午後４時０６分休憩 

午後４時４８分再開 

○嶋崎委員長 委員会を再開いたします。 

 まず初めに、申し訳ないですけど、今、５時から春山副委員長が通院のために欠席届が

出ましたので、ご了解を頂きたいと思います。よろしくお願いします。 

 それで、先ほどの外神田一丁目のそれぞれの陳情に関して、少し整理をさせていただく

時間を下さい。先に、ほかの案件を済ませさせていただいて、後に、もう一度、外神田一

丁目のことではお諮りをさせていただきたいと思いますけども、いかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 はい。ありがとうございます。 

 それでは、次に、次の陳情に入ります。神田警察通り街路樹の関係について、送付５－

１３、２０の２件を一括して審査に入ります。 

 なお、本件陳情審査におきまして、区ホームページに関する議論に及ぶ可能性があるた

め、所管の小林企画総務委員長にご了解を頂きまして、本日は、広報広聴課長に出席を頂

いております。 

 陳情書の朗読は省略をさせていただいてよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 はい。それでは、執行機関から情報があれば下さい。 

○須貝基盤整備計画担当課長 神田警察通りに関する陳情につきまして、環境まちづくり

部、参考資料２に基づきまして、状況報告させていただきます。 

 まず先に、資料の２番目の黒丸についてご報告いたします。送付５－２０の神田警察通
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りの街路樹伐採を伴う工事中断と対話の場を求める陳情につきましては、送付５－７の神

田警察通りⅡ期工事の中断と調整を求める陳情と同様の内容と認識してございます。  

本陳情の中で記載のとおり、令和５年３月８日の企画総務委員会にて審査が終了している

ものと認識してございます。また、神田警察通りの整備に関しましては、住民訴訟２件と

損害賠償請求訴訟が提訴されていますが、本年３月２２日、損害賠償請求訴訟の第一審判

決において、まちづくりに参画する権利、利益を侵害されたなどとする原告の請求は、い

ずれも棄却されており、区側の主張が認められております。 

 次に、送付５－１３の神田警察通りの道路整備に関する令和５年４月１２日付千代田区

ホームページ掲載文の削除を求める陳情についてでございます。ホームページの掲載内容

は事実でございまして、業務執行上の人身事故であることから、区としては、公表の義務

が生じたことに加え、工事を望む方々に状況を説明するとともに、こうした妨害行為に対

して、区として毅然とした態度で臨むことを表明するため、当日の状況を掲載したもので

ございます。 

 それに関連して、７月３日、区職員と警備員に対しての暴行行為４件が検察へ送致され

たと聞いております。一方、警備員の行為１件も送致されたことを確認いたしました。こ

ちらは、本区の認識とは異なっておりますが、今後、検察で取調べが進んでいくものと認

識してございます。 

 この件に関しまして、区長宛て、神田警察通り沿道整備推進協議会の委員から、今回の

暴行行為に関する情報提供をお願いする文書を頂きました。また、議長宛てにも、同様の

文書が届けられたと聞いております。その中に、現職の区議会議員の行為について記載が

ございました。捜査と刑事手続に係ることから、詳細をお話しすることはできませんが、

当時は区議会議員ではありませんでしたが、現在、区議会議員の方が施工区域のバリケー

ドを突破し、伐採対象樹木に寄り添い、工事の妨害をしていたことは確認してございます。 

 なお、協議会への説明も慎重に時期を見て対応できるように、検討してまいります。 

 私からの報告は以上でございます。 

○嶋崎委員長 はい。執行機関から特に…… 

○林広報広聴課長 ただいまの説明の中で、業務執行上の人身事故であることから、区と

しての公表義務が生じたとありましたので、その部分について、補足の説明をさせていた

だきます。 

 これにつきましては、千代田区の事故発生時の対応を定めた千代田区危機管理指針の情

報公開の基準に準じているものでございます。具体的には、区が公表すべき事案としての

区発注の工事現場での事故、区発注の工事現場での事故、並びに、公園・道路施設での事

故、公園・道路施設での事故、この双方に準じたものとなります。かつ、今回は、人身事

故ということです。 

 広報の理由につきましても記されているんですけれども、発生した事実関係、区の対応

内容とその状況など、迅速に広報することで、区民や関係者の応急対応に資すると記され

ています。区民や関係者の応急対応に資する。この言葉の意味は、不特定多数の区民の方

への注意喚起、また、再発防止と取ることができます。今回の場合、公道で、通常、一般

の方が数多く、学校もございますし、通行している場所ですので、その意味で、注意喚起、

また、同様の不祥事、事故が起きないような再発防止、そういった意味での公表でござい
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ます。 

 所管より、掲載内容については事実と説明がございましたけれども、ホームページの掲

載につきましては、それ以前、この工事に関する議論以前に、以上の説明から必要と判断

しますので、削除については、いたしかねるという状況です。 

 以上でございます。 

○嶋崎委員長 はい。ご説明を頂きました。 

 皆さんからご意見を頂きたいと思います。 

○桜井委員 当陳情についての事実関係――当陳情についての事実関係については、るる

執行機関のほうからご報告を頂きました。陳情内容が、千代田区のホームページ掲載文の

削除を求める陳情ということでございます。で、ただいまもご説明を頂きましたけども、

もう少し掘り下げて、確認を何点かさせていただきたいと思います。ご説明にもありまし

たけども、訴訟に関わる内容も含まれているということでございますので、その件につい

ては、その都度、ご報告を頂ければと思っております。 

 まず、陳情にありますけども、区の職員が撮影をした画像を閲覧するというようなこと

は可能なんでしょうか。 

○須貝基盤整備計画担当課長 画像なんですけども、個人を特定できる映像もあること、

それから、捜査対象となる行為、今後の民事、刑事等、訴訟に関わる内容等もあることか

ら、閲覧いただくことは難しいという認識でございます。 

○桜井委員 暴力的な妨害行為があったことについて、担当職員からの聞き取り内容だと

か、現場責任者としての認識はどうだったのか、そこら辺はいかがでございますか。 

○須貝基盤整備計画担当課長 現に体当たりされ、転倒した職員からの聞き取り、それか

ら、それを目撃した複数の職員からの聞き取り、さらに、私自身、その目撃も含めて、暴

力的な妨害行為があったことは事実であると認識してございます。 

○桜井委員 そう頻繁にあるような事例ではない、あってはいけない事例だと思います。

報道では、もみ合いになったという表現がございました。このようなもみ合いになったと

いう報道があったわけですけども、どのような認識だったのか、どのようなことだったの

かということをご説明いただけますか。 

○須貝基盤整備計画担当課長 先ほども申し上げたこともあるんですけども、捜査中です

ので、詳細は控えさせていただきますが、様々な行為がある中で、明らかに体当たりや胸

ぐらをつかむという、そういう社会通念上、暴力的な妨害行為があったということは事実

でございます。 

○桜井委員 今、暴力という話が出ました。暴力は許されるものではありません。千代田

区においても、我々千代田区議会は、これは安倍内閣総理大臣が亡くなられたときに、区

議会として決議を出しました。暴力によるという、るる暴力はいけないんだということを

強く議会として決議をしようということで、令和４年７月１４日に行われたものがござい

ます。こういう暴力は許されるものではないという認識がありますけども、このホームペ

ージに載せた理由について、お答えください。 

○須貝基盤整備計画担当課長 理由については、先ほども申し上げましたが、暴力的な妨

害行為というのは、社会通念上非難される、されてしかるべきものだという認識をしてお

ります。理由は先ほどのとおり、業務執行上の人身事故であるということと、あと、それ
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を本工事の推進を望む方にそれを示すということで記載したものでございます。 

○嶋崎委員長 ちょっと、もう一回、さっきの、広報課長の件、答弁して。さっきの千代

田区の基準みたいなのがあるというふうにおっしゃったんで、もう一回、そこのところ。 

○林広報広聴課長 千代田区での危機管理指針での公開基準、もう一度、繰り返しますが、

２点ございます。１点が区発注の工事現場での事故、もう一点が公園・道路施設での事故、

これ、今回に該当します。かつ、その程度ですが、人身事故という内容です。公開した理

由は、所管課のコメントのほかに、広報的には、不特定多数の方の注意喚起と再発防止で

ございます。 

○嶋崎委員長 ということです。 

○桜井委員 先ほど、現職区議会議員という表現をされていました。ネットでは、千代田

区の女性区議という形で書かれておりましたけども、書類送検をされたということでござ

いました。妨害行為には、この方は加担をされていたんでしょうか。 

○須貝基盤整備計画担当課長 これも、捜査と刑事手続に係る内容についてですので、詳

細は控えさせていただきますが…… 

○小枝委員 関連。 

○嶋崎委員長 ちょっと待って。答弁しているから。 

 はい、どうぞ。 

○須貝基盤整備計画担当課長 先ほども申し上げたとおり、当時は区議会議員でありませ

んでしたが、現在、区議会議員の方がその施工区域のバリケードを突破し、伐採対象樹木

に寄り添い、工事の妨害をしていたということは確認しているものでございます。 

○桜井委員 いいんですか。 

○小枝委員 関連。 

○嶋崎委員長 はい。小枝委員。 

○小枝委員 非常に正確さを欠く答弁をされていると思うんですね。私たちは何もビデオ

を見ることもできないし、そちらは、情報公開しても、個人情報を盾に出してくれないの

で、事実は確認できないんだけれども、女性区議という表現をしたときに、先ほど一連の

流れで言うと、やれ、私たちは認識している、胸ぐらをつかんだ、何とかしたと言ってい

るじゃないですか。今の一連の話を聞くと、女性区議がやったというふうになっちゃうん

ですよ。（発言する者あり）そこは新聞報道もそうなっていますね。非常に錯誤を生むよ

うな表現を外に向かって出しているんですよ。だから、ああいう新聞報道になるんですよ。

そうでなかったら、これ、だって、名誉毀損、１人を特定している以上は、その方が誰か

に対して何かしたんですか。そして、その人はけがでもしたんですか。それをはっきり答

えて。そこだけはっきり答えて。 

○須貝基盤整備計画担当課長 私どもがその女性の区議会議員と申しているわけではなく

て、新聞報道がそのように伝えているということでございます。 

○小枝委員 答えて。答えて。私の質問に。 

○須貝基盤整備計画担当課長 それを確認しているということでございます。 

○小枝委員 いやいや、だから、胸ぐらをつかんだり、何か――だって、何かしたと言っ

ているわけでしょ。けがをしたと言っているんでしょ。それをちゃんと答えて。 

○須貝基盤整備計画担当課長 ですから、その区議会議員の方が施工区域内、区域のバリ
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ケードを突破して…… 

○小枝委員 だから、したか、しなかったかを答えてと言っているんですよ。 

○須貝基盤整備計画担当課長 何をですか。 

○小枝委員 けが人が出たのか。胸ぐらをつかんだのか。言葉がね、混同しているんです。 

○須貝基盤整備計画担当課長 同じです。その当時は、区議会議員ではなかった方が施工

区域の…‥‥ 

○小枝委員 そこじゃないんだよ。 

○須貝基盤整備計画担当課長 バリケードを突破して、作業対象樹木に寄り添っていたと、

そういう妨害行為を働いていたということでございます。 

○小枝委員 だから、けが人が出たのかって、答えていないですよ。（発言する者あり） 

○嶋崎委員長 それ以上でもないんだろう。 

○小枝委員 いや、出たのか、出ないのか。 

○嶋崎委員長 じゃあ、もう一回聞いてください、ちゃんと。 

○小枝委員 だから、胸ぐらをつかんだり、暴力行為でけが人が出たりしているのかと聞

いているんだから、答えてくださいよ。 

○須貝基盤整備計画担当課長 先ほども申していますが。 

○小枝委員 申していません。言っていない。 

○須貝基盤整備計画担当課長 捜査中ですので、詳細は控えさせていただきます。どうい

う状態かというのは、ちょっと私どもも分かりません。 

○小枝委員 非常にそこがそうやって一連の流れで、まるで誤解を生じさせるように表現

しているんですよ。百も承知のくせに。知っているくせに。だって、そうでしょう。わざ

わざ女性区議と特定している以上は、（「特定していない」と呼ぶ者あり）先ほど言いま

したよね。そこは、やったか、やらないのか。そして、けが人、ここで出ているのか、そ

こを聞いているわけだから、それは答えてくださいよ。 

○印出井環境まちづくり部長 私どものほうでは、新聞報道にあったこと、それと、あと、

先ほど桜井委員からもご指摘があったこと、そして、我々が現場で確認したこと、それら

を課長が答弁したように、当時、区議会議員でありませんでしたが、現在、区議会議員の

方が施工区域内のバリケードを突破し、対象樹木に寄り添い、工事を妨害していたことを

確認しているということを、それを事実として述べています。暴行等については、これは、

個人に対しての罪になりますので、区に対してではないので、その辺り、詳細については

我々も存じ上げないというところでございます。 

○小枝委員 だから……。その存在したということと、何かしたということは別なわけだ

から、多分、百も承知だと思いますけど、これに、そこのところでの接点が、肩が触れた

か、接点は分からない。でも、何か暴力行為を行ったり、けがをしたりということはして

いないはずなんですよ。そこはちゃんとはっきりしてほしい。まあ、でも、いい。もう答

弁しなくていいです。でも、そういう誤解を生じさせるようなことを言ってはならないし、

それは、だからこそ、今、捜査しているわけでね。捜査しているわけだから、捜査してい

るということは、これから、そういう犯罪事案としてあるかどうかということを捜査する

わけだから、それが明らかでない段階で、こういうふうなことを書くということは、双方、

事実の確認も怠っているし、非常に区としての公平性、客観性というものについては、十
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分ではないということは言えると思うので、そこは一応指摘しておきます。質問すると、

また変な答えをするから。もういい、いい。答えなくていい。捜査中なんだから。 

○嶋崎委員長 ご指摘を受けたということで、もともとは桜井委員がやっている話だから。 

 桜井委員。 

○小枝委員 戻します。 

○桜井委員 私の質問も、新聞社のデジタルニュースを見まして、それで、質問をいたし

ているところでございます。 

 さらに、住民に負傷者が出ているようだという話がありますが、この辺は、いかがなも

んなんでしょうか。 

○須貝基盤整備計画担当課長 住民に負傷者がいたということであれば、誠に遺憾なこと

でございますが、当日、妨害行為をされた反対者にけが人が出ていたという認識はござい

ません。救急車が現着したときについても、その住民の方が搬送されたということは、事

実は認識してございません。一方で、現場が解散する直前まで、多くの方が活発に抗議活

動をされていたという状況は認識してございます。 

○桜井委員 この４月１１日の工事に当たって、起きたこの出来事であるわけですけども、

非常に誠に残念なことだと思っています。区としては、今後、この計画はまだあるわけで

すけども、今後、どのようにするつもりなのか、そのお考えをお聞かせください。 

○須貝基盤整備計画担当課長 もう、これ、これまでもお話ししているところなんですけ

ども、本件工事は、神田警察通り沿道整備推進協議会における累次の検討結果を踏まえた

ものであるだけでなく、多くの方々から、狭い歩道を、子どもも、お年寄りも、障害をお

持ちの方も、自転車の方も、ベビーカーの方も、誰もが安全で安心して通行できる歩道に

してほしいという、そういう要望やイチョウの植え替えを求めるご意見を頂く中で、計画

立案に至ったものでございます。商売をされている区民の皆様からも、早期に整備工事を

遂げてほしいという要望を頂いております。区としては、区議会の適正な議決、陳情審査

の結果を踏まえ、執行機関として、責任を持って、本道路整備工事を計画どおり進めるこ

とと、そういう考えに変わりはございません。 

○桜井委員 私は、このⅡ期工事に関しては、これまでも議会でも様々な審議をして、予

算、契約など、議決をしてまいりました。当然、執行機関はそれを受けて、責任を持って、

この事業を進めていくべきだというふうに、今までにも、何度もいろんな場面で言ってま

いりました。一方で、こうした妨害事件が続くと、沿道整備は一向に進まないということ

が予想されます。駅前辺りの整備が完了するのはいつになるのかも分からないと、こんな

状況が出てくるんではないかと思います。今後、Ⅲ期以降を進めていくというお考えにつ

いて、先ほど、ちょっと、そこら辺を触れていましたけども、責任者のほうからそのお考

えについて述べていただきたいと思います。 

○印出井環境まちづくり部長 先ほども課長から同趣旨のご答弁をさせていただいたかな

と思いますけども、多くの進めてほしいという声がある一方で、一部の反対者の方の妨害

があるからといって、我々としては、Ⅱ期工事を止めるという考えはございません。計画

どおり進めていくということに変わりはございません。一方で、委員ご指摘のとおり、早

期の整備工事を待ち望んでいる方々がたくさん駅方面おられます。Ⅱ期工事と並行して、

Ⅲ期以降の整備に入れるような検討も併せてしていきたいというふうに考えております。 
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○嶋崎委員長 いいですか。 

 小枝委員。 

○小枝委員 本会議場でも提案がありましたけれども、神田駅周辺のところは工事を急い

でほしいと。もう、今、この時間でⅡ期をどうするという話はいたしませんが、神田駅周

辺、つまり、Ⅴ期ですね、について、もしかしたら向こう側の平成通りも入るかもしれな

い。その工事を進めるということについて、一緒に、やっぱり、何というか、まちへ本当

に下りて、一緒に歩いて、一緒に話して、一緒に進めていく。そういうふうに考えていけ

ば、ここの道並みというのは、災害時となったら復興道路としての災害道路にもなるわけ

ですから、自転車道でがっと広げてしまって、そこに大きな障害が出てくると、車を寄せ

るところもできなくなってしまうということもあるので、丁寧に――丁寧にって、工事を

進めるということを確認した上で、これはもう一緒に、議会も一緒になって進めようとい

うような提案がありましたけれども、これについては同じ答弁だと思いますけれども、一

応、ここでも答弁していただきたいと思います。 

○須貝基盤整備計画担当課長 小枝委員のご提案もあるんですけども、神田警察通り１.

４キロ、全体をこれまで協議会のほうで議論してまいりました。デザイン的なものもほぼ

決まっているところでございます。ですから、今後、当然、Ⅱ期は、先ほども申し上げま

したとおり、止めるつもりはございませんし、そのまま進めていくと。並行して、Ⅲ期以

降についても、神田駅というわけではなく、Ⅲ期以降についても進めていきたいと考えて

ございます。 

○小枝委員 じゃあ、私のほうからは、今日、５－１３と５－２０という二つの陳情が出

ておりますけれども、新しい議会ということでもありますし、情報を一つのものにしない

と、判断がしづらいということもありますので、ちょっと３点の資料要求をさせていただ

きたいと思っております。 

 １点目は、この５－１３に関連して、４月１１日の出来事からこの４月１２日の広報掲

載に至るところの事実確認を含めて、どう判断し、どう動いたのかというところの流れの

確認。それから、５－２０に関しては、本文上に工事請負契約における設計変更ガイドラ

インということが書いてあって、ここ、参考資料２のところには、もう令和５年の３月に

委員会としてやっているよということでありますけれども、事態はいろいろ動いてきてい

るということもありますので、工事中止のガイドラインというものをここに出していただ

きたい。３点目は、本会議場でもありましたけれども、警備員の日給８万円というのがあ

りました。４月に新しい予算で工事費を積算しているわけなので、その積算の内容を出し

ていただきたい。それは、どんな積み上げで工事を進めようとしたのかという、その予算

の内容を積み上げが分かるものを出して、その三つ、お願いをして、審議を進めていきた

いというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○印出井環境まちづくり部長 今、ちょっと言われても、今日は出せないんですけども、

今後の陳情の審査がどのようになるか分からないので、私のほうでは、今すぐ出しますと

いう、ちょっとご答弁はできないのと。 

○嶋崎委員長 できないよね。 

○印出井環境まちづくり部長 それから、陳情の趣旨と警備員の単価の関係ということに

ついて、もちろん委員会のご指示があればと思いますけれども、我々としては、今回の趣
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旨の中に、そういったことの記載というのがあるのかどうか、ちょっと分からないので、

何分、今、そういった資料を、じゃあ、どのタイミングでということについては、ご答弁

は難しいのかなというふうに思っています。ご指示を頂ければと。 

○嶋崎委員長 ほかに、この件、ちょっと今、小枝委員のことに関しては棚上げをさせて

いただいて、ほかに何かありますか。 

○岩田委員 すみません。ちょっと戻っちゃうんですけども、先ほど、我々が、何だ、個

人を――我々が事件があったときの画像とか映像を見ることができるのかというところで、

個人を特定する画像なので閲覧できないというお話がありましたけど、じゃあ、撮るのは

いいんですかね。 

○須貝基盤整備計画担当課長 撮影ですけども、工事の状況を記録するために撮影を行っ

たものでございます。ただ、現場の中に、入ってきたりとか、伐採対象樹木への寄り添い

だとか、そういう妨害行為がございましたので、それを撮影させていただきました。 

○岩田委員 工事の状況を撮るのに必要だというお話なんですけども、聞いたところによ

りますと、区の職員かどなたかがある女性の顔の目の前にカメラを近づけて、にやにやし

ながら、「反対している方ですよ。顔を上げてください」と言いながら、撮っていた。こ

れ、工事の状況でしょうか。 

○須貝基盤整備計画担当課長 そのような事実は認識してございません。 

○岩田委員 だからこそ、我々に画像を出してくださいと言っているんですよ。そういう

都合の悪いことは出さない。以前、外神田一丁目のところで、賛成、反対、どういう人が

いるのかというので、委員限りで見たということがございました。やろうと思えばできる

じゃないですか。何で出さないのかって、都合が悪いからじゃないですか。出してくださ

いよ、そういうの。 

○須貝基盤整備計画担当課長 これも先ほども申し上げたとおり、個人を特定できるよう

な映像もあること、それから、捜査対象となる行為、あと、訴訟に関わる内容と、そうい

うこともあるので、閲覧は難しいということでございます。 

○岩田委員 分かりました。都合の悪いことは出せないということですね。 

 あと、住民がけがした認識はないということですけども、これもけがした方がいるよう

です。認識がないと、これも都合の悪いことは認めないということなんですけども、一応、

ここで言っておきます。 

 あと、部長の答弁で、一部の反対者の方というふうな表現がありましたけども、皆さん、

工事は反対しておりませんよ。イチョウを残したまま工事を進めてくださいと言っていま

す。ここで、また別の質問に入ります。書類送検されて、区のホームページとかにそうい

うニュースが出たという事例は、他区とかではどういうのがあるんでしょう。 

○嶋崎委員長 他区なんて分からない。広報課長、分かるの。これは、広報課長。 

○林広報広聴課長 他区の事例は承知しておりません。調べておりません。 

○嶋崎委員長 分からない。 

○岩田委員 私の知っている限りで、港区でありました。その方は、２０１６年８月、酔

ってタクシー運転手を殴った。２０２０年８月、カラオケ店の駐車場で女子高生３人に下

半身を露出した。２０２２年５月、女子中学生２人に卑わいな言葉をかけた。そのうちの

一つは、現行犯で逮捕されています。こういうような完全に起訴されるものに関しては、
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当然、載っけていいと思いますけども、書類送検ですから、あくまで。ちなみに、書類送

検というのは、犯罪者であるというふうな確定はされていませんよね。にもかかわらず、

そういうのを広く区民に知らしめてしまうというのは、どういうことなのかなと。もちろ

ん前科もつくわけじゃないですよね、この段階では。ちなみに、じゃあ、直近で、刑法犯

の起訴率というのは、どれぐらいなんでしょう。 

○林広報広聴課長 委員長、今の質問、質問自体について。 

○嶋崎委員長 はい。担当課長。 

○林広報広聴課長 書類送検されたことに関して、区から、一切、情報提供は、その以前

も以後もしておりません。 

○岩田委員 えっ。 

○嶋崎委員長 ホームページに載っていないということでしょ。 

○林広報広聴課長 はい。ホームページには載せておりません。 

○嶋崎委員長 載っていない。 

○岩田委員 えっ。（「ホームページには書いていない」「コメントで答えただけなんで

しょう」「書類送検については、ホームページには書いていない」と呼ぶ者あり） 

○嶋崎委員長 岩田委員。 

○岩田委員 その事実のみを載っけたということなんですけど。 

○嶋崎委員長 ちゃんと陳情書を見て、質疑してください。 

○岩田委員 はい。ごめんなさい。 

 その妨害行為があって、何だ、妨害行為があって、負傷する事案が発生しましたと書い

てありますよね。これは、ちょっと自分の経験になるんですけども、自分、昔、総合格闘

技をやっていて、そのときに、靱帯をちょっと痛めたんです。内足側副靱帯と前十字靱帯。

この靱帯というのは、この方がどこを痛めたのか、何か聞いた話でいうと、靱帯を痛めた

んだみたいな話をちょろっと聞いたんですけど、本当かどうか分からないですけども。そ

の靱帯というのは、レントゲンに出ないんで、分からないんですよ、正直。（６７文字削

除） 

○嶋崎委員長 ちょっと待って。ちょっと今の――休憩します。 

午後５時２２分休憩 

午後５時２８分再開 

○嶋崎委員長 委員会を再開します。 

 先ほどの岩田委員のご発言がちょっと不適切だというふうに私は認識して、今、議長に

申し入れ、議運の委員長にも申入れをいたしました。この時間なんで、後日、またこの件

については、協議をさせていただきますけれども、岩田委員、さっきのご発言をどうされ

ますか。 

○岩田委員 ちょっと過激な発言があったということで、そこは訂正させていただきます。

で、発言は続ける感じ…… 

○嶋崎委員長 削除されますか。 

○岩田委員 一部訂正します。（「どういう」と呼ぶ者あり）あ、一部削除します。 

○嶋崎委員長 どこをどういうふうに削除されますか。 

○岩田委員 あ、（１３文字削除）って、言っちゃったら駄目ですか。 
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○嶋崎委員長 えっ。 

○岩田委員 （９文字削除）と言ったところです。 

○嶋崎委員長 ちょっと休憩します。全然分かっていない。 

午後５時２９分休憩 

午後５時２９分再開 

○嶋崎委員長 再開します。 

 もう一度、訂正があるんであれば、ご発言ください。 

○岩田委員 お医者さんのところのくだりから削除をお願いいたします。 

○嶋崎委員長 はい。いいですね、事務局ね。 

 で、続けてください。 

○岩田委員 私がけがをしたときに、その靱帯というのはレントゲンに出ないので、どれ

ぐらいの傷なのかというのはなかなか分からないということなので、そのけがをされた方

の診断書を僕は見たいです。どの程度のけがなのか。 

○須貝基盤整備計画担当課長 それは個人のものですので、それはお出しできないと思い

ます。 

○岩田委員 分かりました。また都合の悪いのは出ないということで、分かりました。 

 先ほどの起訴率のお話、広報課長、起訴率のお話、ちょっとしたんですけど、多分、分

からないですよね、それはね、どれぐらい起訴率なのかって。実は、直近でいうと、令和

４年版の犯罪白書によりますと、３６.８%なんですよ。書類送検で、何だ、起訴された

のが。それぐらいなんです。そのレベルなんです。でも、実際に千代田区で起訴された段

階の方がホームページにこういうことがありましたというふうに（発言する者あり）出ち

ゃうのは、どうなのかなという。（発言する者あり）いやいや、出ているじゃないすか。

実際に、書類送検されただけの方がこういう妨害行為があってというふうに出ていますよ

ね。 

○林広報広聴課長 区のホームページには、失礼しました、書類送検されたのは、７月３

日と聞いております。その書類送検されたこと自体、区のホームページには一切出ており

ません。区が、区のホームページに掲載されたのは、４月１２日、その理由については先

ほど述べたとおりです。 

○岩田委員 失礼いたしました。課長の先ほどの説明で書類送検という言葉も出ましたし、

その方は議員になった方ですというような説明もありました。これは、当然、議事録にも

載るわけですから、それというのは、じゃあ、もしも、この方が、この後、書類送検とい

うのは、先ほども言ったように、前科にはならないわけですよ。まだ起訴されていないわ

けですから。この後、嫌疑なしとか、嫌疑不十分とかで不起訴になった場合というのは、

どうされるんですか。先ほど言っちゃったのに、どういう責任を取られるんですかね。 

○須貝基盤整備計画担当課長 報道されたことをコメントしただけでございます。 

○岩田委員 報道されたことというんですけども、ＡさんとＢさんがもめてたら、普通、

両者に話を聞いて、何だ、区としてのコメントとかを出すとかなら分かりますけど、一方

的な話を聞いて出すというのはどうなんだという話です。分かりますか。マスコミが言っ

ていたという話も、片方だけの話を聞いているんですよ。それは、あまりにもアンフェア

じゃないのかと言っているんです。 
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○須貝基盤整備計画担当課長 マスコミの報道と、あと、現場のほう、私、見ております

ので、それに基づいての発言でございます。 

○岩田委員 現場にいて、実際見ていたという話なんですけども、先ほどは、何か住民の

方がけがしたという認識はないって。もう、目が穴だらけですよね。何か全然もうざるの

ようで、全然見えていないですよ。ちゃんと調べてからやるべきなんじゃないんですかと

言っているんです。ホームページにまで出しているんですよ。だったら、そこは、ちゃん

と調べてからやるべきですよと言っているんです。 

○須貝基盤整備計画担当課長 先ほどもホームページに載せた理由というのは、広報広聴

課長が申し上げたとおりでございます。 

○岩田委員 聞きましたよ、それは。 

○嶋崎委員長 いいですか。 

○岩田委員 先ほど聞きました。 

○嶋崎委員長 はい。 

 ほかにありますか。 

○小枝委員 資料要求はどうなったの。 

○嶋崎委員長 いやいや、まだこれからだよ。 

 ほかに質疑ありますか。 

○小枝委員 はい。 

○嶋崎委員長 質疑ですか。 

○小枝委員 ……です。はい。 

○嶋崎委員長 はい、どうぞ、小枝委員。 

○小枝委員 先ほど私が資料要求を申し上げたときに、それが関わるかどうか分からない

というふうにおっしゃったので、この５－１３の文章を見ていただくと、１段落、２段落、

３段落、４段落目のところに、「その動きを知った私たち住民が駆けつけて、イチョウの

木を守ろうとしましたが、現場では、バリケードの中に入るのを阻止するために、警備員

（千代田区が神田警察通りの道路工事等の保安業務を委託したシンテイ警備株式会社の従

業員）が多数立ち、伐採に抗議する住民との間で小競り合いになりました」と書いてあっ

て、「救急車が呼ばれ、警備員が救急車に乗せられた様子が目撃されましたが、千代田区

の職員から現場において警備員と区職員が負傷したとの説明は一切ありませんでした」と。

ここのところを、先ほど、まず一つ、４月１１日の時系列を出してねということを言いま

した。それから、その後の４月１２日、ホームページに出したことについて、どうかとい

うことを言いました。これについては、非常に時系列の流れが重要だと思いますし、途中、

神田警察でしたかね、所管の方を５時ぐらいに呼んだけれども、その方も全く障害、そう

いったことが発生しているという認識は全くなかったでしたね。そういうふうなことがち

ょっと時系列が整理される必要があるのかなというふうに思いますので、そのところは突

き合わせをする必要がありますので、私も、岩田委員が言われたように、本当だったら、

ビデオの映像そのものを内々にでも見せてもらいたいなというふうに思っているところで

すけれども。 

 そういう、それと、もう一つのここに書いてある、非常にがたいのしっかりした日給８

万円の警備員さんたちというのが、一体どこの予算から出てきているのかなというのは、
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非常に重要なことでもありますので、予算の積み上げのところは、何のためにそこにどう

いう目的でおられたのか。それで、それは初めてのことなのか、前からそういう体制でや

っているのか。そこも知っておく必要があるので、区民を守るための、あるいは、区民の

ための予算が本当に区民のためにどう使われているのかということを確認するためにも、

ぜひ、そこは出していただきたいというふうに思います。もちろん口頭で言えるならば、

口頭で言ってもらっても構いませんけれども、それ自体は、令和４年の予算と令和５年の

予算は一緒でしょうから、出してもらいたいと思っています。 

 先ほど３点言いましたから、重要な事実なので、お互いにここは感情的にならずに、し

っかりとした共通認識でやる必要があると思いますので、工事一時中止のガイドライン、

あれも出していただきたい。この３点申し上げました。申し上げた理由を、もう一回、再

度説明したということです。 

○印出井環境まちづくり部長 今、様々、資料のご要求がありましたけども。 

○小枝委員 ３点だけです。 

○印出井環境まちづくり部長 一つは、今、この瞬間、ちょっと資料を出すことはできま

せんので、この陳情の審査の取扱いがどうなっていくのか、私のほうではちょっと承知し

ていませんので、今、この瞬間、その資料をお出しするには、相当の時間を要するかなと

いうふうに思います。 

 それから、様々な資料要求の中には、捜査中でお出しできないものもございます。一方

で、既に本会議でご質問いただいた内容の中で、警備員についてはお出しすることが可能

なものもありますけども、今、我々もこの瞬間に用意していないので、ちょっと、その辺

はご指示いただければ、どういう状況になるのかによって対応しますけども、出せないも

のもあるということで、ご承知おきいただければと。 

 それから、あと、1点だけ、ガイドラインの、今回、ご指摘のあった工事の中断の理由

ですけれども、それは例示であって、その場合に、必ず工事を中断しなきゃいけないと、

そういうものではございません。それはそうですし、妨害の理由をつくった当事者が、そ

れをもって中断せよというように言ってくることというのは、我々としては、非常に理不

尽だなというふうに認識しております。ガイドライン自体を出すことはやぶさかではござ

いませんけれども、そういった認識にございます。 

○嶋崎委員長 はい。 

 ほかに質疑はありますか。 

 よろしいですか。 

○林委員 工事の云々じゃなくて、広報課長だけです。せっかく久しぶりなんで。 

 区の基準では、事故となった場合には公表しなくちゃいけないと言ったんですが、これ、

起案した、タイトルを含めて起案した方、文面を。これはどなたになるのか。もうちょっ

と言うと、４月１１日って、僕、選挙の直前だったんで、あんまり記憶ないんですけど、

この午前４時から１２日のアップするまでの間、どういう出来事があったのかというのを

説明していただきたいんです。 

○嶋崎委員長 それはこっちだよ。それは広報課長じゃなくて、事実関係のところで。聞

いているか。 

○須貝基盤整備計画担当課長 はい。 
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○嶋崎委員長 それ、今のやり取りのところで、答えてください。広報広聴課長は、それ

を受けての話だと思うから。事実確認。時系列。 

○林委員 ホームページのだけでしょ、この陳情って。文面の。 

○須貝基盤整備計画担当課長 理由は先ほどのとおりなんですけども、４月１２日に体当

たりなど、暴力的な妨害行為を受けた職員、それを目撃した職員から聞き取りを行い、事

実確認の上、関係部の確認を経て、広報広聴課にて掲載をいたしました。 

○林委員 ごめんなさいね、起案した人は誰ですかと聞いているんですよ。 

○嶋崎委員長 起案した人。 

○林委員 何時何分にって。 

○嶋崎委員長 それはどこで。 

○林委員 内部の事務執行でしょう。 

○林広報広聴課長 委員長からもありましたが、最終段階で、原稿が、具体的な話ですけ

ども、原稿が回ってきたのが１２日の１７時過ぎだったかと思います。広報で把握してい

るのは、そこまでです。 

○林委員 文書を起案したのは誰ですか。タイトルを含めて。 

○嶋崎委員長 それ、だから、何だっけ。 

○林委員 １回聞いたら、ちゃんとやってよ。 

○嶋崎委員長 環境まちづくりのほうから広報課に出したのか。どこが起案したんですか

と。 

 何も情報提供しないのに、出すわけないんだから、起案したのは誰なんですかという。

難しい話じゃない。 

○印出井環境まちづくり部長 通常の文書の起案というプロセスではなくて、我々のほう

で、先ほど申し上げたように、４月１１日の事件、事故の情報の報告書などを作成し、関

係する所管、政策経営部や、そういうところと協議をしながら、文章のたたき台を作って、

それを広報広聴課のほうに掲載を依頼し、広報広聴課のほうは、通常のホームページの掲

載のプロセスの中での簡易決裁というんですか。そういうものを経て、ホームページに掲

載をしたというような状況でございます。 

○林委員 だから、ですから、１１日の４時に事故があったと。これは基準に該当すると

いうわけですよね。１２日の１７時までの間に、どなたかがタイトルと文面を起案して、

広報広聴課に出さないといけないわけで、それを起案した人は誰なんですかという単純な

話なんですよ。 

○嶋崎委員長 それは、環まちでやったんでしょ。環まちが情報提供しなければ、広報は

それを受けられないわけでしょ。それを誰がどうしたのかということを聞いている。 

○印出井環境まちづくり部長 もちろん、先ほどご答弁申し上げましたとおり、当日の状

況等については、政策経営部等のほうに情報提供し、関係部で、政策経営部のほうで調整

しながら、最終的に、そこで成案をつくって、ホームページの掲載に至ったというところ

です。私のほうでは、当然、リソースは――リソースじゃない、手元にある事件、事故の

報告書などの情報提供をしながら、連携してつくっていったというところです。 

○嶋崎委員長 環まちがでやったということ。 

○林委員 政策経営部。（発言する者あり）それ、どっちなの。 
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○印出井環境まちづくり部長 そのように理解し――最終的な事故の、何ですかね、掲載

の分は政策経営部というふうに理解していますけれども。 

○林委員 そう。政策経営部だったら、これ以上はもう広報広聴課長にしか聞けないんだ

けども、政策経営部で起案ができたと、文面の。で、１点、すごく気になるところで、事

故については、広く区民や関係者に知らしめなくちゃいけないと分かるんだけど、タイト

ルの暴力行為というワーディングなんですね。ここは、内部で基準で、どれが暴力行為で、

事故なのか、暴力行為なのかというタイトル面で出す表現の世界ですよね。新聞で暴力行

為と出すと、かなりひどい形になると。当然、政策経営部だから、法規も入られているん

でしょうから、法律等々の照らした、事故でなく、暴力行為というタイトルをしたこの起

案者というのは誰になるんですかね。いい、悪いを言っているんじゃなくて、事実経過を

確認したいんですよ。 

○林広報広聴課長 タイトル、文面を含めて、４月１２日、広報に届いたものを環境まち

づくり部、政策経営部長、協議していることは承知していましたので、広報に最終的に回

ってきた文面は政策経営部長から回ってまいりました。両部で協議したものについて正と

して掲載しました。 

○林委員 だから基準を聞いているんだけど。最終的に政策経営部長から回ってきた。そ

れはそうなんでしょうね。で、課長のほうは部長決裁が下りているからいいんだけど、や

っぱり事務執行だから、何らかの文案を起案して、こんな文章で大丈夫かと、法規に名誉

毀損に当たらないかどうかも確認して、事実と異なるのかを確認した上で起案した文書は

出すわけですよね。その上で、暴力行為というワーディングが区のホームページの中では

かなり、内容は別ですよ、事実行為としていいんだけど、タイトルとしてはかなり刺激的

な表現方法だし、あんまり行政としては使わない表現なのをどうしてタイトルで出したの

か、どなたが起案されたのかというのだけをちょっと確認だけしたいんですよ、いい悪い

は別として。内部で基準があるんだったら、こういう基準が暴力行為だから掲載しました

でいいんですけれども、内容じゃないですよ、タイトルと起案と政策経営部長が必要だっ

たらそちらに確認しなくちゃいけないんですけれども。 

○印出井環境まちづくり部長 先ほど、冒頭ですか、ご答弁でご説明申し上げましたとお

り、具体に体当たりを受けた職員、それから目撃をした職員、胸ぐらつかみなどの行為を

目撃した職員、そういったものを総合して、我々として報告の中でそういった行為が暴力

的な妨害行為、通常の抗議行為ではなくて、暴力的な妨害行為があったということを含め

てご報告する中で、最終的に協議の結果そういう表現になったものというふうに認識して

おります。 

○林委員 基準について確認しているんですけど、もう一回。 

○嶋崎委員長 林委員。 

○林委員 じゃあ最後ですよ。今、部長が言ったように、普通行政用語だったら暴力的行

為とかあやふやにやっぱりするわけですよ。断定的、基本的に行政はあんまりしないです

よね。で、メディアのほうも、あんまり報道機関も暴力行為というと、それはもう暴力だ

から刑法にダイレクトで引っかかる行為だから、的とか、いろんな表現やって、文面の中

に入れるタイトルには基本的にはあんまり使わない表現だなとは思うんですね。これをタ

イトルを起案した人はどなたになって、内部のホームページの掲載基準のほうではどうな
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んだろうって、要は刑法に触れるかどうかのことを区が警察権の範疇じゃないところで出

してしまうというのはどうなんだろうと。口で言うのは、僕らはいいですよ。それは暴力

だろうとか、何とかと言うんですけれども、行政のところで、暴力的行為とかというのを

入れなかった、この事実経過とは何だったんだろうなと。そこまで精査していないんだっ

たら精査していないで結構ですし、陳情で上がってきちゃった。陳情者が出していただい

ているものですから、事実確認だけさせていただければ。 

○印出井環境まちづくり部長 繰り返しになりますけれども、１２日の掲載内容の中に、

暴力的行為、表題の暴力行為になっていますが、我々としては、明確に体当たりで人を転

倒させると、それから胸ぐらをつかむという行為は社会通念上暴力行為だろうということ

を含めて報告し、庁内で共有してこういう表題になったというふうに認識しております。 

○林委員 起案は。 

○印出井環境まちづくり部長 先ほど申し上げたとおり、そういう形で表現を固めて、あ

とは掲載の起案というのは、多分ホームページの簡易決裁の手続の中で政経部のほうで取

られたものというふうに認識しております。 

○林委員 分かっているかな、起案と掲載基準について聞いているんだけど。 

○嶋崎委員長 それは広報課長なの。（「そうだよ」と呼ぶ者あり） 

○林広報広聴課長 具体的な文言の掲載基準は記されていないという認識です。ただ、今

回ホームページへの掲載を決裁する決裁権限は通常私にございますので、ただ、この経緯

に関しては、環境まちづくり部と政策経営部が協議の上決定した、イコール、区の決定だ

ということで私のほうで掲載しました。それを否定することはできません。 

○林委員 否定しなくていいんですけど、起案だけ言ってもらえれば。 

○林広報広聴課長 起案者は私には確認できません。すみません。 

○嶋崎委員長 いいですか。 

○林委員 はい。 

○嶋崎委員長 はい。ほかにありますか。 

○岩佐委員 守る会さんのほうでも、ＳＮＳのほうでその当時の動画がアップされていた

と思うんですけれども、そちらは公開されたものなので、そちらは１回みんなで検証する

ことというのは可能なんじゃないでしょうか。 

○嶋崎委員長 それは個人的なツイッターとかそういう話。 

○岩佐委員 そうですけど、一般にもうインターネットで普通に。あ、すみません。 

○嶋崎委員長 岩佐委員。 

○岩佐委員 私も普通に検索して出てきた動画があったんですけれども、ちょっと今この

タイミングでアップされているか分からないんですけれども、その当時の現場の状況が、

あと音声も入っていまして、それを見られた方が何人かいらっしゃって、それは公開され

ているのかな。ちょっと公開されているかどうかを確認します。 

○印出井環境まちづくり部長 ツイッター等のアカウントなので、真実が誰のアカウント

なのかということが分からない中で、私のほうで確認をしたのは、先ほど申し上げた、現

場でももちろん職員が確認しているんですけども、胸ぐらをつかむような、そういった動

画は確認はしています。そういったものの保管等については我々としては行っておりませ

んので、捜査等の中でどういう対応をされているのかということについては、申し訳ござ
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いませんけれども、承知はしてございません。 

○嶋崎委員長 はい。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 それで、取扱いなんですが、先ほど部長も答弁の中で、小枝委員から資料

要求が出ました。これは今日のところでそろえられるの。 

○印出井環境まちづくり部長 ちょっとお時間を頂いて…… 

○嶋崎委員長 どのぐらいですか。 

○印出井環境まちづくり部長 ただ、すみません。職員がいないので、もしかしたらちょ

っと今日は無理かもというふうに認識をしています。 

○嶋崎委員長 無理。無理ということは、これがどうしても必要だということで小枝委員

がおっしゃるんであれば、私が言うのはおかしいんだけど、継続になるのかなというふう

には思うんですけれども、どうですか。何かご意見がある方は言ってください。いや、小

枝委員はいいよ、もう資料要求しているんだから、それ以上でもなければそれ以下でもな

いんだから、ほかの委員さんで取扱い含めて何かあれば言っていただければありがたい。 

 岩田委員。 

○岩田委員 私が先ほど言った区民のほうにもけが人がいるぞ、でも区は認識していない

よ、そういうところももうちょっと精査していただく必要があると思いますので、継続で

お願いしたいと思います。 

○嶋崎委員長 はい。継続ということなんですが、いかがいたしましょうか。（発言する

者あり） 

 じゃあ、先ほどの小枝委員の資料要求は受けていただく、継続にしますから、（「はい」

と呼ぶ者あり）それで作ってください。 

 いいですか。はい、どうぞ。 

○印出井環境まちづくり部長 すみません。ちょっとこの時間なので当日用意できなくて。

ただ１点、先ほど申し上げましとおり、捜査とか訴訟に関わる部分もあるかなというふう

に思いますので、その影響が少ない範囲の中でご対応させていただければと思います。 

○嶋崎委員長 いいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 それでは、この神田警察通りに関しましては２件とも継続の取扱いとさせ

ていただきます。 

 続けますよ。次に……。（「休憩してください」と呼ぶ者あり） 

 休憩します。ごめんなさい。お疲れさま。ありがとうございました。 

午後５時５５分休憩 

午後５時５９分再開 

○嶋崎委員長 委員会を再開いたします。 

 次の陳情審査に入ります。 

 送付５－１７、六番町偶数番地建築物等の高さ制限を含む地区計画（素案）に反対及び

策定方法に関する陳情でございます。陳情書の朗読は省略させていただきます。 

 執行機関から何か情報提供ありますか。 

○江原地域まちづくり課長 六番町偶数番地地区の送付５－１７陳情書に対する区の見解
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についてご説明をさせていただければと思います。環境まちづくり部参考資料３をご覧く

ださい。 

 六番町偶数番地地区では、平成３０年３月に住民有志の方々から、高さを抑制をして中

高層の落ち着いた街並みを守っていくことを位置づける地区計画の案が区に提出されたこ

とを受けて、それ以降、約４年間にわたり地権者の方々を対象とした意見交換会、アンケ

ート調査等を重ねてまいりました。 

 様々なご意見がある中、資料に記載してございますけども、制限高さですとか、特例の

追記等、もろもろの調整を経て、令和４年１２月に実施した意見交換会において、これま

で調整してきた案を地区計画素案として束ね、以降、都市計画手続に入っていくことにつ

いて確認をさせていただいたところでございます。この間の経緯につきましては、環境・

まちづくり特別委員会のほうにもご報告を都度させていただいたところでございます。 

 そして地区計画素案について、全ての地権者の方々にも配付をさせていただき、周知を

図った上で、令和５年３月の都市計画審議会において報告をさせていただいて、現在、都

市計画手続に着手をしているというところでございます。 

 区といたしましては、十分な時間をかけて地区計画の内容について変更を重ねながら地

域への合意形成を行い、現時点においておおむねの合意が得られているものと認識をして

おります。これまでの長年のこういった検討経緯等もご考慮いただきご理解を賜ればと考

えているところでございます。 

 なお、区のホームページにも掲載しておりますけども、当地区につきましては６月３０

日から７月１４日の間で都市計画法第１７条に基づく都市計画案の縦覧を実施しており、

本縦覧の意見書の状況も合わせて、７月２５日に予定されている都市計画審議会にてご審

議いただく予定をしておるところでございます。 

 説明は以上になります。 

○嶋崎委員長 はい。執行機関の説明を頂きました。既にもうこれ都計審のほうに回って

いる、回すか、回す案件だよね、になっていますから、そこも踏まえてご意見があれば伺

いたいし、質疑があれば伺いたいと思いますけど、いかがでしょうか。 

○桜井委員 ただいま委員長からもお話がございました、地域の合意形成ができて、十分

な時間をかけて現在に至っていると。１７条に入っているという、そういったご説明でご

ざいます。長年にわたって区のほうも中に入って協議をしていただいているということで、

大変ご苦労さまでございました。そういうことで都市計画手続に今後入っていくという、

入っているのかというようなことなんでございますけども、ただ、千代田区全区を見ても、

非常に経年をしている、要は古いマンションというのがだんだん増えてきているという現

状もございます。で、この麹町地区においても非常に築年数がたっているマンションも随

分増えてきているわけでございまして、この麹町地区において、耐震基準が昭和５６年、

１９８１年にあったわけですけど、これ以前のマンションがどのぐらいあると認識してい

るのか、そこら辺をちょっと執行機関のほうにまず聞きたいんですが、いかがですか。 

○江原地域まちづくり課長 今ご質問いただきました分譲マンション、どれぐらい棟数が

あるのかと。ちょっと手元にある資料で、平成３０年まちみらい千代田が実施しました

「分譲マンション実態調査」のデータに基づきますと、麹町・番町地域全体で１９１棟あ

るという中で、旧耐震、いわゆる昭和５６年以前に建てられたマンションが８３棟という
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ところで、半数弱というところが旧耐震というところで認識をしているところでございま

す。 

○桜井委員 非常に、この旧耐震ということになると、築年数が４２年になりますよね。

で、４２年となると大規模修繕も経験をされているところがほとんどでしょうし、また今

後についてもいろいろな形で手を加えなければいけない。または大規模修繕でなくて建て

替えをしなければいけないといったようなところも出てくるんだろうと思います。そうい

う中で、千代田区では、よく予算書なんかにも書いてありますけど、この千代田区に住ん

でいてよかったとか、千代田区に住み続けたい、住み働き続けたいとかいう言葉というの

はよく見かけますよね。そういう流れの中で、今回、約半数のマンションが耐震基準、新

耐震以前のマンションだということを考えたときに、果たしてこれから大丈夫なんだろう

かという心配になると思うんですね。これは私だけじゃないと思うんですけども、そこら

辺の区としての見解というか、どのようにそういうものを捉えているのか、お聞かせいた

だけますか。 

○江原地域まちづくり課長 今ご意見いただきました老朽化マンションの今後の対策とい

うところかなというふうに認識をしております。で、先ほど申し上げた約半数近く、旧耐

震というのはあくまで建設をされた時期でございますので、一部耐震改修をされている棟

もあるかなと思うんですけど、それにしても多くのマンションが結構経年劣化してきてい

るところもあるという状況でございます。今回、六番町偶数番地地区もそうなんですけど

も、考え方としては、この地区でも議論されてきたことは、高質な住環境を守って地域の

価値を維持向上していこうというふうなものと認識をしております。あくまで老朽マンシ

ョン対策、定められたそういった地区計画の高さを含めたそういう規制の中でどのような

ことをできるかを検討したり、区として支援したりするものかなというふうに考えておる

ところでございますが、一つは、耐震化促進関連の補助事業などの活用も含めて、区とし

てきちっと周知をした上で総合的に支援をしていくというのが一つあるかなと思います。

もう一つは、こういった住環境を高質なものを維持していくというところで、全体のエリ

アブランディングといいますか、そのマンションの建て替えを成立させるのはやはり事業

性というところも出てきますので、その辺りをここのエリアの特色を生かして、そういっ

た高質な住環境というものをもって価値を上げていくというところで、そういったマンシ

ョンの建て替えの促進をしていくという、そういったアプローチもあるのかなというふう

なところも考えているところでございます。いずれにいたしましても、政策課題として重

要な課題でございますので、所管課も含めて、きちっと区としてそれはそれで対応してい

くべきかなというふうに考えております。 

○桜井委員 ありがとうございます。 

 今回、地区計画ということで、私は反対しているわけではありません。こういうすばら

しい住環境をつくっていくためにということでの今ご答弁もありました。全くそのとおり

だと思います。どうしても古いマンションが建て替えをするときに頼ってしまうのは、デ

ベロッパーに資金的な援助をしてもらうといったような、そういう計画に走りがちなんで

すよね。そうすると気がついてみたら、まちが古くから住んでいる方たちはそこに住めな

いで、デベロッパーが中心となったまちになってくるというようなことが今までほかのと

ころでも散見されるわけです。そういう中で、先ほど、この前に課長からご答弁を頂きま
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したけども、やはり千代田区として、この住み続けられるまちをつくるためにはどうした

らいいのかというのは、これはまずはまちづくりの部隊が考えていかなければいけない、

そういうことだと思います。大変大切なことだと思いますので、ぜひこういうことを課題

として受け止めていただいて、今後も引き続き検討を続けてもらいたいというふうに思い

ますけど、いかがでしょうか。 

○加島まちづくり担当部長 すみません。まさに区内のマンションの建て替えというのは、

今もそうですけれども今後も大きな課題だというふうに認識はしております。自分たちの

マンションをどのような手順で建て替えていくかというところというのは、正直なところ

早くから検討をしないと、なかなか老朽化が進んだ場合に、どうしようかといったことに

なると、どうも先が見えてこないということになってくると思うんですね。やはり自分た

ちの今のマンションをそのままの規模だとか高さだとかも含めて同じようなものを建てる

ということは物理上可能だとは思うんですけれども、実際に建て替えるとなると、解体だ

とか、そういった新築工事だとかという形になると、やっぱり経費だとかもかかってまい

りますので、そういったところを考えると、今は多少諸制度を使ってデベロッパーが入っ

てという形も取られてしまっているのかなといったようなところで、そこは一つの手段と

してはあるのかなというふうには認識はしております。そういったものを踏まえて課題を

検討していかなきゃいけないかなというふうな認識でございます。 

 この六番町につきましては、奇数番地の方々も含め、そういった自分たちの建て替えだ

とかを想定した中で、自分たちの皆様がご提案してきたということだと思いますので、区

としては、やはりそこは尊重させていただいて、このまま進めていくのがいいのではない

かなというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 

○桜井委員 はい。 

○嶋崎委員長 よろしいですか。 

 ほかに。 

○岩田委員 この陳情の趣旨を見ると、何か結構すごい厳しい言葉が並んでいると思うん

です。２段落目の１行目、一部の地権者の要求によってとか、その後ろも強引に地区計画

を決定しようとか、その３行下は地権者、住民の合意形成なしに地区計画を決定するとい

うような結構すごい言葉が書いてあるんですけど、ほかの再開発はともかく、ここは僕は

そうではないという認識なんですけども、例えば、その陳情対象のこの地区計画素案は、

地区計画賛成の方も限界まで譲歩した結果で、かつ陳情者二人、そして千代田区地区計画

賛成派同席の上で一度合意したものだと。区の進め方は決して強引なやり方ではないとい

う認識なんですけど、そこはどうでしょうか。 

○江原地域まちづくり課長 今、岩田委員がおっしゃられるとおりかなと思っておりまし

て、冒頭で見解を述べさせていただいたとおり、約４年間、ご提案いただいた高さ設定よ

りも、我々もちょっと区のほうでシミュレーションとかもして、若干高さを高く逆にした

りとか、あらゆる調整をしてきた経緯がございますので、合意形成として長年かけて丁寧

にいろいろ我慢していただくとか、我慢していただきながらというところも重ねながらや

ってきたというふうに認識をしているところでございます。 

○岩田委員 個々の住宅の救済のために地区の価値が毀損されるべきじゃないと私も思っ

ています。なので、そのためにも地区計画というのは必要不可欠だと思っております。こ



令和 5年 7月 7日 環境まちづくり委員会（未定稿） 

 ５６ 

れは私の意見でございますので。 

○嶋崎委員長 ほかにありますか。 

○林委員 陳情審査なんで、４段落目ですか、マンション建替え円滑化法、ここの今回出

されている地区計画が制限、制約になると懸念されていますと陳情者の方が述べられてい

るんですが、これはどういうことを意味し、実際、制約等々あるのかないのかを含めてお

答えください。 

○江原地域まちづくり課長 マンション建替え円滑化法の中で、要は容積率の緩和が規定

をされているところなんですけども、大きな緩和を得られて高さが制限で切られていると

いうところで、増した分の容積率の分の床を売って、それを事業費にというところのマン

ション建て替えの事業性成立が非常に厳しくなってくるんじゃないかというようなコメン

トかなというふうに考えております。これにつきましても、ちょっといろいろな考え方が

あるかなというところでございますが、エリア全体、地区全体としては、そういった高質

な住環境と地域の価値を維持向上というところでご議論いただいたものを地区計画の案と

していただいているところでございますので、その辺りの質を取って、エリアとしての価

値を高めていくことでマンション建て替えというところも合わせてやっていくというよう

なアプローチなのか。それとも、同様に、再開発事業のように、容積率をかなり増進をさ

せて、床を多く設けることで成立をさせていくのかというようなアプローチのところはあ

るんですけども、先ほど来申し上げているとおり、合意形成の過程の中で、ここは地区計

画の素案にあるような形でエリアを位置づけていこうというところが地権者の方々のおお

むねの意思なのかなというふうに認識をしているところでございます。 

○林委員 分かりました。首都の高台をどのような価値を創出していくのかというのは、

これはもう地権者の方の皆さんの話合いで、私有財産ですから、あれこれとやかく言う必

要はないんですけど、まあ、そんなに価値自体が、床面積とか容積は多少あるかもしれな

いけれども、単価、土地の価格、首都の高台の希少価値というところは大きいままだから

大丈夫だと。 

 次に、その二つ下のところの７５人ですとか６４人ですとか、要はこの地区計画に反対

を表明している人がいるというのがこの陳情書に述べられているんですけど、一つが、こ

の六番町の当該偶数番地のエリアの地権者、要は地区計画に関わる構成人数、もう一つが、

縦覧時、１６条の公告・縦覧時の意見というのが、総数どれぐらいがあったのかと、要は

比較なわけですので、そこの詳細についてお答えください。 

○江原地域まちづくり課長 今回、六番町偶数番地地区、土地建物所有者で、すみません、

５５１名という形で、先ほど来抵当権とかの権利者の話がございましたけれども、１６条

の説明会なり、こういった素案の送付というのは、この地区においての土地建物所有者の

方、この５５１名に対してさせていただいているところでございます。意見書としては、

――ちょっと休憩いただいていいですか。 

○嶋崎委員長 休憩します。 

午後６時１７分休憩 

午後６時１８分再開 

○嶋崎委員長 再開します。 

 答弁からどうぞ。担当課長。 
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○江原地域まちづくり課長 六番町偶数番地地区、１６条意見書のほうは、総数で１３５

件頂いております。反対として７３件、賛成として６１件、ちょっと、どちらとも取れな

いというのが１件というような状況でございます。 

○嶋崎委員長 林委員。 

○林委員 そうすると、なかなかこう、１３５件が多いのか少ないのかは別として、賛成

の方、反対の方もやっぱり多かった。もうここでは６４人と書いてあるけれども、多かっ

たと。ここをどういうふうに考えられるんですか。４年間の長きにわたって区役所の職員

の方がまちに入られていろいろ考えられてきて、その結果こういった陳情も出てこられた

り、反対の意見もあるというのは、どういうふうに受け止めておられるのか。 

○江原地域まちづくり課長 先ほど件数を申し上げましたけども、何ていうんですかね、

分布といいますか、反対については、結構一つのマンションに集中をしていたりとか、賛

成についてはいろんな広範囲で出てきているという中で、まちの各所でのエリアの中での

分布としては、全体的に網羅的に賛成の意見が出てきているのかなというような認識を持

っているところでございます。 

○林委員 そうすると、面積というか、もうマンションになると難しいんですけども、面

積割合でまたじゃ変わってくるんですかね。土地所有者の地権者の方の賛成と反対の件数

と、パーセントって、さっき外神田でもあったような形で、それはどういう感覚で受け取

られて進められようとされているのか。 

○江原地域まちづくり課長 すみません。ちょっと正確な土地の地積までは合計数は今手

元にないんですけども、認識としては、９０％以上の、面積ベースでいくとですね。賛成

意見を頂いたところ、ちょっとこのプロットが正しいのかどうかというのはあるんですけ

れども、１６条の分析としてですね。ご意見として内容をお伺いするものなのでというの

はあるんですけども、土地の面積上というところでいくと９０％以上ぐらいは賛成のご意

見なのかなという認識を持っております。 

○林委員 これが最後ね。あと、あまりいいたとえじゃないんですけど、さっきずっとや

っていた外神田一丁目もブロックで外して、万世橋出張所の。こういう地区計画で地価が

大変高い首都の高台のところで、一つのマンション棟が嫌だと言ったときに、外れるとい

うのはテクニカル的にできるんですか。それとも地区計画だからやっぱり面できっちりと

偶数番地を数値も含めて、みんなで合意していこうねというところにやっていくのか。私

有財産の話になってくるんで難しいとは思うんですけれども、どういうお考えで、都市計

画審議会にかけられるんだったら、当然その辺も答えは準備されていると思うんで、ぜひ。 

○加島まちづくり担当部長 あくまでも地区計画なので敷地単位ということではありませ

んので、やはり面的に考えるのが地区計画の趣旨なのかなというふうな認識でございます。 

○嶋崎委員長 はやお委員。 

○はやお委員 もう端的に。ここのところについては地区計画がかかっていなかったから

網がかかっていないで、高さがかかっていないということなんですが、こういう陳情が出

てきているということからね、普通であると、まず一つ質問が、当然のごとく建築基準法

の一番大切な容積、この高さがあれば一応満ぱんに取れるということかどうかということ。

容積率ね、床が取れるのかどうかということと。それと、私も、ほら、都市計画審議会の

メンバーなんで、いいよとか悪いよといったときに、ちょっと確認だけ。それと、例のこ
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このところは雙葉、言っちゃいけないんだ、進学校の女子中高があったところの、例のい

ろいろな問題があった地域であるかということと、それとあと、当然網がかかっていない

から、もし網をかけたときに、既存不適格な建物というのが発生するのかどうか、ちょっ

とその点のところをお答えいただきたい。 

○江原地域まちづくり課長 まず１点目でございますが、容積率につきましては、今の指

定容積率が標準画地できちっと消化できるかというところは、各エリアの高さ設定で大丈

夫かどうかというシミュレーションをして検証しています。実は、もう少し、すみません、

ちょっと高さの設定の絵がなくて恐縮なんですけども、今の地区計画素案よりももっと低

い形で地区計画の案は出てまいったんですが、そこで標準画地で容積のシミュレーション

をしたところ、ちょっとこの高さでは消化が難しいのかなというところがあって、区のた

たき台として少し高さを増した形で案を改めているというところがございます。ですので、

そういった検証をしているというところでございます。 

 教育機関も中にはあるという中で、番町小もございます。その辺りももちろん合意形成

というところではちゃんとお話をさせていただいたというところと、あと、区の小学校に

つきましても、関連する部門たちと共有をした上で、ちゃんとこの後更新もそういった形

でできるのかというところも含めて、一応共有をしているというところでございます。 

 あと１点何だったっけ、すみません、既存不適格建物の二つ目のご質問だったかと思う

んですけども、実は、今回この偶数番地地区の中で、高さ５０メートルを超えてくるよう

なマンションが建設をされたというところで、これ以上そういうことがあっては困るとい

うところで住民有志の方々から提案を頂いたというきっかけがございます。既に建ってい

る５０メートルを超えるマンションにつきましては、今後、建て替え時の同規模の高さを

認めるという特例をつけさせていただいております。そこにつきましては、既にあるとい

うところで、そこの高さまでは認めるというところで、その当該マンション方々にもご納

得を頂いて、そういった設定、特例をつけたというところでございます。 

○はやお委員 最後一つだけ。 

 じゃあ、もう一度外一の話をするわけじゃないですけれども、十分に住民のほうからの

いろいろ有志の方からも出した中でも少し積み上げました。で、既存不適格はあるけれど

も、そこの建て替えもいいですよということについては住民の方々は了承は得ているとい

うことでいいわけですね。そこだけもう一度。そうすれば粛々淡々とやります。ちょっと

そこをお答えいただきたい。 

○江原地域まちづくり課長 おっしゃるとおり、当該マンションの方々に了承を得ている

と。現状と同規模の建て替えが可能な環境というのを担保することであれば、全体として

こういった地区計画素案でもよかろうというような形でお話をさせていただいているとこ

ろでございます。 

○はやお委員 はい。結構です。 

○嶋崎委員長 はい。ほか、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 それでは、取扱いをいかがいたしましょうか。ご意見を下さい。 

 そんなお見合いになっちゃって、誰か言ってくれないと、ほかのところではみんなべら

べらしゃべるんだからさ。（発言する者あり）ないの。 
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 じゃあ、委員長としてという話にしちゃっていいんですか、委員さんのほうがないとい

うことは。取扱いを何とかしなくちゃいけないからこれ、私のほうから提案させていただ

くということでよければ提案しますよ。うんじゃなくて、はっきりしてくれよ。 

 じゃあ、いずれにしても、かなり長きにわたって住民の皆さんが合意形成に向けて審議

をしてきていただいたというふうに認識をいたしております。結果、たたき台を区がつく

って、それをおおむね合意ができたというところで都市計画手続に進んだんだろうという

ふうに思いますので、いずれにしても、これ地域の合意形成がきちっとなされて何ぼのも

のだというふうに思いますんで、いずれにしても都計審は都計審として、それで提案をさ

れているんだろうけれども、地域にとってはご不安がないようにきちっとお話をしていた

だくようなことを丁寧に執行機関も引き続きやっていただくというところでお返しをさせ

ていただくということで、議事録をもってね、お返しをさせていただくということでよろ

しいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 はい。それでは、そのようにさせていただきます。 

 すみません。この時間なんでどんどんやっちゃいますよ。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 次の陳情審査に入ります。二番町地区まちづくり、送付５－１８、１９、

２１から２６、３１の９件、一括して審査をいたします。陳情書の朗読は同じように省略

をさせていただきます。 

 執行機関から何か情報提供があれば下さい。 

○榊原麹町地域まちづくり担当課長 それでは、二番町地区地区計画の変更に関する陳情

に関しまして、区の見解についてご報告をいたします。恐れ入りますが、環境まちづくり

部参考資料４をご覧ください。 

 今回、６月１３日から７月５日までの間に全９件の陳情を頂いております。こちらの資

料には、各陳情の件名と内容を整理した概要のほか、項目ごとに整理区分、回答を記載し

ております。なお、整理区分という項目については、全部で四つ今回は記載をしておりま

して、それぞれどのような観点で整理をしたかということについては、資料欄外のほうに

補足をさせていただきました。 

 今回は一番右の回答欄の各項目に対応する区の見解を示しておりますので、それぞれ簡

単に回答の概要についてご報告をいたします。 

 まず、送付５－１８の陳情についてです。項目の１番につきましては、３月３０日に開

催をした都市計画審議会におきまして、各委員の皆様から、学識経験者の委員による専門

的な見地からの検討を求める意見がございました。それを踏まえまして、区では二番町地

区の地区計画の変更に係る専門家会議という会議体を設置しております。こちらの専門家

会議ですが、既に６月６日に第１回を開催しておりまして、今後７月１０日に第２回の開

催を予定しております。前回６月６日の第１回の会議の際ですが、検討項目の一つとなり

ましたのが都市計画手続についてでした。都市計画案を変更した場合は手続を最初からや

り直すということがこの会議体の中で確認されておりまして、区としては、今後それが確

定した際に、その方針にのっとった対応を考えております。今後の都市計画審議会におき

まして、最終的な専門家会議の方針を示していただけるものというふうに区としては考え
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ておりまして、そうなった場合、その後に改めて都市計画手続を再度行うということも考

えられる中、現時点で以前の計画手続における意見募集に関する情報を公表するというこ

とに関しては考えておりません。 

 以下の陳情におきましても、この中のハイフンで整理区分を記載したものに関しては同

様の考えに基づき回答をさせていただいております。 

 ２番についてなんですが、都市計画手続を通じて今後も様々な立場の方からご意見を伺

ってまいりたいというふうに思っております。また、まちづくり協議会の開催等を通じま

して、ご指摘があったとおり、事業者だけではなく、区民や有識者など、様々な方のご意

見を伺うよう努めてまいりたいというふうに考えております。 

 ３番につきましては、今後の手続における参考とさせていただければというふうに考え

ております。 

 続いて、送付５－１９の陳情についてです。まず、こちら２番についてですが、類似し

た陳情があった際に、こちらに記載のとおり回答させていただいておりまして、こちら１

番の陳情についても同様に考えております。 

 ３番につきましては、現在、専門家会議には都計審における各委員からのご意見を踏ま

えまして、その都計審の際に挙げられた検討項目の議論、こちらをお願いをしているとこ

ろでございます。 

 続きまして、送付５－２１の陳情についてです。こちら５番については類似の陳情があ

った際に、こちらの資料に記載のとおり回答をさせていただいております。その他の項目

については、今後の手続の参考とさせていただければというふうに考えております。 

 続いて、送付５－２２の陳情についてです。１番につきましては、類似の陳情があった

際に記載のとおり回答をさせていただいております。 

 ２番については、先ほどご報告をした内容と重なりますが、専門家会議の方針にのっと

り、計画案が今後変更となった場合については、改めて手続を行うということを考えてお

ります。 

 ３番は、今後の手続の参考とさせていただければというふうに考えております。 

 続いて、送付５－２３の陳情についてです。こちらの内容についてですが、区議会に対

する要望というふうにお見受けしておりまして、３月３日の特別委員会における集約を引

用した形で回答欄に記載をしております。 

 続いて、送付５－２４の陳情に関してです。こちらの１番につきましては、ただいまご

説明した内容と同様の対応とさせていただきました。 

 ２番に関してですが、議会に対する要望ではあるものの、本計画に関する見解を求める

という内容とは異なるのではというふうに考えまして、記載のとおり、区が判断するもの

ではないという回答をさせていただいております。 

 続いて、送付の５－２５の陳情についてです。現時点におきまして区が影響調査を行う

ということについては考えておりませんが、専門家会議の意見を踏まえまして、もし計画

案が見直しというふうになる場合については、こちらは以前の調査とは前提が変わってく

るため、事業者に対しては改めて影響調査を実施するよう、区からの指導を行いたいとい

うふうに考えております。 

 続いて、送付５－２６の陳情に関してです。こちらについては、一つ目の陳情への回答
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の考え方と同じ取扱いを考えております。 

 最後に、送付の５－３１の陳情に関してです。こちらは今後の手続における参考とさせ

ていただければというふうに考えております。 

 こちらからのご説明は以上です。 

○嶋崎委員長 はい。ちょっとお諮りをしたいんですが、現在ご案内のように都市計画審

議会において学識経験者の先生方にこの案件につきましていろいろとお願いをしてござい

ます。で、もう１回終わったんだっけ。 

○榊原麹町地域まちづくり担当課長 はい。 

○嶋崎委員長 １回目が終わって２回目に入るんだよね、いつやるの。 

○榊原麹町地域まちづくり担当課長 ７月１０日です。 

○嶋崎委員長 ７月の１０日に２回目の会議体が持たれるそうです。ここにも全部が全部

ではありませんけれども、都計審の学経の先生方の専門的な見地からということも書かれ

ておりますので、できれば、この２５日が都市計画審議会を予定しておりまして、この案

件はないんだよね、今回はね。どこら辺まで、そこをちょっと教えてください。２５日の

ところはどういう形になるのか。 

○榊原麹町地域まちづくり担当課長 失礼しました。７月２５日に予定されている都市計

画審議会における取扱いに関してですが、こちらまだ確定はしていないんですけれども、

専門家会議の中で意見が集約されたようであれば、こちらの７月２５日の都市計画審議会

において集約された内容についての報告をいたしたいというふうに考えております。 

○嶋崎委員長 はい。審議案件ではなくて報告案件ということですね。 

○榊原麹町地域まちづくり担当課長 はい。おっしゃるとおりです。 

○嶋崎委員長 ということなんで、それを受けて我々もこの陳情については少し審査をし

たほうがいいだろうというふうに委員長としては判断をいたしました。 

 お諮りをいたしますけれども、そのようにさせていただいてよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 はい。それでは、これに関しましては、その都市計画審議会の結果を待っ

て次回の審査に当たらせていただきたい。継続ということでお諮りをさせていただきたい

と思いますけれども、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 はい。それでは、そのようにさせていただきます。 

 それで、申し訳ございません。戻らせてください。 

 あ、ごめんなさい。休憩します。 

午後６時３７分休憩 

午後６時３７分再開 

○嶋崎委員長 委員会を再開します。 

 先ほどの外神田一丁目の陳情に関しまして、それぞれいろいろとご議論を頂き、そして

ご意見も頂きました。私のほうでまとめさせていただいたところがございますので、継続

にするもの、それと丁寧に議事録をつけてお返しするものの整理ができましたので、読み

上げさせていただきまして、よろしければそのようにさせていただきますけれども、よろ

しゅうございますか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 はい。それでは、整理をいたしましたものを確認してください。 

 まず、送付５－１５、外神田一丁目再開発に関する委員会開催を求める陳情ですが、当

委員会として、第２回定例会が始まる前に、外神田一丁目まちづくりに関して、委員会と

しては請願審査のため開催し、議論をしてきたところでございます。そういったところを

踏まえ、本件陳情につきましては、陳情者にご理解を賜りたいというふうに思っておりま

す。 

 次に、送付５－２９、都市計画法１７条手続に対する意見の速報を求める陳情でありま

すが、執行機関からは、７月２５日に開催予定の都市計画審議会に本件に関する資料とな

るため、事前に当委員会へ報告することは審議会での公平な審議を阻害するおそれがある

ため差し控えたいと説明がありました。当委員会としては速やかに報告するよう執行機関

に申し入れました。また、公共施設についての意見の詳細については、必要に応じて報告

するよう確認をさせていただきました。 

 次に、その他の外神田一丁目に関する陳情、送付５－１４、１６、送付５－２７、２８

３０については、継続として扱わせていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょ

うか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 はい。なお、送付５－３０につきましては、企画総務委員長と協議を行い

たいというふうに思っておりますので、併せてご確認を頂きたいと思います。よろしゅう

ございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 はい。それでは、以上で日程２、陳情審査を終了いたします。 

 ちょっと休憩しますか。どうぞトイレ行ってください。 

午後６時４０分休憩 

午後６時４３分再開 

○嶋崎委員長 それでは、委員会を再開いたします。 

 次に、日程３、報告事項に入ります。 

 （１）千代田区地球温暖化対策第５次実行計画（事務事業編）（素案）に対するパブリ

ックコメントの結果概要について、理事者から説明を求めます。 

○山﨑環境政策課長 第５次実行計画に対するパブリックコメントの結果概要についてご

報告をいたします。 

 ただ、パブリックコメントの結果に入る前に、本計画素案につきましては、昨年度１２

月６日及び３月８日に企画総務委員会において報告をさせていただきました。ただ、改め

て簡単に概要だけ説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、環境まちづくり部資料１－２、Ａ３二つ折りのものをご覧ください。本計画は

「地球温暖化対策の推進に関する法律」及び区の条例に基づき策定が義務づけられており、

自治体自らの事務事業で排出する温室効果ガス等の削減に関する計画でございます。千代

田区は２０５０年までにゼロカーボン社会の実現に向けて取り組むことを宣言しておりま

すが、これに先行し、２０３０年までに区有施設のゼロカーボン実現を目指すこととして

おります。 
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 計画期間は２０２７年度までの５年間であり、計画期間における目標は、基準年である

２０１３年度のＣＯ２排出量、こちらから８２％削減することを目標としております。最

終的に２０３０年度には１００％の削減をすることを目指すところでございます。 

 中側をご覧ください。次に施策の概要としましては、大きく分けて四つの基本方針ごと

に施策を展開しております。 

 基本方針１では、エネルギー消費量の削減として、区有施設におけるＬＥＤ化などの省

エネ設備導入や新築・改築時における省エネ化及び職員の省エネ行動の推進などでありま

す。 

 基本方針２としましては、エネルギーの脱炭素化の推進として、再生可能エネルギーの

利用を推進してまいります。 

 次に、基本方針３は、協働による地球温暖化対策の推進として、高山市や嬬恋村、五城

目など、協定提携自治体との森林整備によるカーボン・オフセットや再エネの創出導入な

どに関する協働を行ってまいります。 

 最後に、基本方針４として、スマートシティの強化でございます。庁有車等のＥＶ化な

どのクリーンエネルギー自動車の導入や、区有施設等における充電・蓄電・発電設備など、

エネルギーレジリエンスの強化、新技術の実証実験などを行ってまいります。 

 以上が本計画の概要となります。 

 次に、資料１－１に戻ってください。裏面のほうをご覧いただきまして、パブリックコ

メントの概要でございます。期間や周知方法などは、この資料１－１にお示しのとおりで

あります。意見提出者は７名であり、意見数は１７件でありました。 

 次に、資料の１－３をご覧ください。ホチキス留めのＡ４横のものですね。頂いたご意

見の概要及び区の考え方について要点をまとめております。 

 基本方針１、エネルギー消費量の削減に関するご意見として、各フロアや事務事業ごと

の使用エネルギーの可視化に関するご意見。コージェネレーションに関するご意見などを

頂きました。今後の施策の参考にさせていただくとともに、文言を追加してございます。 

 基本方針３、協働による地球温暖化対策の推進に関するご意見としては、地域連携の推

進による脱炭素化の推進についてご賛同のご意見がございました。 

 基本方針４、スマートシティの強化に関するご意見としては、エネルギーレジリエンス

の強化についてのご意見や、様々なデータの公開についてのご意見があり、追加並びに今

後の施策の参考にさせていただくこととしております。 

 そのほかとしまして、区有施設や事業のほか、区全体の取組に関する事項のご意見とい

うのがございました。こちらは、本計画は、先ほども申し上げましたとおり、区有施設等、

区自らの事務事業における計画でございます。区全体の事業所や区民などを対象にしたも

のではないことから、本計画には直接反映するものではありませんが、今後の地域推進計

画ですとか緑化政策の推進など、区全体のゼロカーボンに向けた取組の参考とさせていた

だくこととします。 

 あと、参考資料としまして、今回のパブコメの意見を反映し修正した第５次実行計画の

本編のほうをお配りをしております。今後、表紙のデザインですとか修正をして、あと資

料編も加えて７月中旬頃にホームページで掲載をしていく予定でございます。 

 説明は以上でございます。 
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○嶋崎委員長 はい。ご説明を頂きました。委員の皆さんから質疑を受けます。 

○小枝委員 １点だけ。 

○嶋崎委員長 小枝委員。 

○小枝委員 パブコメのところなんですけれども、こちらに限らずで、意見を述べている

のが在住４人、事業所２人の利害関係者１人ということで７名というふうになっているん

ですけれども、この公表する際に意見概要のところにその別をちゃんと表示してもらいた

いんですよ、どういう区分の方なのか、どの区分の方からなのかということ。議会の陳情

だってそこは分けているわけですから、そこを表示しないと幾ら提出者数の分類があって

も意味がないので、そこだけお願いします。それだけです。 

○嶋崎委員長 はい、どうぞ、担当課長。 

○山﨑環境政策課長 ホームページに公表するときには区分のほうも入れて公表したいと

思います。 

○小枝委員 はい。 

○嶋崎委員長 ほか、いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 はい。それでは、この案件を終了、質疑も終了いたします。 

 次に、（２）に関しましては、地方連携の再エネに関しましては、次の委員会でご説明

をさせていただきたいと思います。本日は割愛をさせていただきます。 

 次に、（３）千代田区まちづくりプラットフォームのあり方の検討について、理事者か

ら情報提供ということでお願いします。 

○前田景観・都市計画課長 本検討につきましては、これまでも、昨年度来、区議会のほ

うにご報告をさせていただいているところでございます。引き続きご報告をさせていただ

ければというふうに考えてございます。 

 改めまして、項番１のところであり方検討会の設置のところから記載してございますが、

後ほど参考資料１と合わせてご案内させていただきますので割愛をさせていただければと

存じます。 

 項番２、第３回の検討会を開催日、令和５年３月１５日に開催してございます。 

 また、項番３でございますが、第４回の検討会を６月２２日に開催をしているところで

ございます。本日は、第４回の検討会での主な意見、こちらでご確認いただきたいという

ふうに存じますけれども、本日、参考資料１と２ということで、当日の資料もおつけさせ

ていただいてございますので、簡潔にご案内をさせていただきたいなというふうに考えて

ございます。 

 まずＡ４一枚の横のものをご確認いただいてよろしいでしょうか。こちらはちょっとシ

ンプルにまとめているものになるんですが、この間、先ほどのレジュメの１枚目のところ

にも第３回のところで記載がありますが、あり方素案をベースに、冊子のほうをベースに、

検討会はもとより委員会にもご報告をさせていただいてきたところでございますけれども、

検討を深度化していくに当たりまして、合意形成と意思決定というような言葉の関係性を

はじめ、その内容とともに専門性が高まってまいりまして、議論を追い切れないという意

見も委員から頂いておったところでございます。そのため、今年度よりは専門的な部分は

学識で議論していくこと、また専門的な部分を分かりやすく整理したものを検討会で議論
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をしていくということで検討会の委員長に整理を頂いているところでございます。 

 そうした中、検討会では大きく２点ご議論いただきまして、まず一つは、改めてという

ことで参考資料１、こちらをベースにご議論を頂いて、ここで頂いた内容をあり方素案の

ほうに反映しながら検討を深めていくという形となってございます。 

 改めまして、このＡ４一枚のところでございますが、公・民・学連携、まちづくり支援

組織「千代田区まちづくりプラットフォーム」とはといったところでございますけれども、

記載のとおり、ご案内のとおり、まちづくり協議会を組織して千代田区では合意形成を図

りながらまちづくりを推進してきたところでございますけれども、合意形成が円滑に進ま

ず、区民等がサービスを享受できないケースが発生しているといった状況がございます。

そうしたケースが発生しておりますものの、記載のとおり、まちづくり協議会等の形成や

活動は重要なものであるというふうに認識をしているところでございます。 

 つきましては、まちづくり協議会等のその形成や活動を支援する仕組みといたしまして、

この「千代田区まちづくりプラットフォーム」支援組織として設置をするといったところ

で検討を深めてございます。 

 中央のところでございますけれども、まちづくり協議会等での協助と合意形成のイメー

ジ、記載をさせていただいてございます。左側は空間の供給ということで、その空間の創

出の手法等を記載させていただいてございます。右側は活動の需要ということで、地域ニ

ーズを記載をさせていただいてございます。協議会等では空間の供給と活動の需要に係る

まちづくりの関係者が集まりまして議論をするというものでございます。 

 一番下のところでございますが、今回検討しております千代田区まちづくりプラットフ

ォームでは、こうした協議会等を地域の実情に応じた支援をしていこうということで今検

討を深めているといったところでございます。 

 また、まちづくり協議会等でのイメージを記載しているため、支援する対象範囲が見え

づらいところではございますけれども、検討会の中では、協議会等が形成される前段階か

ら、形成された後は、そのイメージにもございますように、協議会の活動の支援というこ

とで幅広く支援をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

 こうした支援組織につきまして、そのあり方ということで本日おつけしていますのがそ

の冊子ということで詳細を記載をさせていただいてございます。かなり割愛をさせていた

だければというふうに思いますが、ちょっと１４ページ、お開きいただいてよろしいでし

ょうか。まず、支援の仕組みといたしましては、第三者的な機能といたしましてサポータ

ーチームにより協議会を支援するということとしてございます。ここで、先ほどは協議会

と記載しているものをエリアプラットフォームということで記載しておりますが、Ａ４一

枚のほうは分かりやすい発信用ということで、一方で、こちらのほうは詳細版ということ

で、国交省によりまして、まちづくりについて協議・調整を行うための場がエリアプラッ

トフォームとしてございますので、学識経験者等による議論用に表現をちょっと変えさせ

ていただいてございます。 

 １５ページ、１６ページをお開きいただきますと、支援する機能、様々ちょっと記載を

させていただいてございます。 

 また、おめくりいただきまして、１７ページのところでは、どこが事務局となるのか、

どういった組織をつくっていくのかといったことをはじめ、まだまだ検討を深めていかな
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ければならないといった事項を記載してございます。こうしたことを今検討を深めている

といった状況でございます。また、こうした検討を深めていく中で、こういった机上の議

論だけではということで、実際に地域に入りまして支援内容は何ができるか確認しながら

進めていきたいというふうに考えてございますので、その実証実験を行う候補地の検討を

今しているところでございます。検討会の中でも、既存の協議会があるところやないとこ

ろ、様々対象があるといったところをご案内をさせていただいた中でも、このたび、神保

町地域について検討してまいりたいというところで議論をさせていただいたところでござ

います。これまでも神保町地域に当たりましては、区議会のほうからも、個性的な商業文

化の継承、本のまち、出版業について、また商店街の連合会からも、まちの狭小であると

か、駐車場の課題について様々にご意見を頂いているところでございます。まちのイメー

ジや神保町の範囲等、検討会の委員からもご意見を頂いてございますので、まずはまちの

状況や課題など、ヒアリング等を行ってまいりたいというふうに考えているところでござ

います。その際重要となりますのは、地域主導のまちづくりであるというふうに考えてご

ざいます。地域としての機運がないまま進めてしまうといったことになりますと行政主導

になってしまいますので、支援という形ではなくなってしまわないように、そこは留意し

ながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 駆け足で恐縮でございます。最後にレジュメのまた項番４のところにお戻りいただきま

して、今後のスケジュールでございます。繰り返しで恐縮でございますが、実証実験とい

うことで、地域の課題、ニーズ等のヒアリング等を行いながら、合意形成を支援できる仕

組みにつきまして一層検討を深めてまいりたいというふうに考えてございます。また、そ

の状況等につきまして本委員会のほうにもご報告をさせていただきたいというふうに考え

てございます。 

 駆け足で恐縮でございますが、以上でございます。 

○嶋崎委員長 はい。ご報告を頂きました。委員の皆さんから質疑はありますか。 

よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 これ、また進捗を下さいね。 

 それでは、報告事項（３）番の質疑を終了いたします。 

 次に、（４）九段南一丁目地区のまちづくりについて、理事者から情報提供をお願いし

ます。 

○江原地域まちづくり課長 それでは、九段南一丁目地区のまちづくりについて共有をさ

せていただきます。環境まちづくり部資料４のほうをご覧いただければと思います。 

 この地区につきましては、これまでも環境・まちづくり特別委員会で都度情報提供させ

ていただいているところでございますが、喫緊では説明会とパブリックコメントの実施を

経てガイドラインを作成したというところでございます。左上に位置図、左下にまちづく

りの検討経緯を載せてございますので、ご確認を頂ければと思います。 

 右のほうに地区の特色と課題をまとめてございます。こういった地区の抱える課題を解

決をして進めていくべきまちの将来像、まちづくりの方針について、左下のまちづくりの

検討経緯の令和３年６月「九段南一丁目地区まちづくり基本構想」として、ここに掲げて

ある３点を今後目指すべきまちづくりの方針として共有をさせていただいたというところ
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でございます。 

 めくっていただきまして、見開きの上の２ページ目をご覧ください。こちら、これまで

どういったステップを踏んでいるかというところでございますが、令和４年１０月に「九

段下・竹橋エリアまちづくり基本方針」、令和５年２月に「九段南一丁目地区まちづくり

ガイドライン」のほうを策定をしております。この本ガイドラインに位置づける各整備の

実現に向けて、ちょっと右の現況、将来イメージと図がございますけども、まず、地区全

体に再開発等促進区を定める地区計画を定めると。広場ですとか歩道状空地等を地区施設

として位置づけます。この地区施設の整備ですとか基盤整備等の実現手段として、大きく

３地区、北地区、中地区、南地区とございますが、北地区は市街地再開発事業。中地区、

南地区は土地区画整理事業の施行を想定をしておりまして、各個別地区単位で建物更新と

合わせて事業を推進していくということを想定をしております。 

 令和５年９月頃から都市計画法に基づく手続の開始を想定し、次回、都市計画審議会に

おきましても検討状況と今後の進め方についてご報告をしようと考えているところでござ

います。 

 現在、再開発事業を想定している北街区では、区を除く１６名の地権者のうち１２名に

都市計画手続を進めることについて同意を頂いているというところで、中街区、南街区、

こちらは単独開発になりますけども、いずれもこういった方向性についてご同意を頂いて

いるというところでございます。 

 ちょっと時間がないので割愛をさせていただきますけども、３ページ目のほうに、下の

上位計画を踏まえた今後の計画イメージということで、今後の整備イメージのほうを記載

をしているところでございます。 

 最後、４ページ目、一番最後のページでございます。北地区の再開発事業を検討してい

るエリア内に区有施設のほうございます。左側が令和５年２月に策定したガイドラインよ

り一部抜粋をしたものでございます。このガイドラインの中では、区有施設が更新時期を

迎えているが、単独での建て替えが困難なため、再開発事業への参画を見据えて、今後検

討を行っていくというような記載をしているところでございます。 

 右のほうに、地区内区有施設に関する課題のほうをまとめているというところでござい

ます。 

 ちょっと駆け足になってしまいましたが、資料の説明は以上になります。今後、当地区

の状況につきましては、適宜当委員会に継続的に報告をさせていただきながら、進め方に

ついてご議論いただければというふうに考えているところでございます。 

 駆け足でしたが以上でございます。 

○嶋崎委員長 はい。九段南一丁目まちづくりの進捗についてご説明を頂きました。 

 よろしいですか。 

 林委員。 

○林委員 駆け足で。こういった開発のときに、遅れていくと言えなくなっちゃうんで、

千代田区の部内のほうで、近隣には保健所とか生涯学習館もあったり、あるいは千代田会

館のところに部局もあると。要は床面積で区役所の本庁舎に近くにあったらいいなと。保

健所だってワンフロアのほうがいいのかもしれないし、そういったところをちょっと集約

して集めてもらいたいんですよね。生涯学習館があるからそことか、住宅があるからまた
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同じ場所というよりも、ちょっと再編含みで、職員の数も増えるんでしょう、きっと、適

切だといって。そこのどれぐらいのベースで、例えば千代田保健所がこの再開発エリアに

引っ越してくるとしたらどれぐらいの平米数が本当に必要なんだとか、そういったものを

ちょっと出してもらいたいんですよね、同時並行で。そうしないと、後でここあげますっ

て、何に使おうとかというよりも、もうちょっと主体的に、区役所の周りなんで、せっか

くなんで権利を買ってもいいのかもしれないし、借りているぐらいよりも。あの床を買い

ますとか言ってもいいかもしれないんで、ちょっと集中的に集めていただければと思うん

ですけれども、それはまちづくり部でできるものなんですかね。 

○加島まちづくり担当部長 ちょっと担当課長ではちょっと答えられないので、ちょっと

部をまたがるというか、どちらかというと政経部、または区全体のお話ですので、そこは、

今後、政経部とも打合せをしながら、どういった形で出せるものなのかどうなのかという

ことは検討させていただきたいなというふうに思います。 

○林委員 もう一個、ごめんなさい。 

○嶋崎委員長 林委員。 

○林委員 それをお願いします。どれぐらいの面積が必要なのかという、職員の方の働き

場なんでＤＸが全ていいわけじゃなくて。もう１個が住宅に関してなんですけれども、こ

こはお住まいの方が現状でもいらっしゃるんですが、どういう手続等々で進められようと

考えられているのか。 

○印出井環境まちづくり部長 今日、担当課長がいないので私のほうからは概括的な説明

になるかと思いますけれども、当地でこうしたまちづくりが進んでいますよというような

情報提供は適宜入居者にも提供しております。ですので、一定のスケジュール感の中で機

能更新が起こるということについては情報提供をしておりますし、戸数的にもこういった

戸数であること、あとかなり老朽化が進んでいるということも含めて、今後、昭和期住宅

の全体の調整の中でどういった配置になるかというのは、今般、住宅基本計画改定の中で

また再検討しますけれども、今お住まいの方それぞれに対して不利益のないように丁寧に

対応してまいりたいというふうに考えています。 

○林委員 いや、そうじゃなくて。ごめんなさいね。 

 そうではなくて、四番町のときも実は議論になったんですけれども、今、九段におられ

る方、これ機能更新でいずれどこかには一旦出なくてはいけないんですけど、また住宅を

戻す形になるとか、そうやってくると、今度、職場環境とかができなくなるんで、グラン

ドデザインを少しつくってもらった後で、この九段南一丁目の地区のまちづくりのところ

に行ってもらいたいんですよ。分かりますかね。今ある既存のものをまた戻してくるとい

う発想ではなくて、区の施設配備の中で１回見直すような形の上でやらないと、これだけ

道路がたくさんあって、区のものもあって、区道というのはこれ取り外さないとできない

計画なわけですから、大事な場所なんですよね。で、千代田区お金があるので、お金を払

ってでも床面積はここは取らなくちゃいけないところだと思っているんです、僕自身は、

保健所を含めて区の職員の方が増えるんだから。だったらもっと前さばきで情報提供なり、

本当にここの場所に住宅が必要なのか否かも含めて、内部のほうで昭和期住宅の再編も含

めて出してもらった上でこういったまちづくりの方向性を話していかないといけないと思

っているんで、時間が時間なんで、これで終わるんで、何か一言。 
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○印出井環境まちづくり部長 先ほど、私、住宅基本計画の中でと申し上げましたが、そ

こにはそういった趣旨を含んで、昭和期住宅の機能更新に伴う区営住宅、公共住宅のあり

方、例えばここは１０戸に満たないような状況ですけども、小規模住宅でいいのかとか、

あるいはニーズに対応した住宅が必要なのか。おっしゃるとおり、九段にこれまでの規模

と同じような住宅があるべきなのかも含めて検討していきたいというふうに思っています

けれども、現在お住まいの方がいらっしゃるので、その辺の方々については丁寧に対応し

ていきたいという趣旨でご答弁申し上げました。 

○嶋崎委員長 よろしいですか。 

○林委員 はい。 

○嶋崎委員長 ほかにありますか。よろしいですか。 

 小枝委員。 

○小枝委員 令和５年９月以降都市計画法手続開始というふうに書いてありますが、かつ

最高高さ１７０と書いてあると、あっ、どこかで見たなというのもあって、これ一応割り

算してみると６９％ぐらいは入っているということなんだけども、今日はお急ぎでしょう

けど、まだ機会があるのかないのか。 

○嶋崎委員長 え、何を。 

○小枝委員 間に合う範囲というのはいつまで、要するにこの議論でもってもう固まりに

なっちゃうのか、いや、あのとき言ってくれればよかったのにって言われちゃうじゃない

ですか、大体。 

○嶋崎委員長 スケジュール感だ。 

○小枝委員 うん、このまたしゃれ街何とかとかね、そういう手続ももう似ているから、

何かだんだん勉強しちゃって分かっちゃうわけなんですよね。そういうのも全部洗いざら

い言った上でどうなのかというのが、まだ間に合う範囲でやっぱり議論しないとまずいな

という、勉強しちゃったんで、教えてください。 

○加島まちづくり担当部長 すみません。いろいろなこれ、手法が実は入っているという

形になります。北街区は市街地再開発事業、中街区、南街区は土地区画整理事業というと

ころで、ただ、その言葉だけ言っても、多分この図だけでもちょっとなかなか理解しにく

いかなというところがありますので、これに関しては、また詳細にご説明させていただい

て、それでご意見を頂ければなというふうに思っております。我々としては、先ほど林委

員言われたように、区の施設だとかというところを充実するという形になれば、北街区は

やはり再開発の中に入っていかないとちょっとそれは無理だろうなと。また、あそこの再

開発等で北街区をまとめないと、この中街区だとか南街区の魅力が薄れてしまうというこ

となので、ここはやはりこの九段南地区一体的に整備していく必要があるだろうというふ

うな認識でございます。また詳細については都度ご説明させていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○小枝委員 そうすると、まだ東京都の手続等について踏み出す日程にはないということ

ですね。 

○加島まちづくり担当部長 東京堂というのは…… 

○小枝委員 東京都。 

○加島まちづくり担当部長 あ、東京都ですね。東京都のほうは、都市計画の手続に入っ
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ていくのであれば、それは東京都との調整がもちろん必要になってくるという形になりま

す。 

○小枝委員 だから、今…… 

○嶋崎委員長 まだ、その時期ではないということですか、と聞いているの。 

○江原地域まちづくり課長 こちらのほうに記載しているとおり、２ページ目の下に令和

５年９月以降、都市計画法の手続に入っていきたいという形で書いてございますけども、

今、各地権者さんの足並みがそろってきたというところで、こういった形で都市計画の手

続に入っていきたいということを次回の審議会のほうでご報告を差し上げようかなと思っ

ているところでございます。東京都との協議、１９条協議とかにつきましては、地権者１

６条が経てから、その後でございますので、まだ先かなというところでございます。 

○嶋崎委員長 まだ時間があるからやり取りが多少できますよということでいいんだよね。 

○江原地域まちづくり課長 すみません。あと、ごめんなさい、地域まちづくり課長です。 

 こういった都市計画のほうの手続につきましてはそういった形でということなんですけ

ども、先ほど林委員がおっしゃられたことがすごく大事な要素かなと思っておりますので、

そこにつきましては、今、区としては４ページ目にございますとおり、こういった物理的

な課題もある中で、区有財産については再開発に参画をしていくということが望ましいだ

ろうと。今後、検討を行っていくべきだということを庁内で共有をしているというところ

でございますので、今後、中身についてどうしていくのかというところについては、まさ

しくそういった庁内で連携を取りながら、そういった会議体も定例的に持っていこうと思

っておりますので、議会のほうにも継続的にちょっとその辺は情報を共有した上でご議論

いただこうかなというところでございます。 

○嶋崎委員長 はい。よろしいですか。 

 岩佐委員。 

○岩佐委員 先ほどは住宅の話も出て、この九段学習館のほうも、これはこの場所で一体

的に展開していくということはもう確認されているんでしょうか。 

○加島まちづくり担当部長 そういったことも含めて、今、庁内で議論をしているといっ

たようなところです。ここに残るというのもありますし、林委員が言われたように、新た

な区全体のことを考えてどうするかというところの今議論をしているという真っただ中と

いうところでございます。 

○嶋崎委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 はい。それでは、（４）の報告事項、質疑を終了します。 

 次に（５）飯田橋駅中央地区のまちづくりについて、理事者から説明を求めます。情報

提供をお願いします。 

○榊原麹町地域まちづくり担当課長 それでは、報告事項の（５）番、飯田橋駅中央地区

のまちづくりについてご報告をいたします。 

 本件は、ＪＲ飯田橋駅東口の駅前にございます飯田橋駅中央地区における再開発に関す

るご報告となります。環境まちづくり部資料５をご覧ください。 

 まず、資料左上の枠内をご覧ください。本計画の対象区域は地図内で赤く塗られた箇所

でございます。 
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 続いて、資料左下の枠内をご覧ください。飯田橋・富士見地域では、平成１７年にまち

づくりに関わる地域の幅広い関係者で構成をされる飯田橋・富士見地域まちづくり協議会

が立ち上げられました。まちづくり協議会では、エリア内の基盤整備の方向性を示す計画

を策定をしております。この駅東口につきましては、令和３年のところに記載がございま

すが、この令和３年に策定をした飯田橋駅東口新整備構想において具体的な内容を示して

おります。 

 続いて資料右上をご覧ください。ただいま申し上げた飯田橋駅東口新整備構想で示す駅

東口の基盤整備の方向性をまとめております。駅前の広場空間整備のほかに、地上・地下

のアクセス機能拡充であったり、エレベーター新設等のバリアフリー対策を位置づけてお

ります。これらの内容に基づきまして準備組合が飯田橋駅中央地区における再開発事業の

内容を検討しておるという状況です。 

 続いて、資料右下をご覧ください。こちらこれまでのまちづくりの経緯について記載を

いたしました。なお、本年１月にもこの計画に関しては環境・まちづくり特別委員会でご

報告をさせていただいております。その後の流れのみご報告をいたします。資料に記載の

とおり、２月及び６月に区が主催をする意見交換会を開催いたしました。対象となる地権

者の方全員に区からご案内をいたしまして、資料も事前にお送りすることで、当日の参加

者だけではなく、ご欠席をされた方からもご意見を頂いております。また、６月開催をし

た際には、２月の開催時に頂いたご意見に対して、区または準備組合としての見解をお示

しする資料もお配りをしております。 

 裏面ご覧いただきまして、左上の枠内をご覧ください。再開発の事業概要についてご説

明をいたします。この左上の枠内、建築物の箇所についてですが、こちら赤枠の中、Ｃ－

１地区に高さ１５０メートルの業務・商業棟、Ｃ－２地区に高さ１００メートルの住宅・

商業棟という２棟の建設を予定してございます。 

 続いて、裏面、資料右上に全体イメージといたしまして、建物の断面図であったり、駅

前広場のイメージ、そして緑の憩いの広場のイメージを掲載させていただきました。 

 続いて、資料右下ご覧ください。今後のスケジュールを記載いたしました。今後は、順

次都市計画の手続に入っていきたいというふうに考えておりまして、まずは今後の都市計

画審議会において、この案件についての報告を行いたいというふうに考えてございます。 

 最後に参考といたしまして、資料に記載はございませんが、直近の時点における本計画

の権利者の合意状況についてもご案内いたします。地権者、借地権者を合計した権利者数

は計４５名となっておりまして、そのうち都市計画手続推進へ同意をされている方、こち

らの人数が３７名というふうに聞いております。そのため、人数で換算した場合の同意率

はおよそ８２.２％です。また、面積換算で見た場合にどうかという点ですが、こちらは

約８,５６１平米に対して、同意された方の地権者の合計した面積が７,７４５平米という

ことで、おおよそ同意率は９０.５％となってございます。 

 簡単ではございますが、説明は以上です。 

○嶋崎委員長 はい。理事者から説明を頂きました。質疑を受けます。 

 よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 はい。これもまた進捗がありましたらお知らせください。聞いているの、
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課長。 

○榊原麹町地域まちづくり担当課長 はい。ごめんなさい。 

○嶋崎委員長 進捗があったら、また、これ、ご報告ください。 

○榊原麹町地域まちづくり担当課長 はい。失礼いたしました。進捗がございましたら、

議会のほうにも情報共有させていただきたいと思います。 

○嶋崎委員長 はい。それでは、（５）の飯田橋駅中央地区の質疑を終了いたします。 

 報告事項を終了いたします。以上で全ての報告事項が終了されました。 

 日程４、その他に入ります。委員の皆さんから何かありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 はい。執行機関からどうぞ。 

○前田景観・都市計画課長 都市計画審議会の開催につきましてご案内を申し上げます。 

 ７月２５日火曜日の午前１０時から、委員会室におきまして都市計画審議会を開催させ

ていただきます。案件といたしましては６件、審議案件３件でございます。東京都市計画

地区計画外神田一丁目南部地区地区計画の決定。東京都市計画第一種市街地再開発事業外

神田一丁目南部地区第一種市街地再開発事業の決定。東京都市計画地区計画六番町偶数番

地区地区計画の決定の３件でございます。報告案件としましては３件、二番町地区のまち

づくりについて。九段南一丁目地区のまちづくりについて。飯田橋中央地区のまちづくり

についての報告を予定してございます。 

 以上でございます。 

○嶋崎委員長 はい。 

 ほかにありますか。なし。（「はい」と呼ぶ者あり）ないの。あ、そう。はい。 

 以上でございます。 

 次に、日程５、閉会中の特定事件継続調査につきましては、閉会中といえども当委員会

が開催できるように議長に申し上げたいと思いますけれども、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎委員長 はい。それでは、本日は…… 

○林委員 あ、ちょっと。請願のやつの継続も諮らないと。諮ったかな。 

○嶋崎委員長 ちょっと待って。（発言する者あり） 

 休憩します。 

午後７時２０分休憩 

午後７時２１分再開 

○嶋崎委員長 再開します。 

 それでは、本日はこの程度をもちまして、当委員会を終了いたします。大変お疲れさま

でございました。 

午後７時２１分閉会 


